
令和８年習志野市教育委員会第１回定例会 

 

日時：令和８年１月２８日(水)１５時００分 

場所：市庁舎５階委員会室         

 

日  程                                                          審議順 

１ 会議録の承認                                                    （予定） 

                                                                              

２ 報告事項 

（１） 令和７年習志野市議会第４回定例会一般質問等について （教育総務課）  １ 

（２） 臨時代理の報告について 

（令和７年度教育費予算案（１２月補正追加分）について） 

（教育総務課）  ２ 

※（３） いじめ重大事態の発生について （指導課）  ８ 

 

３ 議決事項 

※議案第１号 習志野市教育委員会行政組織規則の一部を改正する

規則の制定について 

（教育総務課）  ６ 

※議案第２号 習志野市附属機関設置条例制定に対する教育委員会

の意見について 

（教育総務課）  ７ 

議案第３号 習志野市いじめ防止基本方針の改定について （指導課）  ３ 

 

４ 協議事項 

協議第１号 習志野市立学校の教育職員に関する業務量管理・健

康確保措置実施計画の策定について 

（学務課）  ４ 

協議第２号 次回教育委員会定例会の期日について 

令和８年２月１２日（木）午後３時００分 

  ５ 

 

５ その他 

  

 

※は非公開の見込み 



 

 

報 告 事 項（１） 

 

令和７年習志野市議会第４回定例会一般質問等について 

 

 

令和７年習志野市議会第４回定例会における一般質問等について、別紙のとおり報

告する。 

 

 

 

令和８年１月２８日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆  



定例会一般質問一覧表　　　　教育委員会

日程
通告
№

議員名
（会派名） 通告内容 担当課
質問
時間

頁

5

6

10

11

3

5

5

12月4日

1 宮内　一夫
（市民の会）

２．義務教育における保護者負担について
現状の取組状況について伺う
【大宮議員３．（１）①と同内容】

教育総務課

80

2
　央　重則
(環境みらい）

２．教育問題について
（１）不登校及びいじめ対策について
市内の小中学校において教育委員会として、いじめが起因で不登校になり
うる事案をどのように把握するのか伺う。

指導課

80

1

1

3
金子　友之
（真政会）

該当なし
60

4
金井　宏志
（公明党）

３．特別支援教育
（１）通級指導教室と教育支援委員会について
通級指導教室の現在の状況と教育支援委員会の概要及び今年度の状況につ
いて伺う。

４．市史編さん等
（１）現状と今後について
市史及び習志野かるたの現状と今後について伺う。

指導課

社会教育課

60

12月5日

5
丸山　秀雄
（公明党）

該当なし

6
市角　雄幸
（環境みらい）

該当なし
60

該当なし
60

60

４．学びの多様化学校について
（１）これまでの学校運営について 指導課 60

7
斉藤　賢治
（真政会）

２．学校における交通安全教育の取組について 保健体育安全課

50

8
布施　孝一
（公明党）

10
谷岡　　隆
（日本共産党）

１．習志野市の平和教育と平和事業のさらなる発展を願う
（１）習志野市の地域でも、戦争末期に空襲があり、徴兵された兵士の多くが戦
死している。また、軍郷習志野と呼ばれ、習志野騎兵連隊や津田沼鉄道連隊は
アジア各地の侵略戦争へ送り出され、陸軍習志野学校は毒ガス使用の研究訓
練をしていた。関東大震災では、習志野騎兵連隊が東京で亀戸事件などの虐殺
を行い、陸軍習志野支鮮人収容所の周辺地域でも朝鮮人が虐殺された。核兵
器廃絶と合わせて、戦争の被害と加害の両面から歴史に向き合う郷土史研究と
平和教育が必要ではないか。教育長の見解を伺う。

２．いじめ問題に的確に対応することを求める
（１）いじめ重大事態の第三者調査委員会の体制等の改善は進んでいるか。

（２）いじめが発生した際、そして重大事態となった際、加害側の児童・生徒や保
護者にどのように対応しているか。

（３）放課後児童会や放課後子供教室でいじめが発生した場合、学校いじめ対策
委員会で対応するのか、別の組織で対応するのか。

３．教職員、保育士等による児童・生徒への性暴力等の防止について
（１）日本版DBS導入へ向けた習志野市での準備状況を伺う。

４．放課後子供教室や放課後児童会（学童保育）の民間委託について
（１）放課後子供教室のコーディネーターの役割、配置、出勤について、習志野
市の基準はどうなっているか。各小学校のコーディネーターの日々の出勤状況
を教育委員会は把握しているか。

５．香害・化学物質過敏症の対策について
（１）船橋市では、２０２４年度から健康調査票に「香りへの配慮」の質問項目を追
加し、全ての小中学校に配付している。習志野市でも、保健調査票に香害や化
学物質過敏症に関する質問項目を追加し、困っている児童・生徒を把握し、対策
を講じることを求める。

指導課
社会教育課

指導課
教育総務課

指導課

指導課

学務課

社会教育課

保健体育安全課

80

9
三代川　雄哉
（真政会）

３．スポーツ施策について
（１）トップチーム・アスリートとの連携について
現在の状況について伺う。

木村　　孝
（民意と歩む会）

３．いじめ重大事態からの検証について
再発防止策の取り組み状況について伺う。
【寺川議員３．と同内容】

指導課

12月8日

生涯スポーツ課
60

11
田中　慶子
（公明党）

12 60

一覧　-　1



定例会一般質問一覧表　　　　教育委員会

19

15

17

17

18

12

14

12月11日

12月9日

13 大宮　こうた
（明日の習志野）

３．こどもにやさしい街について
（１）憲法の定める「義務教育の無償」原則の真の実現
①学校徴収金の在り方見直しの取組状況
令和７年第２回定例会での教育長及び学校教育部長の答弁を踏まえて、６
月以降約半年間の取組状況、また、学校徴収金に含まれる学習教材の共用
品化に関する取り組みの進捗と今後の見通しについて伺う。
【宮内議員２．と同内容】

（２）外国ルーツの児童・生徒、その保護者への支援
①学校教育における受入体制の現状と今後の方向性
外国人人口の増加傾向を踏まえて、小中学校の段階で外国ルーツの児童・
生徒とその保護者を適切に支援し、受け入れることが多文化共存・共生に
向けた土台となると考えるが、現状の取り組みと課題、今後の方向性につ
いて伺う。

教育総務課

指導課

荒原　ちえみ
（日本共産党）

１．不登校児童・生徒が学びやすい環境づくりを
不登校児童・生徒の対応について伺う。

６．学校給食費無償化について
学校給食費無償化の国の動きについて伺う。

指導課

保健体育安全課

14
寺川　貴隆
（環境みらい）

３．いじめ重大事態について
令和７年第３回定例会を受けて再発防止の取り組みの進捗について伺う。
【木村議員３．と同内容】

指導課

70

80

１．習志野高校の存在意義・存在価値について 学務課
習志野高校 60

80

16 平川　博文
(都市政策研究会)

１．宮本泰介市長＆荒木勇前市長の人事権を考える。懲役１年執行猶予３年の
市役所公務員が普通退職している。懲戒免職処分ではない、なぜなのか。令和
７年９月６日の読売新聞報道では、習志野市のいじめ重大事態の再調査委員会
の後藤弘子千葉大学副学長の調査結果報告が掲載された。９月１０日の小熊
教育長答弁では、教育委員会職員、教職員の処分を精査するとしていた。どう
精査したのか。
Ｑ５　令和７年４月２２日付けで市役所公務員が懲戒免職処分となってい
る。県内の１８歳未満の被害者１名に対して、不適切な行為を行った。令
和７年４月１７日に、小熊教育長、三角学校教育部長、上原生涯学習部
長、渡辺学校教育部次長で構成する４名の習志野市教育委員会人事審査会
において審議。４月２１日に開催した令和７年習志野市教育委員会第１回
臨時会の議決により、教育委員会公務員の懲戒免職処分を決定している。
今度は、令和７年９月６日の読売新聞報道で、習志野市のいじめ重大事態
の再調査委員会の後藤弘子千葉大学副学長の調査結果報告が掲載された。
９月１０日の小熊教育長答弁では、教育委員会職員、教職員の処分を精査
するとしていた。懲戒処分をどう精査したのか。

教育総務課
学務課

80

15

22
入沢　としゆき
（日本共産党）

該当なし
80

学務課関根　洋幸
（元気な習志野をつくる会）

21
佐野　正人

（民意と歩む会）

12月10日

17

18

19

20

髙橋　正明
（元気な習志野をつくる会）

鴨　哲登志
（民意と歩む会）

佐藤　まり
（市民の会）

60

60

70

60

該当なし

２．秋津サッカー場の天然芝の有効活用について
人工芝化した後、天然芝がどのように活用されたのか伺う。

該当なし

２．鹿野山少年自然の家について
（１）現状、課題、今後の取組について

生涯スポーツ課

一覧　-　2



【教育委員会】令和7年第4回定例会一般質問答弁要旨総括表

大 中 小

R7/4 1 宮内　一夫 市民の会 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

2 本答弁

2.義務教育における保護者負担について
現状の取組状況について伺う

学習教材の共用品化については、今年度、市内全小学校に30㎝ものさし及び彫刻刀を公費で
整備し、各学校で児童が共有して使用している。また、小中学校で教科書の補完教材とし
て、保護者負担で購入いただいてきたテスト、ワーク、ドリルについては、令和8年度に更
新を計画しているＡＩドリルの個別学習ドリルや学した内容の理解度を確認するテストの活
用及び、市教育委員会が作成した教材の工夫により、児童生徒の学びを保障できるものと考
えている。なお、今年度、学校徴収金として保護者にご負担いただいている使用教材に関し
ては、各学校の学校運営協議会で説明している。今後も学校と連携しながら保護者の経済的
負担の軽減に取り組んでいく。

学校と連携しながら保護者の経
済的負担の軽減に取り組んでい
く。

済

R7/4 1 宮内　一夫 市民の会 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

2 再質問1

学習教材の共用品化について、今後どのように進めていくの
か伺う。

学習教材の共用品化については、令和6年度に共用品化していく学習教材として、9品目を取
りまとめたところである。具体的には、先程教育長答弁でお答えした、彫刻刀及び30ｃｍも
のさしの他、書初め用下敷き、算数セット、植木鉢、裁縫セット、教科書収納ボックス、書
写用収納ファイル、探検バッグである。この7品目については、各学校の使用状況や要望を
確認しつつ、予算確保、整備に努めてまいりたいと考えている。

各学校の使用状況や要望を確認
しつつ、予算確保、整備に努め
ていく。

済

R7/4 1 宮内　一夫 市民の会 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

2 要望

品目含めて検討を進め、援助できるものは市で援助をしてほ
しい。

-

各学校の使用状況等確認しつ
つ、研究していく。

未

R7/4 1 宮内　一夫 市民の会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 再質問2

国は令和8年度から学校給食費の無償化を目指すとしている
が、現状、どのように国から示されているのか伺う。

学校給食費の無償化に係る国の動向としては、令和7年2月25日に、政府において、給食費無
償化については、「まずは小学校を念頭に、地方の実情等を踏まえ、令和8年度に実現す
る」との合意がされたところであるが、その後現在に至るまで、具体的な内容は示されてい
ない。引き続き国の動向を注視していく。 - 済

R7/4 1 宮内　一夫 市民の会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 要望

これまで要望はしてると思うが、もっと国や県に給食費無償
化を1日でも早く実現してほしいことを強く要望してほしい。

-

引き続き国の動向を注視し、要
望をしていく。

済

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 本答弁

2.教育問題について
(1)不登校及びいじめ対策について
市内の小中学校において教育委員会として、いじめが起因で
不登校になりうる事案をどのように把握するのか伺う。

不登校及びいじめ対策について、本市小中学校における不登校児童生徒については、毎月各
学校から提出される長期欠席児童生徒状況報告にて、人数、理由、生活状況等を把握いる。
その中で、欠席理由がいじめによるもの、または欠席理由が明確でないものについては、学
校と連携しながら、正確な状況の把握に努めている。具体的には、必要に応じて、担任や管
理職が本人や保護者への聞き取りを行い、欠席に至った要因を丁寧に確認している。学校か
ら教育委員会へいじめ事案の報告があった際には、被害児童生徒に欠席が続いていないかを
確認している。欠席が続いている場合には、学校に対して速やかに校内のいじめ対策組織を
開催し、担任だけで判断せず、組織で情報を共有し対応するよう、指導・助言を行ってきた
ところである。今後も、学校と密に連携し、いじめを起因とした遅刻や早退、保健室等を利
用した別室登校の状況についても、欠席と同様に捉え、早期の把握と対応に努めていく。

今後も学校と密に連携し、いじ
めを起因とした遅刻や早退、保
健室等を利用した別室登校の状
況についても、欠席と同様に捉
え、早期の把握と対応に努めて
いく。 済

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問1

欠席理由の正確な状況把握は教育委員会と学校で本当に連携
できているのか。

欠席理由については、学校から教育委員会に対し、定期的に欠席状況の報告を受けており、
理由が明確ではない欠席が続く場合には正確な理由の把握を行うため、速やかに保護者と連
絡を取り合う方法等について教育委員会が学校に指導・助言をしている。このように教育委
員会と学校が連携しながら欠席理由の正確な把握に努めている。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問2

学校から教育委員会に報告のあったいじめ事案の直近2年間の
件数について伺う。

いじめアンケート以外で、教育委員会が学校や保護者等から報告があり、把握したいじめ事
案の件数について、令和5年度は、小学校4件、中学校3件。令和6年度は、小学校5件、中学
校1件となっている。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問3

直接報告があった以外のいじめはどのくらい認知しているの
か。

直接報告があったもの以外でいじめを認知したものとしては、いじめアンケートでのいじめ
認知がある。令和5年度は小学校で2，340件、中学校97件。令和6年度は小学校で2，606件、
中学校107件、認知している。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問4

いじめアンケートで認知したいじめとそれ以外のいじめ認知
の中で未解消のものはあるのか。

未解消の件数としては、令和5年度で、小学校は73件、中学校は1件。これは、令和6年度1学
期確認したもの。令和6年度で、小学校は76件、中学校は11件となっている。ただし、これ
らは確認した時点での未解消であるため、現在は解消している。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問5

これらの報告を受けて、教育委員会としてはどのように対応
しているのか伺う。

教育委員会が学校からいじめの報告を受けた際、校内のいじめ対策組織によるいじめ事案へ
の対応について情報共有するとともに、学校に対し、被害側・加害側への聞き取りや指導の
方法、保護者への対応などについて、指導・助言を行う。また、保護者から直接教育委員会
にいじめ事案についての相談があった場合においては、学校と連携し、情報共有などを行
い、いじめ事案の解消に向けて対応している。

- -

答弁要旨 今後の処理方針 処理結果
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1
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R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問6

未解消の案件について、どのように対応しているのか。 個別具体的な内容については、回答を差し控えるが、未だに解消に至っていない案件につい
ては、小学校で2件残っている。それ以外については、解消したというより対応をしっかり
行っている。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問7

小学校で2件残っている。その他の76件は、解消したというこ
とか伺う。

その通りである。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問8

令和6年度にいじめによる不登校があったのか伺う。 令和6年度において、いじめを理由とした不登校があったことは認識している。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問9

そもそも不登校の定義が30日以上の欠席者となっているが、
とぎれとぎれによる30日は含まれないのか伺う。

不登校の定義といたしましては、病気や経済的な理由を除いて年間30日以上の欠席を不登校
としている。とぎれとぎれの欠席であっても、合算して欠席日数として扱うこととしてい
る。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問10

病欠の判断は、保護者からの連絡によると思われるが、話の
内容を詳しく聞かずに、教員や学校側で判断していることは
ないのか。

病気欠席については、基本的に保護者からの欠席連絡時の理由により判断している。ただ
し、登校の直前における児童生徒の状況や体調の急変などにより、欠席理由が不明瞭な場合
については学校側から保護者等へ改めて確認を行っている。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問11

再調査委員会の調査が始まった令和4年度以降の発生している
重大事態があると聞いているが、把握しているのか。

令和4年度以降のいじめ重大事態の発生件数については、令和4年度は、小学校1件、中学校1
件。令和5年度は小学校1件、中学校2件令和6年度は、小中学校ともに0件となっている。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問12

昨年度に発生したいじめ重大事態事案があると聞いている
が、なぜ令和6年度に重大事態が0件だと言い切れるのか。

いじめ重大事態とは、いじめを受けた児童生徒が目安として、30日以上の欠席、心身に重大
な被害が生じた疑いがある場合など、個別案件ごとにその状況を鑑み、判断することとして
いる。令和6年度は、それに至らなかったことから0件としている。 - -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問13

0件と言っているから把握していないのでいいのか。 いじめというところでの認知があったというところと重大事態というところでは、捉えが違
うところではあるが、この件に関しては重大事態としては捉えていない。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問14

保護者は昨年5月にいじめが発生したと言っているが、なぜ重
大事態として取り扱わなかったのか。

今しがた、重大事態の件数については答えたが、その個別具体的な内容については、答える
ことができない状況である。その理由としては、いじめという慎重に取り扱うべき個人情報
であること、また個人が特定されるおそれがあること、二次被害にもつながらないよう、配
慮する必要があるためである。また、議員の言う、30日以上ということをもって全てが重大
事態と判断するという基準ではなく、それぞれ個別の事案によりその内容を把握したうえで
判断をしていくということである。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問15

例えばいじめによる休みが28日あるいは25日かもしれない件
が発生しても重大事態ということがありえるでよいか。

その通りである。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問16

この事案は昨年5月に発生したと聞いているが、いじめの発生
時期について回答できないとはどういうわけなのか。これで
は隠ぺい体質といわれても仕方ないのではないか

この質問についても、先ほどの理由と同様、個別具体的な内容については答えることができ
ない状況であり、隠ぺいしているわけではない。個別具体の内容については、答えを差し控
えるが、、一般論として伝える。いじめの定義については、法律上、行為が行われた場所や
その意図に関わらず、いじめを受けた側がつらいと感じた行為は、いじめとされるものとさ
れている。教育委員会としては、いじめの問題を学校任せにすることなく、責任を持って対
応する立場であると認識している。必要に応じて、教育委員会が直接保護者の皆様とお会い
し、思いや意見を丁寧に伺いながら、迅速かつ適切な対応を進めている。いじめは、決して
あってはならない行為。教育委員会として、いじめの未然防止と早期発見、そして確実な対
応に全力で取り組んいく。被害を受けた児童生徒が、安心して学校生活を送ることができる
よう、今後も強い決意をもって対応していく。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問17

わが子を守るために訴えたくても訴えられない案件もあるの
ではないか。教育行政を司る教育委員会がいじめによる不登
校を的確に捉えられなければ、いつまでもこのような事案は
なくならないと思うがいかがか。

いじめに関して保護者から相談を受ける窓口については学校以外となるが、教育相談機関な
ど関係機関を各学校から広く紹介している。保護者の思いをくみ取れるような、相談しやす
い環境の整備に努めているし、今後も努めていく。

保護者の思いをくみ取れるよう
な、相談しやすい環境の整備に
今後も努めていく。 済

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問18

年々増加しているいじめによる不登校の要因を的確につかむ
ためにはどうしたらよいか、何か方策を考えているのか。

いじめによる不登校の要因を的確につかむため、最も重要なことは教職員の観察力や対応力
の向上ととらえていく。そこで、教職員が児童生徒の心理的な変化や心のサインに早期に気
づき、適切に関わる力の向上を図るための研修を実施していく。この研修においては、傾聴
や共感、具体的な支援方法についての方法を学び、児童生徒が安心して学べる環境づくりと
心身の健やかな成長の支援につなげている。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問19

こども家庭庁と文部科学省がいじめ防止対策の事例集を11月
21日に公表している。学校現場は、このことを徹底しなけれ
ばならないが、いかがか。

公表された事例集については、県教育委員会から12月1日に通知があり、速やかに各学校に
対して、活用を依頼したところである。事例集には、いじめを重大化させないための留意点
等が細かく記載されており、学校が適切にいじめに対応するために有効な資料であると認識
している。今後、教職員に対する研修等でも活用し、いじめ防止対策について徹底してい
る。

- -

R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問20

最後に令和6年度いじめ重大事態がゼロであったという議会答
弁の訂正と今後の正確な回答を行うことを宣言してもらいた
いがいかがか。

先ほども回答したとおり、令和6年度は、いじめの重大事態に至る案件がなかったことから
ゼロ件と答えたものである。したがって、現時点では訂正等をする必要はないものと考えて
いる。 - -

2
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R7/4 2 央　重則 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1)

【教育長補足答弁】
このいじめのことについて、何回も申し上げている。このいじめの問題については、私、そ
して教育委員会として、⼀刻も早く解決をしていく必要のある問題だと考えている。隠ぺい
をするということは、全く逆の方向と捉えている。しっかりと必要なことは、重⼤事態とし
ての認定をして、やっていかなければいけないと指⽰をしている。今回、取り上げたケース
がそうなってないとのことに関しては、様々な経緯があり、ここで話すことは控えさせてい
ただくが、重⼤事態にしっかりと認定をして、取り組んでいくということは、変わりがな
い。そして、今回の指摘いただいた問題に関しては、⼀番の課題だと思っているのは、保護
者の思いに対してである。それがあって、的確に答えることができていないといったこと
は、⼤きな課題だと考えている。私どもとしては、今までもそうだが、教育委員会として、
学校だけでなくて、保護者の思い、それから課題だと思っていることをしっかりと受け⽌め
る体制をシステムとして、次年度さらに形を整えて対応していきたい。

- -

R7/4 4 金井　宏志 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (1) 本答弁

3.特別支援教育
(1)通級指導教室と教育支援委員会について
通級指導教室の現在の状況と教育支援委員会の概要及び今年
度の状況について伺う。

市立小中学校における通級指導教室の設置校数、教室数、指導を受けている児童生徒数は、
令和7年11月1日現在において言語障害通級指導教室は小学校3校、7教室、67名、難聴通級指
導教室は小学校1校、1教室、9名、LD・ADHD等通級指導教室は、小学校1校、1教室、5名と
なっている。教育支援委員会は、教職員、医師、学識経験者、関係行政機関の職員など、専
門的知識を有する委員で構成している。本委員会では、保護者からの希望に基づき、通級指
導教室、特別支援学級、特別支援学校等、児童生徒の障害や特性等に応じた適切な学びの場
への就学について、在籍学校や幼稚園、こども園、保育所等からの意見や調査員の報告等を
基に審議している。今年度は、これまでに7回開催し、274件の審議を行っている。

- -

R7/4 4 金井　宏志 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (1) 再質問1

小学校には言語、難聴、LD・ADHDの通級があり、100名近くの
児童が通っているが、中学校に通級指導教室がないのはなぜ
か。また、かつて第四中学校に言語通級指導教室があった
が、閉室となったのはなぜか。

本市の中学校に現在通級指導教室が設置されていない最も大きな理由としては、小学校の早
期から通級による指導を受けることにより、学習上・生活上における困難の改善・克服につ
ながり、中学校入学までに通級による指導を受ける必要がなくなっていくことが挙げられ
る。特に本市では、通級指導教室で指導を受けている児童の多くが、発音の不明瞭さや吃音
など、言語面に課題がある児童であり、発達段階に応じて改善が期待できることが多く、小
学校の段階での指導の効果が現れ、中学校進学までに指導を終了するケースが多数ある。ま
た、中学校においては、生徒の特性に応じて、担任と特別支援教育コーディネーターを中心
に、学年職員や各教科担任、特別支援学級担任などすべての教職員が連携して支援体制を整
え、学習上、生活上の困難に対して、通常の学級での指導や合理的配慮の提供により対応し
ている。また、かつて第四中学校には、言語通級指導教室があったが通級指導を受けていた
生徒が、令和元年度末をもって指導を終了し、新入生を含め、令和2年度からの指導の希望
がなかったことにより、閉室したものである。このようなことから、本市中学校においては
通級指導教室を設置していないが、小学校からの支援の継続性が確保されるよう、校内支援
体制の一層の充実を図っていく。

- -

R7/4 4 金井　宏志 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (1) 再質問2

通級指導を終了する判断の際に、保護者や教育支援委員会の
意見は反映されていたのか伺う。また、今後中学校で通級指
導のニーズがあった際の対応について伺う。

通級指導の終了にあたっては、児童生徒一人一人の言語面や学習面の課題の改善状況を踏ま
え、特別支援学級、通級指導教室への入級・入室の際に審議を行うのと同様に最初に校内で
の教育支援委員会において検討を行っている。その際には、担任や通級指導担当教員による
評価とともに、保護者の意向を丁寧に伺い、合意形成を図ったうえで、最終的には市の教育
支援委員会にて指導の終了と今後の支援の必要性について審議を行っている。また、中学校
において通級指導のニーズがある場合には、県立特別支援学校のセンター的機能を活用し、
県の専門教員が学校に出向き、個別支援という形で通級指導を行っている。これにより、中
学校においてもニーズに応じた専門的な支援を受けることが可能となっている。

- -

R7/4 4 金井　宏志 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (1) 再質問4

本年、6月定例会において、教育支援委員会の在り方につい
て、改善に向けた検討をしている旨の答弁があったが、現在
の進捗状況を伺う。

教育支援委員会の在り方については、委員構成と調査方法について見直しの検討を進めてい
る。1点目の委員構成については、今後さらに多様化するニーズに対応するため、様々な視
点から協議できるよう、医療・福祉関係者等も含めて広く検討している。2点目の審議に係
る調査方法については、市教育委員会の専門的知識を有する職員が調査を行い、特別支援学
級の担任や通級指導教室の担当者が学校現場を離れて調査をしていた状況を解消し、学校現
場の負担を軽減する取組を新たに始めている。

今後も見直しの検討を進めてい
く。

済

R7/4 4 金井　宏志 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (1) 再質問5

特別支援教育の充実に向けた教育長の意気込みを伺う。 【教育長答弁】
特別支援教育については、担任、担当者だけでなく、学校教育全体を通して取り組むべき、
重要な課題である。教育支援委員会については、特別な支援や配慮を必要とする児童生徒の
学びの場への適切な接続を図るために、現在、様々な見直しを進めている。部長からも答弁
したとおり具体的には、今年度の新たな取組として、学校現場の教職員だけでなく、教育委
員会における知見を有する職員が調査員としての役割を担うことにより、学校現場の負担軽
減を図るとともに、より公平で公正なプロセスに基づき、専門性が担保される調査・分析を
行っており、今後さらに体制を整備していく。また、委員の構成についても多様化する教育
的ニーズに的確かつ柔軟に対応できるよう医療・福祉関係者との連携をさらに深めるべく検
討を進めている。校内支援体制の充実としては、学校において校長のリーダーシップが発揮
できるよう、教育委員会が方向性をしっかりと示し、指導・助言を行っていく。具体的に
は、特別支援学級及び通級指導教室の充実、個別の教育支援計画及び指導計画の様式の改善
や計画の作成、活用のポイント等を整理したガイドの作成などに取り組むとともに、教職
員、特に管理職への専門的な研修の機会も確保していく。このような教育委員会事務局が主
体となって取り組むことを推進して、特別支援教育の充実を、一層推進していく。

今後も一層推進していく。

済

3
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大 中 小
答弁要旨 今後の処理方針 処理結果

質問番号
項目名 答弁種別 質問・要望要旨回

通
告
№

議員名 会派 部名 課名

R7/4 4 金井　宏志 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 本答弁

4.市史編さん等
(1)現状と今後について
市史及び習志野かるたの現状と今後について伺う。

習志野市の市史については、平成6年度に「習志野市史通史編」、平成15年度には「別編民
俗」、その他に全3巻の「史料編」をシリーズとして刊行している。また、平成16年度に
は、原始時代から現代までの市の歴史をわかりやすくコンパクトにまとめた「新版習志野-
その今と昔」を刊行した。この「新版習志野-その今と昔」については、刊行から約20年が
経過し、その間に、東日本大震災や奏の杜のまちびらき、新しい市庁舎のオープン、コロナ
禍などの出来事があった。また、発掘調査の成果など新たに明らかになった史実も蓄積され
てきた。こうしたことから、現在、その改訂版の作成作業を進めているところである。な
お、作成にあたっては、全ページカラー版とし、図や表をこれまでよりも多く用いるなど、
より読み易い書籍となるよう編集している。次に、「習志野かるた」については、平成15年
度の市制施行50周年を記念し、郷土の自然や文化を「かるた」という形で後世に伝えるとと
もに、市民参加型の制作プロセスを通じて郷土への愛着を深め、さらに市民がまちづくりに
ついて理解を深めることを目的として、多くの方のご協力の下、作成した。現状、公民館に
おける小学生を対象としたかるた大会や、放課後子供教室における遊びや学びのツールとし
て活用している。令和6年度には、かるたの在庫が残りわずかだったことから、500部増刷し
た。今後についても、「習志野かるた」がこどもたちを始め、多くの市民に親しまれるよ
う、活用を進めていく。

「新版習志野-その今と昔」の
作成にあたっては、引き続きよ
り読み易い書籍となるよう編集
していく。「習志野かるた」に
ついては、今後もこどもたちを
始め多くの市民に親しまれるよ
う、活用を進めていく。

済

R7/4 4 金井　宏志 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問1

「市史通史編」以降の編さん計画について伺う。 平成6年度に刊行した習志野市史の通史編においては、おおむね昭和40年頃までを対象とし
ており、それ以降の歴史は「新版習志野-その今と昔」により補完しているところである。
また、通史編で取り上げている期間の歴史記述においても、新たな史実が明らかになってい
る部分があることも認識しているところから、現在、「(仮称)新版習志野-その今と昔 令和
版」の刊行作業を進めている。今後の市史刊行物のあり方については、他の自治体の事例を
研究し、市史編さん委員会のご意見も伺いながら検討していく。

今後の市史刊行物のあり方につ
いて、他の自治体の事例を研究
し、市史編さん委員会の意見も
伺いながら検討していく。

済

R7/4 4 金井　宏志 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問2

「(仮称)新版習志野-その今と昔 令和版」の進捗状況につい
て伺う。

「(仮称)新版習志野-その今と昔 令和版」については、令和8年3月の刊行予定で作業を進め
ている。本のサイズは、現行版と同じA4判であるが、ページ数を現行版の108ページから130
ページ程度に増量する予定である。また、現行版が口絵のみカラーであるのに対して、全
ページカラーとし、図や写真、表を多く掲載する。取り上げる範囲としてはコロナ禍までを
カバーしたいと考えており、教育長の答弁にもあったとおり、新たな史実を反映させてい
く。なお、発行部数は今のところ2千部、販売価格は1千5百円を予定している。刊行後は、
販売以外に市立図書館、公民館、学校に配布し様々な学習機会に役立てていただくよう努め
ていく。

令和8年3月刊行予定で引き続き
作業を進めていく。

済

R7/4 4 金井　宏志 公明党 学校教育部 総合教育センター
学校教育
について

4 (1) 再質問3

2025年マグネティックアラートが懸念されている中、市史編
纂に向けた資料としての記録映像(ビデオテープ)の価値と現
状、また今後の活用やデジタル化への対応を伺う。

マグネティック・テープ・アラートとは、ビデオテープやカセットテープなどの磁気テープ
に記録された映像や音声がデジタル化されないと、テープの劣化や再生機器の修理等のサー
ビス終了により、将来的に見ることや聞くことができなくなる可能性があるという問題であ
る。本市の総合教育センターにおいては、かつての習志野市の出来事や学校の様子を映像で
記録したテープを多数保有している。これらは、本市の歴史において大変貴重な資料であ
り、後世に引き継いでいくことが必要である。それぞれのテープの歴史的価値を判断した上
で、真に残すべきものについて今後順次デジタル化を図っていきたいと考えている。

順次、デジタル化を図って行
く。

済

R7/4 4 金井　宏志 公明党 学校教育部 総合教育センター
学校教育
について

4 (1) 要望

歴史的な資料としての価値のある記録に関しては、テープが
劣化しないうちに、また、再生機器が絶滅しないうちに、デ
ジタル化を進めていただきたい。 -

順次、デジタル化を図って行
く。

済

R7/4 4 金井　宏志 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問4

「習志野かるた」の作成までの経過は 習志野かるたは、習志野市市制施行50周年を記念し、公民館の地域学習圏会議の発案により
作成された。 習志野の自然、伝統文化等を「かるた」という形で後世に伝えるとともに、
習志野への郷土愛を高めること、また、市民協働参画の事業として、かるた制作の過程で、
習志野のまちづくりについて理解を深めることを目的としている。読み札は公募により45枚
選出している。選出された読み札に合わせ、市内公民館で活動する複数の絵画サークルに絵
札を制作いただいた。このように習志野かるたは、多くの市民の協力を得て完成している。

- -

R7/4 4 金井　宏志 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問5

習志野かるたのリニューアルについて伺う。 現在の習志野かるたについては、平成15年度の制作から約20年が経過し、施設の閉館や新た
な建物が整備されるなど、現在の習志野市の状況と異なることから、これらを反映した新版
を作るべきではないかというご意見がある。一方で、当初このかるたを制作した目的は、習
志野の自然、伝統文化、街並み、施設、遺跡、文化財等を「かるた」という形で後世に伝え
ることであり、無くなった施設の札を単に削除してしまうと、習志野の歴史を伝えるという
趣旨が損なわれかねないとの見方もある。今後については、在庫の状況を踏まえつつ、かる
たを制作した目的のもと、既存のかるたを活用しながら、本市の現状を反映する方法につい
ても検討していく。

今後については、在庫の状況を
踏まえつつ、かるたを制作した
目的のもと、既存のかるたを活
用しながら、本市の現状を反映
する方法についても検討してい
く。

未

R7/4 4 金井　宏志 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 要望

急いでリニューアルする必要はないと考えるが、鷺沼の新し
いまちびらきなどのタイミングでのかるたの完成を目指し、
検討をはじめていただきたい。また、完成後は、現行版と併
用して活用してもらいたい。 -

今後については、在庫の状況を
踏まえつつ、かるたを制作した
目的のもと、既存のかるたを活
用しながら、本市の現状を反映
する方法についても検討してい
く。

未
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【教育委員会】令和7年第4回定例会一般質問答弁要旨総括表

大 中 小
答弁要旨 今後の処理方針 処理結果

質問番号
項目名 答弁種別 質問・要望要旨回

通
告
№

議員名 会派 部名 課名

R7/4 7 斉藤　賢治 真政会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 本答弁

2.学校における交通安全教育の取組について 市内の小中学校では、交通安全教室を年間計画に位置付け、習志野警察署等の協力を得なが
ら事故の未然防止のための動画視聴や講話、歩行訓練などの指導を実施している。特に、自
転車の乗り方については、近隣市の自転車の事故の報道を受け、全ての小中高等学校へ注意
喚起の文書を発出し、自転車の安全指導を行っているが、自転車の乗り方については、講話
だけでなくヘルメットの着用や通行帯の確認、ながら運転の禁止など、実地訓練の実施が課
題として挙げられる。この他、中学校においては、毎年度、2・3校ずつ輪番制で「スケアー
ドストレイト」を実施しており、スタントマンが実際に事故場面を再現することにより、危
険を感じる体験を通じて事故防止の啓発効果が高められており、小学校での導入も検討して
いく。なお、通学路の安全については、教育委員会が主催する「通学路安全対策協議会」に
おいて、学校から要望のあった箇所を毎年点検し、その結果、対策が必要なものについて
は、習志野警察署や市長事務部局と連携し、対応をしている。加えて、全国交通安全運動の
期間には、登校時にパトロールを実施し、児童への見守りも行っている。一方で、市内児童
生徒の交通事故については、昨年度は、9件であったが、今年度は、既に12件発生してお
り、増加傾向となっている。このことから、今後とも、児童生徒の交通安全教育の充実に、
取り組んでいく。

今後とも、児童生徒の交通安全
教育の充実に、取り組んでい
く。

済

R7/4 7 斉藤　賢治 真政会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 再質問1

道路交通法の改正に基づいての取組について伺う。 令和8年4月1日から16歳以上の自転車利用者が道路交通法に違反した場合、警察官から交通
反則告知書が交付される、いわゆる「青切符」制度が導入されることを踏まえ、中学生・高
校生への交通安全指導を一層強化していく。具体的には、学校を通じて制度の内容や違反行
為を周知するとともに、警察と連携しての指導やヘルメット着用の推奨、自転車のライト等
の安全点検の実施啓発に取り組んでいく。また、市防犯安全課が推進しているキラットジュ
ニア防犯隊と町会・自治会の防犯指導員、警察が協力して行う自転車の防犯対策や青少年セ
ンターが青少年補導委員と行っているパトロールにおける自転車の乗り方についての声かけ
など、関係機関とも連携し、児童生徒の自転車に関する安全意識向上に取り組んでいく。

- -

R7/4 7 斉藤　賢治 真政会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 再質問2

通学路安全対策協議会の構成員について伺う。 通学路安全対策協議会の構成員については、全市立小・中学校、教育委員会の保健体育安全
課、市長部局の道路管理課及び防犯安全課、習志野警察署交通課及び生活安全課、習志野市
PTA連絡協議会で構成している。これらの関係機関が連携し、危険箇所の点検結果を共有し
た上で、必要な対策を協議している。これにより、電柱幕の設置や道路標示の舗装といった
取組を、円滑に進めることができ、児童生徒の安全な通学の確保に寄与しているところであ
る。

- -

R7/4 7 斉藤　賢治 真政会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 要望

交通安全について、これまで見てきたと思うが、改めて教育
長の目で状況を見ていただき、警察に状況を訴え、実のある
取組をお願いしたい。

【教育長答弁】
児童生徒にとっては、家を出てから帰るまで、安全で安心して一日を過ごすということが何
よりも求められていることである。このことについて、教育委員会、学校としても最優先で
取り組んでいかなくてはならないと思っている。交通安全のみならず、いじめや不登校の問
題についても取り組んでいく。

今後も、交通安全のみならず、
いじめや不登校の問題について
も取り組んでいく。

済

R7/4 8 布施　孝一 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

3 (1) 再質問1

3.第3次公共建築物再生計画（案）について
(1)計画の概要と歴史資料展示室について
新総合教育センター建設後の実花公民館や歴史資料展示室の
運営について伺う。(展示室の内容や開館時間など)

現在の実花公民館建物は、総合教育センターの多機能化、複合化による再整備に伴う公民館
の移転後、(仮称)歴史資料展示室として活用することを検討している。現段階でこの展示室
は、原始時代から近現代にわたる習志野市の歴史に関する主な資料を一堂に展示し、学習の
機会を提供する場として構想している。その他、具体的な展示内容や開館時間などの運営に
関する方針については、今後検討していく。

具体的な展示内容や開館時間な
どの運営に関する方針につい
て、引き続き検討していく。

済

R7/4 8 布施　孝一 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

3 (1) 要望

歴史資料展示室の設置にあたっては、実花小学校と実花公民
館の門が同じであることから、防犯面等に関し、実花小学校
の保護者の声も聞いてほしい。

-

意見の聴取について検討してい
く。 未

R7/4 8 布施　孝一 公明党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

3 (1) 再質問2

歴史資料の収集について伺う。(市独自で行うのか?市民参加
も考えているのか?)

教育委員会では、古文書や古い写真など市の歴史に関する資料の収集に努めており、市ホー
ムページや広報習志野などにおいて、市民に市の歴史に関する情報提供を呼びかけている。
今後も様々な機会をとらえて、市の歴史資料の収集に市民からご協力を頂けるよう、周知を
心がけていく。

様々な機会をとらえて、市の歴
史資料の収集に市民からご協力
を頂けるよう、周知していく。 済

R7/4 9 三代川　雄哉 真政会 生涯学習部 生涯スポーツ課
生涯学習
について

3 (1) 本答弁

3.スポーツ施策について
(1)トップチーム・アスリートとの連携について
現在の状況について伺う。

本市がトップチーム・アスリートとの連携に繋がる協定を結んでいるチームは、次の3チー
ムである。1つ目は、社会人アメリカンフットボールチームの「オービックシーガルズ」、2
つ目は、プロ野球チームの「千葉ロッテマリーンズ」、3つ目は、令和7年11月21日付けで協
定を結んだ、プロ野球独立リーグの球団の「千葉スカイセイラーズ」である。協定の内容と
しては、3者とも地域振興、スポーツ振興、青少年健全育成、並びに相互の発展などを目的
としている。具体的な連携内容としては、オービックシーガルズは、第一カッターフィール
ドでのホームゲームの開催の他、市内小学校においてフラッグフットボールを実施するな
ど、地域交流も積極的に行っている。また、11月11日には、習志野高校において、1年生を
対象に、アメリカンフットボールやチアリーディングの体験会が実施し、今後の連携に弾み
がついたものと感じている。千葉ロッテマリーンズは、公式戦への市民無料招待や、スタジ
アム外周において、本市のＰＲの場を提供している他、毎年6月の公式戦において習志野高
校吹奏楽部に、試合前の演奏と試合での応援演奏の場をもらい、習志野高校の名が、より広
まっていると認識している。そして、千葉スカイセイラーズは、今後の連携において市民を
対象とした野球教室の開催や公式戦の開催など、市民がスポーツに触れ合う機会の創出に期
待している。なお、この他、プロバスケットボールチーム「アルティーリ千葉」も公式戦に
市民を無料招待してもらうなど、「みる」スポーツの推進に寄与している。

- -

5
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質問番号
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R7/4 9 三代川　雄哉 真政会 生涯学習部 生涯スポーツ課
生涯学習
について

3 (1) 再質問2

オービックシーガルズとの連携について再度、現状と今後の
展開について伺う。

オービックシーガルズとの連携については、教育長からも答弁した、第一カッターフィール
ドでのホームゲームの開催、市内小学校におけるフラッグフットボールの実施、習志野高校
でのアメフトやチアの体験会などの他、秋津にある「オービック習志野グラウンド」を活用
し、ゆるく楽しくスポーツを参加者全員で楽しむ「スポーツで遊ぶ日」や、小学生を対象と
した体験会「フラッグフットボールを楽しむ日」の実施など、市民がスポーツに親しむ機会
の創出に尽力いただいている。また、スポーツに関する連携の他にも、「オービック習志野
グラウンド」での選手も参加した子ども食堂「秋津みんな食堂」の開催、本市の「児童虐待
防止啓発動画」への選手の出演、市民まつり「習志野きらっと」や市内各地域のまつりで、
チームブースの出店やチアによるステージパフォーマンスを披露して盛り上げたり、賀詞交
歓会にご参加いただくなど、多岐にわたる協力をいただいている。今後については、これら
の連携を継続するとともに、第一カッターフィールドで開催しているホームゲームについて
は、秋津サッカー場の人工芝化に伴って開催回数の増加も可能となるため、ともに「する、
みる、ささえるスポーツの推進」を図っていく。

今後については、これらの連携
を継続するとともに、第一カッ
ターフィールドで開催している
ホームゲームについては、秋津
サッカー場の人工芝化に伴って
開催回数の増加も可能となるた
め、ともに「する、みる、ささ
えるスポーツの推進」を図って
いく。

済

R7/4 9 三代川　雄哉 真政会 生涯学習部 生涯スポーツ課
生涯学習
について

3 (1) 要望

オービックが小中学校での体験や講義、高齢者向け健康づく
りなど、いろいろ動いていただいてることは承知している
が、さらに密なコミュニケーションを図っていただくようお
願いする。そして、本市におけるスポーツを軸にした交流と
いう可能性では、前回の議会でも提言した通り、谷津公園内
の読売巨人軍発祥の地も改めて重要な資源だと考えているの
で、本市の交流創出の資源としての活用の検討をお願いす
る。さらに広域の視点連携を強める絶好のタイミングが来て
いる。バスケットボールのアルティーリ千葉はB1に昇格し、
新アリーナ建設計画を進めている。この立ち上がり期は人・
チームが連携を最も広げる局面であり、交流人口の増加や市
民スポーツの拡大の観点から、積極的に関わるべきチャンス
だと考える。サッカーのジェフ千葉はプレーオフに勝利すれ
ばJ1復帰する。船橋には千葉ジェッツがあり、八千代市にも
八千代フラッグスがあり、バスケットボールを核とした市民
参加、地域イベントが盛り上がりを見せている。何より本市
には阿武松部屋もあり、礼儀作法、食育、からだづくりな
ど、教育的価値の高い伝統スポーツとして、学校や地域との
連携に大きな可能性がある。する・みる・支えるのいろんな
視点で、より一層トップチームの地域クラブとの連携を深め
ていただきたいと要望する。

-

今後も動向を注視していく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部
指導課
社会教育課

学校教育
について

1 (1) 本答弁

1.習志野市の平和教育と平和事業のさらなる発展を願う
(1)習志野市の地域でも、戦争末期に空襲があり、徴兵された
兵士の多くが戦死している。また、軍郷習志野と呼ばれ、習
志野騎兵連隊や津田沼鉄道連隊はアジア各地の侵略戦争へ送
り出され、陸軍習志野学校は毒ガス使用の研究訓練をしてい
た。関東大震災では、習志野騎兵連隊が東京で亀戸事件など
の虐殺を行い、陸軍習志野支鮮人収容所の周辺地域でも朝鮮
人が虐殺された。核兵器廃絶と合わせて、戦争の被害と加害
の両面から歴史に向き合う郷土史研究と平和教育が必要では
ないか。教育長の見解を伺う。

戦争の悲惨さを正しく伝え、平和の尊さを深く理解させる教育は、未来を担うこども達を育
む上で大変重要であると認識している。その上で、戦争の被害と加害の両面に向き合いなが
ら、平和の尊さや人権の大切さについてこども達が主体的に学べるよう、教育現場での平和
教育の充実に努めている。また、本市の歴史における戦争に関わる事柄や、本市に多く所在
した旧陸軍施設に関する資料や情報を収集・調査して、保存・活用を図ることも、大変重要
なことであると認識しており、これまでも「習志野市史」に伴う調査をはじめ、継続して取
り組んできた。その成果は適宜、展示や市ホームページなどで市民に広く知っていただくよ
う努めている。今後においても、平和教育の充実と本市に関係する歴史的な資料等の収集・
調査に引き続き取り組んでいく。

平和教育の充実と本市に関係す
る歴史的な資料等の収集・調査
に引き続き取り組んでいく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 (1) 再質問1

戦争や平和について、学習指導要領ではどのように扱われて
いるのか伺う。

戦争の歴史に関する学習指導要領上の扱いについては、小学校学習指導要領では、日中戦争
や第二次世界大戦において国民が空襲や原爆投下などで大きな被害を受けたこととあわせ
て、我が国がアジア諸国の人々に対して多大な損害を与えたことにも触れることが明記され
ている。また、中学校学習指導要領においても、戦時下の国民生活や戦争の惨禍に加え、と
りわけアジア諸国の人々に与えた多大な損害に触れることが記載されている。このことを通
して、国際協調と平和の実現に努めることの大切さに気付かせることが学習の方向性として
示されている。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 (1) 要望

習志野市の学校教育も深めていってほしい。

-

引き続き学習指導要領に則り平
和教育に取り組んでいく

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

1 (1) 再質問2

「新版習志野-その今と昔」では戦争や平和についてどのよう
に記述しており、現在の改訂作業では戦争や平和について加
筆修正の予定はあるのか。

「新版習志野-その今と昔」では、陸軍騎兵連隊や鉄道連隊、習志野演習場やロシア兵・ド
イツ兵捕虜収容所などの軍隊関係施設の歴史と市民との関わりをたどる中で、戦争の悲劇と
平和の尊さについて記述している。現在作業を進めている「(仮称)新版習志野-その今と昔
令和版」においては、これに加えて戦時中の市民の暮らしなどについて取り上げる予定であ
る。

「(仮称)新版習志野-その今と
昔 令和版」において、戦時中
の市民の暮らしなどについて取
り上げる。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

1 (1) 要望

「習志野の人とまち」「習志野の女性たち」「あしたへの誓
い」を戦前・戦後の証言記録として継承してほしい。

-

引き続き戦前・戦後の証言記録
として保存していく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

1 (1) 要望

「習志野の人とまち」「習志野の女性たち」「あしたへの誓
い」を展示、説明会などでも紹介してほしい。

-

展示、説明会の内容に応じて検
討していく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

1 (1) 要望

「習志野の人とまち」「習志野の女性たち」を復刻させてほ
しい。

-

民間の刊行物であり、現在のと
ころ市で復刻の予定はない。

済
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【教育委員会】令和7年第4回定例会一般質問答弁要旨総括表

大 中 小
答弁要旨 今後の処理方針 処理結果

質問番号
項目名 答弁種別 質問・要望要旨回

通
告
№

議員名 会派 部名 課名

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 本答弁

2.いじめ問題に的確に対応することを求める
(1)いじめ重大事態の第三者調査委員会の体制等の改善は進ん
でいるか。

再調査報告書で指摘のあった第三者委員会による調査を行う際の教育委員会内の組織につい
ては、事務局機能は、学校のいじめ対応に関して指導・助言を行う立場である指導課ではな
く、中立性を保てる別の部署・課が担っていく。次に、委員の選出にあたっては、各関係団
体に委員の推薦を依頼する際、利害関係のない方を推薦してもらうよう、強くお願いしてい
く。また、状況に応じて、いじめ問題に見識の深い方を臨時委員として委嘱できる体制を条
例改正も含めて検討している。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問1

新たに発生している事案について、今年度第三者委員会を開
催する予定はあるのか。

いじめ重大事態が発生した場合においては、被害児童生徒やその保護者へ丁寧な説明を行う
とともに、調査の主体を学校にするか第三者委員会にするか確認し、第三者委員会となった
場合に第三者委員会を開催することとなる。 - -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問2

今年度の開催予定はあるか。 個別具体的な内容については現時点で回答を控える。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問3

千葉県弁護士会からいじめ問題に詳しい弁護士を推薦しても
らうべきではないか。

いじめ重大事態の調査に関するガイドラインでは、第三者委員会の弁護士の選任において、
都道府県の弁護士会からの推薦を必ず求めるという趣旨の定めはない。本市教育委員会が、
いじめ問題対策委員会の委員を委嘱している弁護士については、市内の弁護士団体から御推
薦をいただいた方を選任している。現在の委員の任期は、令和8年3月31日までとなってお
り、以降の委員の選任については、これまでの御意見等も踏まえ、検討しているところ。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 要望

県レベルで推薦をもらう必要があるので、いじめ問題に詳し
弁護士を推薦してもらうことを早急に検討してほしいと強く
願う。

-

検討していく。

未

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 再質問4

条例改正に向けての今後のスケジュールを伺う。 教育長答弁にもあったとおり、事案の内容に応じて、臨時委員としていじめ問題に見識の深
い方を委嘱できる体制をとれるよう、条例改正を含めて検討しているところ。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (1) 要望

早く対応できるように、早急に取り組んでほしい。

-

検討していく。

未

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (2) 本答弁

2.いじめ問題に的確に対応することを求める
(2)いじめが発生した際、そして重大事態となった際、加害側
の児童・生徒や保護者にどのように対応しているか。

いじめの発生を認知した際には、重大事態であるかどうかに関わらず、「いじめ重大事態の
調査に関するガイドライン」に則り、加害児童生徒及びその保護者に対して必要な説明を行
い、事実関係の把握、再発防止に向けた指導など一連の対応を着実に進めることが必要であ
る。さらに、重大事態となった際には、ガイドラインに示されているとおり、より詳細な事
実関係を確認する必要があることから、加害児童生徒及びその保護者に対しては、法が定め
るいじめの定義や疑いの段階から調査を行う必要があるという法の趣旨や調査主体、調査方
法を、丁寧に説明し、被害児童生徒及び加害児童生徒等の人権に最大限配慮しながら調査を
進めていかなければならない。いじめの対応については疑いの段階も含めて、被害・加害の
いずれの立場の児童生徒に対しても丁寧な聞き取りや調査を行い、学校として組織的に対応
することを、校長会議を通して周知している。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (2) 再質問1

新たに発生している事案について、加害者への働きかけが足
りなかったのではないか。これについて、改善するつもりは
あるか、伺う

個別具体的な内容については、回答は差し控えさせていただくが、一般的な対応として申し
上げる。先ほどの教育長答弁にもあったとおり、加害児童生徒及びその保護者に対しまして
は、必要な説明や事実関係の把握、再発防止に向けた指導など、一連の対応を着実に進めて
いくことが重要である。教育委員会から各学校のいじめ防止対策組織に対して、加害児童生
徒及びその保護者への対応について、適切な指導・助言を行っていくこととしている。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (2) 再質問2

当該保護者は総合教育センターで相談を受けた際、欠席扱い
でよいと言ったのに、出席扱いとなっていたと聞いた。外部
機関での相談を受けた場合の出席の取扱いについて伺う

一般的な対応として申し上げる。児童生徒が外部の相談機関において教育相談等を受けた場
合には、その相談内容や状況を踏まえ、保護者と丁寧に合意形成を図りながら、校長の判断
により、出席扱いとすることを可能としている。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (2) 再質問3

不登校重大事態は年間30日以上の欠席が目安となっている
が、病欠や事故欠も年間30日以上のカウントに入るのか

いじめを起因として欠席が続いている場合、またその疑いがある場合については、それが病
欠か事故欠かに関わらず、欠席日数とするものであると認識している。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (2) 再質問4

新たに発生している事案は令和6年7月には重大事態となって
いたのではないか。なぜ令和6年度に重大事態がないと言える
のか、その根拠を伺う

【教育長答弁】
この問題については、先ほど申し上げているが、様々な経緯の中で、今ご指摘の時期を迎え
ているという部分があって、私どもとしては重大事態に、その時点で認定できなかったとい
うことで説明をさせていただいている。ただ、これ以上お話ししてしまうと、その後の動き
等のことについても説明をしないとなかなかご理解いただけない内容となっている。今後、
今ご指摘があったように、きちんと調査をする内容だというように私は個人的にはこのこと
について、確定をすることができないが、そういう答弁をしているので、ただ一般論とし
て、しっかりと調べていかなければならない内容であるというように考えているので、ま
た、そちらをきちんとさせていただいと申し上げておく。

- -
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【教育委員会】令和7年第4回定例会一般質問答弁要旨総括表
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R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 本答弁

2.いじめ問題に的確に対応することを求める
(3)放課後児童会や放課後子供教室でいじめが発生した場合、
学校いじめ対策委員会で対応するのか、別の組織で対応する
のか。

いじめ防止対策推進法で定めるいじめの定義に照らすと、当該児童生徒と一定の人間関係に
ある中で、心理的または物理的な影響を与える行為があった場合には、学校の内外を問わ
ず、いじめとして対応することになる。さらに、いじめが重大化する疑いがある場合は、学
校内のいじめ対策組織で協議・検討のうえ、対応を行う。したがって、放課後児童会や放課
後子供教室だけでなく、登下校の途中や学校管理外であっても、学校がいじめの発生を把握
した場合は、被害児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼすことから、学校のいじめ対策組
織で、対応について協議検討していくことになる。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

2 (3) 再質問2

放課後子供教室でいじめを確認した場合、どのように学校と
連携しているのか。

放課後子供教室では、いじめの兆候に気づいたら、すぐに学校に報告・相談し、学校と協力
して保護者へ対応を伝えるなど、一元化された対応体制を構築している。また、現場責任者
であるコーディネーターが、学校との定期的な連絡調整を担い、いじめの防止や早期発見に
も努めている。いじめに関することを含め、様々な事案に対し、放課後子供教室と学校の円
滑な連携のためには、定期的な情報共有と交換が重要であるという認識のもと、今後も適切
に対応していく。

今後も適切に対応していく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 再質問3

放課後児童会や放課後子供教室でいじめがあった場合、校内
のいじめ防止対策組織で対応を検討する際に、支援員やコー
ディネーターも対策組織に入った方がいいのではないか。

放課後児童会や放課後子供教室において発生したいじめについても、被害児童生徒の学校生
活に大きな影響を及ぼす恐れがあることから、校内のいじめ防止対策組織で対応について協
議検討を行う。協議検討する上で、放課後児童会の支援員、放課後子供教室のコーディネー
ターなど、実際の状況を把握している立場の方と校内いじめ防止対策組織の情報共有は必要
不可欠である。支援員やコーディネーターが対策組織に入ることについては規定してない
が、事案に応じて情報共有等の協力をいただくものと考えている。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 要望

部がまたがる問題なので、しっかり対応していただきたい。

-

すでに必要に応じて対応してい
る。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 再質問4

被害者と加害者の児童生徒が別々の学校の場合、学校間の情
報共有はされているか。加害側の児童生徒が在籍している学
校のいじめ防止対策委員会でも対応を協議しているのか。

いじめの被害児童生徒と加害児童生徒が異なる学校に在籍している場合においても、学校管
理下における安全確保の観点から必要な範囲で学校間及び教育委員会との情報共有を行って
いる。また、加害児童生徒が在籍する学校においては、校内のいじめ防止対策組織におい
て、事案の内容や対応方針について協議し、加害児童生徒への聞き取りや指導を行ってい
る。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 要望

学校を超えたいじめの発生においても、対応が充分であった
のか疑問である。個別の事案に触れないが、今後しっかり対
応するよう要望する。

-

すでに必要に応じて対応してい
る。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 要望

いじめ重大事態の捉え方を再確認してほしい。

-

確認している。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 要望

総合教育会議で市長を含め、再発防止策を考えてほしい。

-

検討していく。

未

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

2 (3) 要望

いじめ対策においては、当事者とつながりがなく、職務上守
秘義務がある、行政の医療専門書を活用すること。特命を
しっかりと与えて対応することを検討していただきたい。

-

他自治体の取組等も参考にし
て、対応について研究してい
く。

未

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

【教育長補足答弁】
先ほど議員からご指摘があったことについては、体制を構築していく事を約束させていただ
きたいと思う。いじめの重大事態に関するガイドラインに関してだが、画一的に実施するこ
とによって実態に合わないことも事実にある。そういった意味では、私共としてはしっかり
と実態に応じて対応していくということ。そして、当然これは、再調査報告にもあるよう
に、この反省を生かして、対応の努力をしてまいりたいというふに考えているので、信用し
ていただくのがなかなか難しいかもしれないが、信用していただき、何かあればご指摘して
いただきたいと思っている。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 (1) 本答弁

3.教職員、保育士等による児童・生徒への性暴力等の防止に
ついて
(1)日本版DBS導入へ向けた習志野市での準備状況を伺う。

本市教育委員会においては、市教育委員会が採用する市立習志野高等学校の臨時的任用教
員、市立幼稚園、市立小・中・高等学校の支援員,用務員や事務職員等の採用を行う際に、
日本版DBSに基づくこども家庭庁へ性犯罪歴の確認申請を行うことが義務化されることとな
る。一方で、市立小・中学校の教員については、千葉県が採用するため、県が確認を行うも
のであり、本市教育委員会では、県教育委員会と情報を共有していくこととしている。教育
委員会としては、令和8年12月に予定されているこども性暴力防止法の施行に向け、採用段
階における手続き方法や個人情報の適切な管理といった制度導入の際に考えられる事務に対
応できるよう、国や県からの情報を得ながら、準備を進めているところである。

国や県からの情報を得ながら、
引き続き準備を進めていく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

3 (1) 再質問3

放課後子供教室ではどのような対応をするのか。 放課後子供教室の委託事業者においても、先ほど、こども部長が答弁した「こども性暴力防
止法」に基づく認定制度の対象として位置づけられていることから、今後、国から示される
ガイドラインやマニュアルを確認のうえ、認定を受けるよう促す他、事業者の更新時には仕
様書に認定を受けることを盛り込むことや選定時に認定事業者を高評価する仕組みを検討す
るなど、適切に対応していく。

国から示されるガイドラインや
マニュアルを確認のうえ、認定
を受けるよう促す他、事業者の
更新時には仕様書に認定を受け
ることを盛り込むことや選定時
に認定事業者を高評価する仕組
みを検討していく。

未

8
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R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

3 (1) 要望

認定を受ける方向で準備を進めることを強く要望する。

-

国から示されるガイドラインや
マニュアルを確認のうえ、認定
を受けるよう促す他、事業者の
更新時には仕様書に認定を受け
ることを盛り込むことや選定時
に認定事業者を高評価する仕組
みを検討していく。

未

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 本答弁

4.放課後子供教室や放課後児童会（学童保育）の民間委託に
ついて
(1)放課後子供教室のコーディネーターの役割、配置、出勤に
ついて、習志野市の基準はどうなっているか。各小学校の
コーディネーターの日々の出勤状況を教育委員会は把握して
いるか。

放課後子供教室は放課後等に学校施設を活用して、こどもたちの安全で安心な居場所を提供
するものであり、現在、市内14小学校にて実施している。運営にあたっては、人材確保等の
観点から、民間委託とし、校内において放課後児童会と連携し、共働き家庭等の児童を含め
た全ての児童が活動プログラムに参加し、交流できる校内交流型で実施している。職員の配
置基準は、事業者を募集する際の仕様書に定めており、コーディネーターについては、放課
後子供教室の現場責任者として、活動プログラムの企画やスタッフの指導、事業の総合的な
調整を行うものとしており、各子供教室に1名配置している。コーディネーターは原則、放
課後児童支援員や保育士等の資格を有する者としている。その他、学校規模や活動場所に応
じてスタッフを配置しており、夏休みなどの長期休業日や保護者参観日など、参加人数が多
く見込まれる日は、状況に応じて増員するなどの対応をしている。職員の出勤状況は、毎
月、月末までに翌月の勤務予定表を提出いただいており、教育委員会においても仕様書に定
めた配置人数が満たされているかを確認している。また、勤務予定表に変更が生じた際に
は、都度、社会教育課に連絡を入れることとしており、日々の出勤状況は、把握できてお
り、全ての放課後子供教室について、運営に支障はない。今後も児童の安全で安心な居場所
を提供できるよう、事業者とも連携し運営していく。

今後も児童の安全で安心な居場
所を提供できるよう、事業者と
も連携し運営していく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問1

コーディネーターは毎日出勤という理解でよろしいのか。 全ての放課後子供教室のコーディネーターは、常勤配置であり、週5日、毎日出勤してい
る。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問2

コーディネーター以外のスタッフの権限はどうなっているの
か。けんかやいじめの対応など、どこまでできるのか。

放課後子供教室で発生したけんかやいじめなどの事案については、コーディネーターに限ら
ず、全てのスタッフが適宜、仲介や指導をしており、職員会議や引き継ぎ書などを用いて共
有することで、指導方法等に一貫性を持たせるようにしている。事案の内容によっては、保
護者、学校、教育委員会などとも連携し対応しており、関係者との連絡調整は、現場責任者
であるコーディネーターや事業者の本部職員が行うようにしている。

- -

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問3

災害時の対応はどうなっているのか。コーディネーター不在
でも対応できるのか。

災害時の対応については、仕様書に基づき、施設での生活その他の日常生活における安全に
関する指導を行う「安全計画」を施設ごとに策定し、定期的に研修や訓練を実施している。
具体的には、全ての従事者が各担当の行動を理解したうえで、火災・地震・不審者に対応す
る訓練を年3回ずつ、合計9回、実施している。このように、コーディネーター不在時におい
ても従事しているその他の職員が適時適切に行動し、対応できるよう、各子供教室におい
て、年間を通じ、災害時の訓練を積み重ねている。

引き続き、災害時の訓練を積み
重ねていく。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問4

コーディネーター、他のスタッフ、児童、学童保育も一緒の
避難訓練が必要ではないか。

学校や放課後児童会と連携し、避難訓練をすることは、災害発生時に円滑な避難を行う上
で、効果的であると認識している。放課後子供教室においては、学校の避難訓練にスタッフ
が参加したり、放課後児童会と合同で訓練を実施するなどの取り組みを行っている子供教室
もある。これらの優れた事例について、コーディネーター研修会等の機会を通じて、各事業
者に情報共有し、引き続き、避難訓練時における関係機関との連携を推進していく。

優れた事例について、コーディ
ネーター研修会等の機会を通じ
て、各事業者に情報共有し、引
き続き、避難訓練時における関
係機関との連携を推進してい
く。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 要望

平時では分からない課題がこどもを含めた避難訓練で見えて
くる部分があると思うので、各学童保育、放課後子供教室の
こどもを交えた避難訓練を行い、課題がないか確認すること
を要望する。 -

引き続き、避難訓練時における
関係機関との連携を推進してい
く。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 生涯学習部 社会教育課
生涯学習
について

4 (1) 再質問5

コーディネーターとスタッフの日々の出勤状況がわかる資料
(令和7年1月～令和7年12月)の提出を求める。

準備し提出する。 準備し提出する。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

5 (1) 本答弁

5.香害・化学物質過敏症の対策について
(1)船橋市では、2024年度から健康調査票に「香りへの配慮」
の質問項目を追加し、全ての小中学校に配付している。習志
野市でも、保健調査票に香害や化学物質過敏症に関する質問
項目を追加し、困っている児童・生徒を把握し、対策を講じ
ることを求める。

現在、本市では、保護者が学校に提出する保健調査票の「その他の連絡事項」の欄に、保護
者の意向により記入していただくことで、香りへの配慮及び化学物質過敏症などの内容を把
握している。毎年度、保護者へこの保健調査票の記入を依頼する際に、記入上の注意事項を
記した文書を配布している。令和8年度以降については、小中学校在学中、9年間継続して使
用する調査票の質問項目として追加することについて検討するとともに、まずは、その文書
の中に、香りや化学物質への配慮の必要性というように、具体的な内容を明記して案内して
いく。今後とも、困っている児童生徒の把握とともに、啓発に努めていく。

今後とも、困っている児童生徒
の把握とともに、啓発に努めて
いく。

済

9
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R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

5 (1) 再質問1

市川市教育委員会では、今年度、「学校における香害につい
てのアンケート」が実施されている。習志野市でも同様のア
ンケートの実施を求める。

香りや化学物質への配慮が必要な児童生徒については、保健調査票の「その他の連絡事項」
の欄に記入していただくことにより把握している。また、香りへの配慮に関することは、新
しい内容であり、各自治体が工夫して状況把握に努めているところであるため、本市におい
ても、船橋市や市川市の取り組みを参考に対応を進めていきたいと考えている。

本市においても、船橋市や市川
市の取り組みを参考に対応を進
めていきたいと考えている。

済

R7/4 10 谷岡　隆 日本共産党 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

5 (1) 要望

今後も先進市にならい、取り組みを深めていってもらいた
い。

-

先進市の取り組みを参考に、対
応を進めていきたい。

済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (1) 再質問8

3.乳幼児健康診査について
(1)習志野市の乳幼児健康診査の種類と実施状況について
幼児教育を掌る立場からの見解について

【教育長答弁】
5歳児健康診査を実施することにより、健康面のみならず、発達面での課題を早期に発見す
ることができる。これに基づき、早い段階から保護者とも相談しながら、適切な支援を行っ
ていくことで、こども達が健やかに成長し、就学時にこども達一人ひとりにとって最も適し
た学びの場を選択するための重要な一歩となる。その結果として、その後の充実した学校生
活に寄与するものと考えている。教育委員会としては、5歳児健康診査の結果を最大限に発
揮させるため、関係市長事務部局をはじめ、保育・福祉・医療機関などの関連機関と密に連
携し、こども達一人ひとりに適切な支援を届け、保護者に安心していただけるよう、引き続
き努めていく。

5歳児健康診査の結果を最大限
に発揮させるため、関係市長事
務部局をはじめ、保育・福祉・
医療機関などの関連機関と密に
連携し、こども達一人ひとりに
適切な支援を届け、保護者に安
心していただけるよう、引き続
き努めていく。

済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 本答弁

4.学びの多様化学校について
(1)これまでの学校運営について

本年4月に5名の児童で開室した学びの多様化学校袖ケ浦西小学校分教室には、12月1日現在
で、小学3年生から6年生の児童10名が在籍しております。一人ひとりのペースに合わせて登
校し、本人とその日の活動内容を確認しながら、学びを支援することで、多くの児童が安定
して登校できている。また、校内での学習の他に、校外学習や体験学習など、様々な経験を
通じて、豊かな学校生活を送ることができ、成長が見られている。児童の保護者に対して
は、教職員が常に寄り添えるようこまめに面談や相談を受けられるような体制をとってい
る。本市の学びの多様化学校は、県内において、先進的な取り組みのため他市教育委員会な
どからの視察の希望があり、本年10月には、県教育委員会の教育委員4名が来校されて、児
童が主体的に学ぶ姿を見ていただく機会があった。本市教育委員会としても県外の学びの多
様化学校への視察や、講師を招いての研修を通じて、より充実した授業や運営について、指
導、助言をいただいている。また、分教室の安定的な運営に向けては、教育委員会内に学び
の多様化学校運営委員会を設置し、適時協議している。学びの多様化学校の周知としては、
各小学校を通じて全ての保護者に文書を配付するとともに、市ホームページや広報習志野に
掲載している。今後とも、学校と連携しながら、児童・保護者に寄り添ったよりよい運営を
目指していく。

今後とも、学校と連携しなが
ら、児童・保護者に寄り添った
よりよい運営を目指していく。

済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 再質問1

学びの多様化学校を卒業後の中学校入学について伺う 分教室卒業後の中学校への入学については、分教室の設置されている第三中学校または、児
童の居住学区の市立中学校もしくは私立等の中学校への入学が選択肢となる。児童、保護者
には、面談などにおいて、入学先についての説明をするとともに、それぞれの中学校の見学
を行い、入学する中学校を検討していくことになる。入学先が決まった際は、入学する中学
校と必要な情報を共有するなど、児童が安心して中学校生活が送れる体制を整えていく。

- -

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 要望

児童にとって適した学びの場を選択し、児童と保護者が安心
して進学できる体制を作ってほしい。

-

児童と保護者が安心して中学校
生活が送れる体制づくりに努め
ていく。 済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 再質問2

学びの多様化学校について、次年度に向けての説明会を行う
予定はあるか伺う

学びの多様化学校の周知としては、各小学校を通じて全保護者に文書を配信するとともに、
市ホームページや広報習志野に掲載している。学びの多様化学校への入室対象児童は、基本
的に2年生からとしており、今年度、在籍している児童の保護者に対しては、学校からの連
絡を通して、ご案内ができていることから、保護者への説明会を行うことは、現在予定して
いない。今後も、児童が不登校となっている保護者との面談の際には、学びの多様化学校の
資料を適宜配付し、学びの多様化学校への入室、不登校などの相談を、個別に対応してい
く。

今後も、児童が不登校となって
いる保護者との面談の際には、
学びの多様化学校の資料を適宜
配付し、学びの多様化学校への
入室、不登校などの相談を、個
別に対応していく。

済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 要望

今後も広く周知を図っていただきたい。

-

周知に努めていく。

済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 再質問3

今後、習志野市として中学生のための学びの多様化学校はど
うしていく方向かを伺う

小学校を卒業し、中学校に入学する不登校の生徒に関しては、小学校と中学校の引き継ぎを
丁寧に行い、中学校の管理職や長期欠席対策主任等と連携を図り、中学校入学後も、生徒の
実態に合わせた柔軟な対応をできるようにしている。中学校に在籍している不登校生徒に対
しては、校内において、担任や関係職員との教育相談や面談を行うとともに、校内教育支援
センターも活用して、学校や学級とのつながりを保てるように工夫している。校内教育支援
センターでは、教職員と教育相談員が連携して、学習指導や教育相談だけでなく、将来の社
会的自立に向けた進路指導について丁寧に対応しているところ。校外においては、フレンド
あいあいでの活動や総合教育センターでの教育相談、オンライン学習などを通して、それぞ
れの生徒に合った学びの場や居場所づくりを図っている。このように、中学生の不登校に対
しては、現在も様々取り組んでいるところであり、今後、袖ケ浦西小学校分教室の運営状況
の検証や、他自治体の学びの多様化学校の事例も参考にしながら、総括的に、中学生の不登
校対策の充実に取り組んでいく。

今後、袖ケ浦西小学校分教室の
運営状況の検証や、他自治体の
学びの多様化学校の事例も参考
にしながら、総括的に、中学生
の不登校対策の充実に取り組ん
でいく。

済
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R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 要望

対象となる児童と保護者の声を聞きながら、今後どのように
していくのかを、学びの多様化学校運営委員会において、袖
ケ浦西小学校分教室の状況と合わせながら話し合いを進めて
いってほしい。

-

不登校対策の充実に取り組んで
いく。

済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 再質問4

根本的な不登校対策について、学校のあり方をどのように考
えているのかを伺う

本市の不登校支援の基本理念としては、「一人ひとりの状況を踏まえ、寄り添った支援」、
「将来の社会的な自立を目指す」、「人や社会につなげる」、ことを掲げている。この基本
理念に基づき、不登校支援の方向性として、未然防止となる、安心な学校・学級づくり、早
期支援となる、小さな変化も見逃さない支援体制の強化、多様な支援体制となる、様々な居
場所づくりを目指しているところ。今後も、他市の先進的な取り組みや、学校の支援のあり
方について研究を重ねていく。

今後も、他市の先進的な取り組
みや、学校の支援のあり方につ
いて研究を重ねていく。

済

R7/4 11 田中　慶子 公明党 学校教育部 指導課
学校教育
について

4 (1) 要望

こども達が主体的に学び、多様な学びの実現に向け、調査研
究にとどまらず、新しい取り組みに進んでいただきたい。

-

今後も動向を注視していく。

済

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 再質問5

2.長期化する物価高の影響が、市民生活・子育て・高齢者・
中小企業に広範に及んでいる現状を踏まえ、市の物価高への
総合対策はどうか
給食費について、全国では完全無償化も進むが、習志野市と
して無償化の可否を検討したか。課題は何か。

本市としては、学校給食費の無償化は、これまでの議会でも答弁しているとおり、日本全国
の児童・生徒が等しく恩恵を受けることが望ましく国において実施される施策と考えてい
る。令和7年2月25日に、政府において、給食費無償化については、「まずは小学校を念頭
に、地方の実情等を踏まえ、令和8年度に実現する」と合意されており、国の動向を注視し
ているところである。

- -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

2 要望

習志野市では、中学校を念頭に給食費の支援を実現していく
ことを、検討してもらいたい。

-

引き続き国の動向を注視し、検
討していく。

済

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 本答弁

3.いじめ重大事態からの検証について
再発防止策の取り組み状況について伺う。

再調査報告書を受け、再発防止に向けた取組を進めているところである。報告書では4点の
指摘があり、それぞれ対応を図っている。1点目の、いじめ法制度に対する理解の醸成につ
いては、本年8月に学校問題に詳しい弁護士を講師として、学校管理職及び教育委員会職員
を対象に研修を実施し、法制度の理解を深める機会を設けた。また、いじめに関する法令や
ガイドラインを教職員がいつでも参照できるよう共有フォルダに格納し、周知したところ。
さらに、各学校では管理職がチェックリストを用いて職員の理解度を確認している。2点目
の、いじめ対応の現場での実践を可能にする組織づくりとしては、教育委員会が作成したい
じめの対応状況を確認できる記録簿を、各学校において、いじめの集約担当を中心に、すで
に活用している。また、法務相談体制についても、改めて周知し、いじめ事案について専門
家である弁護士から適切な助言を受けられる体制を整えている。あわせて、児童生徒及び保
護者に対し、ＳＯＳをいつでも発信できることを改めて伝え、相談体制の周知を図ってい
る。3点目の、重大事態調査の第三者委員会の構成については、第三者委員会による調査を
行う際の事務局機能を、学校のいじめ対応を指導する立場にある指導課ではなく、中立性の
保てる別の部署・課が担っています。委員の選出に当たっては、各関係団体に利害関係のな
い方を推薦していただけるよう依頼するとともに、必要に応じて、いじめ問題に見識の深い
方を臨時委員として委嘱できる体制の整備を条例改正も含めて検討している。4点目の、重
大事態調査の記録の取扱いについては、いじめ問題対策委員会における会議を録音した上
で、会議録を作成するとともに、各学校のいじめ対策組織においても同様に、会議開催時に
は全文筆記による会議録の作成を行うよう周知した。重大事態に係る記録の保管期間につい
ては、義務教育期間を踏まえ、市独自に10年としている。引き続き、再発防止策を着実に実
行し、学校と教育委員会が一体となり、適切かつ迅速に対応できる体制を強化していく。

引き続き、再発防止策を着実に
実行し、学校と教育委員会が一
体となり、適切かつ迅速に対応
できる体制を強化していく。

済

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問1

再調査報告書について、全教職員がしっかりと読み込めたの
か。どの教員が読んで、どの教員が読んでいないのか、管理
を誰がどのようにしているのか伺う。

再調査報告書については、8月22日の校長会議において、全教職員が再調査報告書を確実に
全文を読むように校長に依頼したところ。その後、9月末までに全教職員が読み終えた旨、
各学校の管理職より報告を受けている。

- -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問2

読むこと自体を個人任せにしているので、教職員によって
は、全てのページに目を通していない場合も考えられる。こ
の点はいかがか。

再調査報告書の内容については学校や教育委員会がいじめに対して適切に対応していくため
に、非常に重要な内容であり、全文を読むのはもちろんのこと教育委員会や学校の対応に関
する問題点や再発防止策などについては特に熟読するよう、先ほどの校長会議において校長
に伝えているところである。これを踏まえて、全員が読んだものと捉えている。 - -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問3

具体的にどの様な方法で確認をしたのか。筆記形式だったの
か、口頭での確認にとどまったのか、教職員の理解度にはど
のような傾向が見られたか、管理職の具体的な指導は何を
行ったのか。お答えできる範囲でコメントを求める。

いじめについては、根絶を目指すとともに一刻も早く改善したいと考えている。再調査報告
書を受けての前議会の内容については、教職員に細かく伝え、本市の全ての教職員を挙げ
て、いじめの根絶に向けて取り組んでいるところ。全ての小・中学校において、いじめ対応
に係る教職員の理解度を把握するため、文部科学省が示す「いじめの重大事態の調査に関す
るガイドライン　チェックリスト」や、国立教育政策研究所が作成した「いじめに関する校
内研修ツール」を活用し、理解状況の確認を行っている。このように、全校で同一の資料を
用いて研修及び確認を行っていることから、いじめに対する認識については、各学校間で一
定の統一が図られているものと捉えている。

- -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 再質問4

5年次担任教諭について、再調査報告書をすべて読んだのか。
その確認はどのようにしたのか。

該当の教員は報告書の全てを読んでいる。市教育委員会職員が、本人と直接面談し、確認を
している。

- -
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R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 再質問5

現在も反省の態度がないのか、それとも反省の弁はあったの
か。

該当の教員については面談の際、反省の言葉を述べている様子を教育委員会職員が直接確認
している。

- -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 再質問6

ただいま「反省の言葉を述べている」との説明があり、また
「様子を直接確認している」との答弁であった。しかし、具
体的な状況を把握できるよう、より詳細な答弁を求めていた
ところである。そこで確認したいが、その「反省の言葉」と
は、誰に対する反省の弁であったのか。教育委員会に対する
ものなのか、被害児童に対するものなのか、あるいは保護者
に対するものなのかといった点について、もし把握している
のであれば伺いたい。不明であればその旨で差し支えない
が、いかがか。

本件については、被害児童やそのご家族のお気持ちに配慮する必要があるうえ、プライバ
シー保護の観点もあることから、詳細をお伝えすることは困難である。また、当該教職員は
真摯に勤務しており、現在、県教育委員会と協議を進めている状況でもある。このような事
情により、現時点では詳細についてお答えすることはできない状況である。

- -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 再質問7

9月議会および今回の12月議会において、本件を取り上げてき
たが、教育長のトップダウンによるリーダーシップや、問題
を解決していくという強い意志がなければ、今後も重大な事
案が次々と発生するのではないかと危惧している。そこで伺
う。当該教員について、教育長自身がこれまでに直接面談を
行い、何らかの指導または助言を行ったことがあるのか。

【教育長答弁】
いじめの問題については、私の就任以来一貫して、いじめが発生した場合には被害を受けた
児童生徒の側に寄り添って対応すべきであると指示してきたところである。また、本件が重
大事態に該当するか、あるいはそのおそれがあるかという状況が生じた場合には、基本的に
重大事態として扱うよう、従前より申し上げているところである。どういった状況であれ、
その時に児童生徒が学校生活で困っていることは事実であるので、これを解消するのが教育
委員会の仕事であると思っている。この議論の中で、学校が保護者の思い、児童生徒の思い
をしっかりくみ取れていないのではないかという指摘を多々いただいている。これについて
も教育委員会として体制を改めて、直接、保護者の思い、困り感、児童生徒の困り感を受け
止められる体制を構築していきたいと申し上げている。この一教員については、学校長がい
ることや、教育委員会としても、服務監督上指導する立場にあるので、その立場でしっかり
と指導していることは申し上げておきたい。

- -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 再質問8

本市において、いじめ重大事態が初めて発生したのであり、
第1号の事例である。そうである以上、教育長自身が当該担任
教諭と直接面談し、その思いや個々の状況をきめ細かく把握
したうえで、今後のいじめ対策に結び付けていくことが必要
ではないかと考える。組織としての対応は理解しているが、
人間同士の関わりとして、現場経験を有する教育長であれ
ば、なぜこのような事態に至ったのかという内面的な部分も
含めて、直接コミュニケーションを取るべきではないかと感
じ、指摘しているものである。

【教育長答弁】
ご指摘については真摯に受け止めている。先ほど述べたとおり、本市の教職員に対する服務
監督は教育委員会として責任を持って行っており、特に指導を要する教員については教育委
員会として指導を行っている。また、私個人としても、必要に応じて当該教職員に直接指導
を行ってきたところである。これまでも課題のある教職員に対しては、私から声をかけるな
どの対応を行ってきた。以上のことから、当該教員に対しても必要な指導を行っていること
を申し上げる。

- -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問9

スクールロイヤーの活用について、スクールロイヤー設置か
ら、11月までの年度ごとのスクールロイヤーへの実際の相談
時間数について伺う。

令和5年度から学校問題に識見の深い弁護士に法務的な相談をできる体制を整備した。相談
方法といたしては、対面、電話、メール、オンラインであり、1回あたり60分となってい
る。相談回数としては、令和5年度は2回、令和6年度は3回、令和7年度は11月末時点で、9回
の法務相談を行っている。 - -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問10

「学校問題に識見の深い弁護士」とは、本市に2名いる「ス
クールロイヤー」に相談したということでよいか。それと
も、顧問弁護士やいじめ問題対策委員会の弁護士、再調査委
員会の弁護士、その他の弁護士も含めた回数か。また、個別
事案以外の内容、つまり、再発防止策の実施、今後の制度の
在り方や運用の改善について、スクールロイヤーに相談した
回数は何回か。

先ほどの識見の深い2名の顧問弁護士については、市の顧問弁護士やいじめ問題対策委員の
弁護士、再調査委員の弁護士ではないそれ以外の弁護士である。また、先ほど述べた回数は
すべてこの学校問題に識見の深い弁護士に相談した回数となる。また、今ほどお答えした法
務相談の内容はすべて個別事案について相談したものである。個別事案以外の内容の相談は
行ってない。 - -

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問11

組織改善の協議はどのように進んでいるのか。 人事、組織という話について、人事については現在も行っているところだが、組織について
は、具体的にこの再調査報告書を受け、このいじめの対策といった部分への強化、併せて今
回の議会でもたくさんご質問をいただいているが、不登校、こういった児童生徒の登校安
全、学校の在り方といった点についてを強化したいということで、現状の中で教育委員会で
検討をし、今取りまとめをしているところである。それについて、今後、市長・副市長を含
めた市長部局と綿密にいくつかの協議を重ねたうえで、しっかりと対応を取っていきたいと
考えている。

今後、市長・副市長を含めた市
長部局と綿密にいくつかの協議
を重ねたうえで、しっかりと対
応を取っていきたいと考えてい
る。 未

R7/4 12 木村　孝 民意と歩む会 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

報告書をいじめ防止対策の1つの基本書として、様々な研修会
で利用すべきである。現場が真に学び変わるための行動につ
なげることが大事である。こどもの命と尊厳を守る教育行
政、学校に立ち返ることを強く求める。

【教育長答弁】
議員御指摘の件については、真摯に受け止めている。このいじめの問題については、再調査
報告書もあるが、この議会での議論についても、全ての教職員が非常に関心を持っており重
く受け止めているということもお伝えさせていただく。習志野市をあげてしっかりと取り組
みたいと考えている。

すでに必要に応じて対応してい
る。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

3 (1) ① 本答弁

3.こどもにやさしい街について
(1)憲法の定める「義務教育の無償」原則の真の実現
①学校徴収金の在り方見直しの取組状況
令和7年第2回定例会での教育長及び学校教育部長の答弁を踏
まえて、6月以降約半年間の取組状況、また、学校徴収金に含
まれる学習教材の共用品化に関する取り組みの進捗と今後の
見通しについて伺う。

学習教材の共用品化については、今年度、全ての市立小学校に30㎝ものさし及び彫刻刀を公
費で整備し、各学校で児童が共有して使用している。また、小中学校で教科書の補完教材と
して、保護者負担で購入いただいてきたテスト、ワーク、ドリルについては、令和8年度に
更新を計画しているAIドリルの個別学習ドリルや学した内容の理解度を確認するテストの活
用及び、市教育委員会が作成した教材の工夫により、児童生徒の学びを保障できるものと考
えている。なお、今年度、学校徴収金として保護者にご負担いただいている使用教材に関し
ては、各学校の学校運営協議会で説明している。今後も学校と連携しながら保護者の経済的
負担の軽減に取り組んでいく。

学校と連携しながら保護者の経
済的負担の軽減に取り組んでい
く。

済
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R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

3 (1) ① 再質問1

学習教材の共用品化に関し、9品目の備品化はいつまでに完了
するのか伺う。

今後の学習教材の共用品化については、今年度までに整備した共用品の使用状況等、学校の
実情をしっかりととらえ、確認していく必要があると考えている。これは、共用品化そのも
のが目的ではなく、学校徴収金、保護者負担をどのようにしていくかを検討する中で、品目
の再検証も必要になると考えられるためでもある。予算確保を含め、様々調整しながら進め
ていきたいと考えている。

予算確保を含め、様々調整しな
がら進めていく。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

3 (1) ① 要望

重点支援地方交付金の活用を検討してほしい。

-

今後も活用できるよう検討して
いく。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

3 (1) ① 再質問2

ドリル・ワーク・テストの今後の方向性について伺う。 令和8年度に更新を計画しているAI機能の搭載されたデジタルドリルの個別学習ドリルや学
習した内容の理解度を確認するテストの活用により、児童生徒が主体となった学習を推進し
ていく。一方で、児童生徒の発達段階及び学習内容によっては、実際に紙に書き込む学習が
必要であることから、令和7年度に、教育委員会職員が独自にドリル等の一部を作成した。
また、学校からは、児童生徒の習熟度を高める問題演習としてワーク等が必要だとの声もあ
り、ドリル・ワーク・テストの必要性について検証する必要性があると考えている。今後
は、学校と確認しながらドリル・ワーク・テストの必要性について調整し、AIドリル等で網
羅できるものについては削減していく。

AIドリル等で網羅できるものに
ついては削減していく。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

3 (1) ① 要望

ドリル・ワーク・テストは学習の進捗を促進する、もしくは
その進捗を図るものなので、教育活動そのものであり、無償
にすべきものである。そのため、保護者の負担軽減というこ
とではなく、義務教育の一環として捉えるよう、強調して要
望する。 -

AI機能の搭載されたデジタルド
リルや市教育委員会が作成した
教材を活用するとともに、ドリ
ル・ワーク・テストの必要性を
検討することで、保護者等の負
担で購入する教材を減らしてい
く。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 (1) ① 再質問3

学校徴収金の徴収・管理業務の見直しはいかがか伺う。 文部科学省からの令和7年4月30日付け通知において、学校徴収金の徴収・管理は、学校の大
きな負担となっているため、負担軽減を図っていくべきとの考えが示されている。現在、市
立小・中学校で徴収・管理している学校徴収金のうち、修学旅行費や校外学習費について
は、学校が現金を取り扱わないよう、保護者が旅行会社に直接支払う方法等を検討してい
る。また、その他の徴収金については、事業一つ一を精査し改廃を判断した上で、必要な徴
収金は、システムを導入し、徴収・管理業務等を行うことを検討している。

修学旅行費等は保護者の直接払
い方式を検討し、その他の徴収
金は必要性を精査したうえでシ
ステムによる徴収・管理への移
行を検討する。 済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 学務課
学校教育
について

3 (1) ① 要望

学校徴収金の内容については、精査し内容を減らした上で、
教育委員会へ移管し、一括して事務の管理を組織的に行うよ
う強く要望する。

-

学校徴収金の在り方や事務体制
に関する指摘を踏まえつつ、関
係部署と状況を共有しながら、
運用の改善可能性について慎重
に見極めていく。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 本答弁

3.こどもにやさしい街について
(2)外国ルーツの児童・生徒、その保護者への支援
①学校教育における受入体制の現状と今後の方向性
外国人人口の増加傾向を踏まえて、小中学校の段階で外国
ルーツの児童・生徒とその保護者を適切に支援し、受け入れ
ることが多文化共存・共生に向けた土台となると考えるが、
現状の取り組みと課題、今後の方向性について伺う。

現状の支援策としては、主に3点である。1点目としては、令和5年度に袖ケ浦西小学校に小
学生を対象とした日本語指導教室を設置した。令和7年11月1日時点で27名の児童が日常生活
に直結する日本語の習得に向けた指導を受けている。2点目は、言語文化指導者の派遣であ
る。現在、要請があった学校へ、有償ボランティアである言語文化指導者を派遣し、個々の
児童生徒の日本語学習の支援に当たっている。3点目が、1人1台タブレット端末等の翻訳機
能を活用した支援である。この他、県教育委員会が今年度の10月から行っているオンライン
での日本語指導に、希望する中学生3名が参加している。現状の課題としては、本市の市立
学校における日本語指導教室は、袖ケ浦西小学校1校となっており、児童が在住する地域に
よってはアクセス等の問題により、利用が難しい場合があること、また、中学生を対象とし
た日本語指導の充実も課題として捉えている。今後は、地域ごとのニーズを踏まえ、より効
果的な支援が行えるよう、体制の整備が必要と考えている。教育委員会としては、令和8年
度から始まる次期教育振興基本計画において、多様なニーズに対応する教育の推進、外国に
ルーツを持つ児童生徒の受入体制の充実を位置づけることとしており、多文化共生社会の実
現に向けて、すべての児童生徒が自分の可能性を十分に発揮できるよう、言語文化指導者の
確保をはじめ、教職員の研修体制や保護者支援の充実に努める。

- -

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 再質問1

袖ケ浦西小学校日本語指導教室に通う児童の居住学区の内訳
について伺う。

袖ケ浦西小学校日本語指導教室には11月1日時点で、8つの小学校区から27名の児童が通って
いる。居住学区ごとの人数としては、袖ケ浦西小学校区7名、袖ケ浦東小学校区6名、谷津南
小学校区5名、向山小学校区2名、津田沼小学校区1名、秋津小学校区2名、香澄小学校区1
名、実籾小学校区3名となっている。 - -

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 再質問2

袖ケ浦地域以外から日本語指導教室に通うことを希望する児
童・生徒へのサポートについて伺う。

現在、日本語指導教室への入級は、保護者の希望に基づき対応している。通学方法として
は、1～3年生については保護者による送迎としており、4年生以上については保護者による
送迎、もしくは安全性を保護者等と確認できた場合は自力での通学を認めている。今後、地
域別の潜在的なニーズについて調査を進めるとともに、地域間の偏りの解消を含め適切な支
援体制の在り方について検討を進めていく。

今後、地域別の潜在的なニーズ
について調査を進めるととも
に、地域間の偏りの解消を含め
適切な支援体制の在り方につい
て検討を進めていく。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 要望

移動手段について、福祉センターのバスの活用を含め幅広く
検討していただきたい。

-

より良い方法について検討を進
める。

済
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R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 再質問3

外国ルーツの児童とその保護者が地域社会に馴染んでいける
ような取組について伺う。

各小中学校では現在、中学校区を単位としてテーマを設定し、教職員、児童生徒、保護者、
地域の方々等を対象とした講演会の開催や話し合いをする機会を設ける取組を行っている。
この中で、異文化理解を深める内容を盛り込んだり共生社会を考えるテーマを設定している
学校もある。こうした取組を各学校に周知し広めることで、外国にルーツを持つ児童生徒や
保護者が地域に馴染んでいけるよう努める。

- -

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 要望

今後も取組を広げていただきたい。

-

今後も取組の充実に努める。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 再質問4

教育委員会における外国ルーツの児童・生徒への対応に関す
る実施体制の現状について伺う。

外国にルーツを持つ児童・生徒への対応に関する教育委員会内の実施体制としては、指導課
に担当職員を配置し、母語での支援や日本語の習得に向けた支援の充実に努めている。今年
度からは、職員体制について複数の職員で対応する体制とし、より組織的に支援できるよう
にしている。

- -

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 再質問5

外国ルーツの児童・生徒への接し方に関する研修の実施状況
について伺う。

今年度、各小中学校の国際理解教育担当者を対象に、国際理解教育及び日本語指導に関する
連絡会議を開催した。その中で、参加者は本市における外国にルーツを持つ児童・生徒の現
状について理解を深めるとともに、日本語指導支援ツールや日本語の習得に向けた指導方法
について学んでいる。今後は、研修内容を一層精査し、外国にルーツをもつ児童生徒への接
し方を含めた異文化理解の一層の促進を図る。

- -

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 要望

異文化理解等を含めた研修を充実していただきたい。

-

研修内容の充実に努める。

済

R7/4 13 大宮　こうた 明日の習志野 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 (2) ① 再質問6

次期教育振興基本計画を踏まえて、外国ルーツの児童生徒へ
の対応に関する全体方針の策定と計画的な実施に向けての見
通しを伺う。

教育委員会としては、次期教育振興基本計画において、外国にルーツをもつ児童生徒への支
援を位置付けており、現在の取組を基盤として一層の充実を図っていく必要があると認識し
ている。具体的には、言語文化指導者の確保や日本語指導教室を中心とした体系的な指導の
確立、異文化への理解を深め、多様な児童生徒が活躍できる包摂性の高い授業づくり、教職
員の研修体制の充実、習志野市国際交流協会等の関係団体との連携である。なお、今年度、
習志野市国際交流協会に所属している8名の方にも言語文化指導者として登録していただき
実際に指導をしていただいている。他にも、現在、県教育委員会が実施しているオンライン
日本語指導の一層の活用についても図っていく。教育委員会だけではできないこともあると
思うが、市長部局等とも連携して取り組んでいく。今後とも、更なる日本語指導の充実に取
り組む。

今後とも、更なる日本語指導の
充実に取り組む。

済

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 本答弁

3.いじめ重大事態について
令和7年第3回定例会を受けて再発防止の取り組みの進捗につ
いて伺う。

再調査報告書を受け、再発防止に向けた取組を進めているところである。報告書では4点の
指摘があり、それぞれ対応を図っている。1点目の、いじめ法制度に対する理解の醸成につ
いては、本年8月に学校問題に詳しい弁護士を講師として、学校管理職及び教育委員会職員
を対象に研修を実施し、法制度の理解を深める機会を設けた。また、いじめに関する法令や
ガイドラインを教職員がいつでも参照できるよう共有フォルダに格納し、周知したところ。
さらに、各学校では管理職がチェックリストを用いて職員の理解度を確認している。2点目
の、いじめ対応の現場での実践を可能にする組織づくりとしては、教育委員会が作成したい
じめの対応状況を確認できる記録簿を、各学校において、いじめの集約担当を中心に、すで
に活用している。また、法務相談体制についても、改めて周知し、いじめ事案について専門
家である弁護士から適切な助言を受けられる体制を整えている。あわせて、児童生徒及び保
護者に対し、SOSをいつでも発信できることを改めて伝え、相談体制の周知を図っている。3
点目の、重大事態調査の第三者委員会の構成については、第三者委員会による調査を行う際
の事務局機能を、学校のいじめ対応を指導する立場にある指導課ではなく、中立性の保てる
別の課が担う。委員の選出に当たっては、各関係団体に利害関係のない方を推薦していただ
けるよう依頼するとともに、必要に応じて、いじめ問題に見識の深い方を臨時委員として委
嘱できる体制の整備を条例改正も含めて検討していく。4点目の、重大事態調査の記録の取
扱いについては、いじめ問題対策委員会における会議を録音した上で、会議録を作成すると
ともに、各学校のいじめ対策組織においても同様に、会議開催時には全文筆記による会議録
の作成を行うよう周知した。重大事態に係る記録の保管期間については、義務教育期間を踏
まえ、市独自に10年とする。引き続き、再発防止策を着実に実行し、学校と教育委員会が一
体となり、適切かつ迅速に対応できる体制を強化していく。

引き続き、再発防止策を着実に
実行し、学校と教育委員会が一
体となり、適切かつ迅速に対応
できる体制を強化していく。

済

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

答弁や再発防止策等の、本事案の反省点を生かして取り組ん
でほしい。

-

順次取り組みを進めている。

済

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

弁護士講師を招いた全教職員を対象とした研修を単年度では
なく継続的に実施してほしい。

-

検討していく。

未

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問1

いじめ法制度の理解度のチェックや把握をどのように行って
いくのか。

全ての小・中学校において、いじめ対応に係る教職員の理解度を把握するため、文部科学省
が示す「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインチェックリスト」や、国立教育政策
研究所が作成した「いじめに関する校内研修ツール」を活用し、各学校の管理職が職員の理
解状況の確認を行うこととしている。確認を実施した結果、各学校から職員間でいじめの対
応について、統一の認識ができているとの報告を受けている。

- -
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R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

各学校からの報告にとどまらず、教育委員会が主体となって
理解度を把握、向上に取り組んでほしい。

-

検討していく。

未

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問2

SOSの発信について、担任以外の相談先も大切だと思うがいか
がか。

SOSの発信については、全ての小・中学校において、1学期中に千葉県子どもと親のサポート
センターが作成している「SOSの出し方教育」の資料をもとに学習をしている。この学習に
おいて、児童生徒は担任以外にも相談先があることなどを学んでいる。また、市総合教育セ
ンターが毎年度、新小学校5年生向けに1人1台端末から匿名で相談できる「習志野子ども
ホッとライン」の紹介を行っている。児童生徒が困ったときには、「いつでも、誰にでも」
SOSを発信できることが重要であると認識しており、これを徹底すべく、8月の校長会議にお
いて、SOSの出し方についての指導を継続的に行うよう伝えたところである。

- -

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

相談体制が児童生徒に浸透しているか。心理的にも相談しや
すくなっているかアンケートによって確認をしてほしい。

-

検討していく。

未

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問3

いじめ対応のフローチャートは発生から解消まで統一の書式
である方がいいと要望したが、現在の進捗状況を伺う。

いじめ対応については、どの学校、どの職員においても同じ認識のもとで対応を行っていく
ため、いじめ対応のフローチャートは統一したものとすることが望ましいと認識している。
現在、いじめ対応のフローチャートは各学校がそれぞれ作成したものを使用しているが、教
育委員会が統一したテンプレートを作成し、全学校が統一したフローチャートを使用できる
よう、準備を進めている。

- -

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問4

第三者委員会の構成について、条例改正に向けて今後のスケ
ジュールを伺う。

第三者委員会の委員の選出にあたりましては、各関係団体に委員の推薦を依頼する際、利害
関係のない方を推薦していただくよう、強くお願いしていく。また、事案の内容に応じて、
臨時委員としていじめ問題に見識の深い方を委嘱できる体制を条例改正も含めて現在検討し
ている。

- -

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

条例改正に向けてスピード感をもって対応してもらいたい。

-

検討している。

未

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

弁護士の選定基準を明確にしてほしい。

-

検討していく。

未

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部
教育総務課
学務課

学校教育
について

3 再質問5

当時の関係職員の指導や処分はどうなっているのか、伺う。 いじめ問題再調査委員会から対応について指摘を受けている学校の教職員については、千葉
県教育委員会と連携し、調査、確認を進めているところである。なお、教職員に対する懲戒
処分は任命権者である千葉県教育委員会が行うものであり、本市教育委員会は、服務監督者
として指導措置を行う立場である。また、いじめ問題再調査委員会から対応について指摘を
受けている本市教育委員会職員についても、調査、確認を進めているところである。今後、
調査等の結果を踏まえて、必要な措置を講じていく。

調査等の結果を踏まえて、必要
な措置を講じていく。

済

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 再質問6

プレスリリース等の情報発信は行われたのか、また今後行っ
ていくのか伺う。

再調査報告書を受けて、本年9月3日に再発防止策について市ホームページに掲載した。ま
た、本年12月1日には、再発防止策の現時点までの取り組み状況や、教育委員会及び各学校
での対応、第三者委員会の構成、重大事態の記録の取扱いの方針についても市ホームページ
でお知らせしたところ。このページについては、再発防止策の進捗に応じて今後とも随時更
新していくこととしている。プレスリリースに限らず、様々な手法を用いて引き続き、情報
発信をしていく。

プレスリリースに限らず、様々
な手法を用いて引き続き、情報
発信をしていく。

済

R7/4 14 寺川　貴隆 環境みらい 学校教育部 指導課
学校教育
について

3 要望

プレスリリース等の主体的な情報発信を強く要望する。

-

検討していく。

未

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 本答弁

1.不登校児童・生徒が学びやすい環境づくりを
不登校児童・生徒の対応について伺う。

市小中学校における不登校児童生徒については、毎月各学校から提出される長期欠席児童生
徒状況報告にて、人数、理由、生活状況等を把握している。本年10月末時点の不登校児童生
徒数は、小学校が99名、中学校が195名となっている。不登校児童生徒及びその保護者に対
して、学校では、担任、教職員、スクールカウンセラー、教育相談員など、校外では、総合
教育センターでの教育相談など様々な立場の者との面談や相談を行い、きめ細かな対応を
行っている。また、学校には登校できても教室に入れない児童生徒には、校内教育支援セン
ターを活用した別室登校で対応しております。在籍校に通えない児童生徒は、校外の教育支
援センターであるフレンドあいあいや、今年度4月に開室した学びの多様化学校袖ケ浦西小
学校分教室で対応している。また、民間のNPO法人やフリースクール等学校外の機関との連
携や自宅等で千葉県教育委員会が運営しているエデュオプちばのオンライン学習などの支援
により児童生徒の学習の場の確保を図っている。今後も、不登校児童生徒一人ひとりの実態
に応じた適切な支援を行うよう、引き続き努めていく。

今後も、不登校児童生徒一人ひ
とりの実態に応じた適切な支援
を行うよう、引き続き努めてい
く。

済
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R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 再質問1

令和6年度10月末の不登校児童・生徒の人数を比べた増減につ
いて伺う。また、全国、千葉県と比べて、習志野市の現状に
ついて伺う。

不登校の児童生徒数については、令和6年度10月末時点で、小学校では108名、中学校では
212名であったが、令和7年度は、昨年度同時期と比べて、小学校は9名、中学校は7名減少し
ている。また、不登校児童生徒の割合は、本市において令和6年度は、小学校が2.5％、中学
校が6.9％、全体で3.9％である。一方、全国の割合は、小学校が2.2％、中学校が7.7％、全
体で3.9％、千葉県全体の割合は、小学校が2.1％、中学校が5.9％、全体で3.3％となってい
る。全国、千葉県と比較すると、本市の小学生の割合は、全国、千葉県の平均をわずかに上
回っており、中学生の割合は、全国と千葉県の間となっている。

- -

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 再質問2

長期欠席の初期からの学校の児童・生徒への支援について伺
う

学校においては、年度初めの職員会議などを通して、長欠担当職員や生徒指導主任などの教
職員を中心に、長期欠席の初期対応と未然防止についての確認をしている。初期対応として
は、児童生徒が欠席した1日目に担任から電話で連絡を行い、2日目に担任が実際に家庭を訪
問し、3日目以降は組織的に情報を共有し、継続的に連絡をとっている。中期的、長期的に
対応していくために、個別の指導記録簿の作成、校内での部会での報告、スクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカー等との連携を図っている。また、児童生徒の居場所づく
りに向けて校内で対応するチームを編成し、ケース会議などを行っている。

- -

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 再質問3

不登校児童・生徒が、学校を含めた関係機関とつながってい
るかを伺う。

不登校児童生徒は、学校にいる時間において、担任、養護教諭、管理職、スクールカウンセ
ラーなど学校職員との学習や、相談を行っている。自宅にいる時間では、担任などの教職員
との電話や家庭訪問での対応、オンライン学習などを実施している。また、在籍校以外で
は、不登校児童生徒全体の36％程度が総合教育センターへの相談、13％程度がフレンドあい
あいに相談や入室、その他、5％程度がフリースクールなどに通学、15％程度が県が行って
いるエデュオプちばでのオンライン学習に参加している。このように、多くの児童生徒は、
関係機関とつながりができている。

- -

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 学務課
保健体育安全課

学校教育
について

1 要望

フリースクールに通う児童生徒への学費や通学への補助等を
行うことや、不登校児童生徒も給食を食べられるようにする
ことを要望する。 -

学費については、家庭に事情が
ある場合、就学援助等の取組を
進める。給食については、引き
続き適切に対応していく。

済

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 再質問4

なかなかつながりがもてない児童・生徒への支援はどのよう
にしているかを伺う

児童生徒と直接連絡がとれない場合において、学校では、学級での授業の内容や様子を視聴
できるようにするため、児童生徒のタブレット端末に配信することや、授業のプリントや宿
題などを自宅に届け、学習物を学校に提出するなどにより、学習の機会をもてるように工夫
している。また、保護者への電話連絡や保護者と担任、管理職との面談を行い、児童・生徒
の様子を把握するよう取り組んでいる。

- -

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 再質問5

不登校児童・生徒の保護者への支援について伺う。 不登校児童生徒の保護者への支援としては、学校では、児童生徒と同様に、担任、養護教
諭、管理職、スクールカウンセラー、教育相談員などの職員が面談や相談を行っている。ま
た、総合教育センターでは、来所相談や電話相談、訪問相談員の家庭訪問を実施している。
さらに、不登校児童生徒や保護者への講座や交流の場となる、市総合教育センター開催のあ
いあい広場、県教育委員会開催の不登校サポートセミナーなどを案内している。このような
場に参加いただくことにより、同じ悩みをもつ保護者との交流をもてる機会を提供してい
る。教育委員会としては、担任や関係職員が、様々な相談体制や学びの場があることを保護
者にしっかりと伝えられるよう、各学校に周知している。

- -

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 要望

実施場所、日時などの一覧を保護者向けに配付してほしい。

-

周知に努めていく。

済

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 再質問6

校内教育支援センターの取り組みについて伺う。 校内教育支援センターでは、児童生徒一人ひとりの状況に応じ、相談しながら、利用時間や
学習内容を調整している。同センターは、児童生徒の学習や活動の環境を整え、児童生徒同
士のコミュニケーションを図る場やソーシャルスキルトレーニングなどの活動の場としての
役割を有しており、各校で工夫をして、楽しく安心できる居場所づくりに取り組んでいる。 - -

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 再質問7

学びの多様化学校の進捗状況について伺う。 本年4月に5名の児童で開室した学びの多様化学校には、12月1日現在で、小学3年生から6年
生の児童10名が在籍している。一人ひとりのペースに合わせて登校し、本人とその日の活動
内容を確認しながら、学びを支援することで、多くの児童が安定して登校できている。ま
た、校内での学習の他に、水族館への校外学習や和太鼓や理科講座などの体験学習を行い、
様々な経験を通じて、豊かな学校生活を送ることができ、成長が見られている。11月7日に
は、文部科学省が認定している学びの多様化学校マイスターを講師として招聘し、分教室職
員を対象とした研修を行った。本研修では、個々のペースに合わせた柔軟な学習環境、体験
的、実践的な学びを取り入れた効果的な授業などについて、指導、助言をいただきました。
今後とも、学校と連携しながら、児童・保護者に寄り添ったよりよい運営を目指していく。

今後とも、学校と連携しなが
ら、児童・保護者に寄り添った
よりよい運営を目指していく。

済

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 指導課
学校教育
について

1 要望

学びの多様化学校分教室のこども達の様子について、不登校
の子や保護者にお知らせすることを要望する。

-

周知に努めていく。

済
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R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

6 本答弁

6.学校給食費無償化について
学校給食費無償化の国の動きについて伺う。

学校給食費無償化については、令和7年2月25日に、政府において、「まずは小学校を念頭
に、地方の実情等を踏まえ、令和8年度に実現する」との合意がなされ、現在、制度設計が
進められている状況にあると承知している。また、11月13日には、全国市長会において、学
校給食の無償化は、義務教育に係る負担軽減の観点で行われるべきものであり、国の責任に
おいて、必要な額を全額国費で確実に確保する仕組みとされるよう、強く求める「学校給食
の無償化に関する緊急意見」が決定され、政府与党に要請されている状況であることも承知
している。引き続き国の動向を注視していく。

引き続き国の動向を注視してい
く。

済

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

6 再質問1

令和8年度も第3子学校給食費無償化事業は継続するのか、ま
た今年度公費で行っている賄材料費増額について、来年度も
公費で行うのか伺う。

これまで、千葉県の補助金を活用して取り組んでいる、第3子以降学校給食費無償化事業に
加え、令和6年度10月からは、賄材料費の増額分を公費による負担として、保護者負担の軽
減に努めている。令和8年度における対応としては、当初予算編成作業の中で、協議してい
く。

- -

R7/4 15 荒原　ちえみ 日本共産党 学校教育部 保健体育安全課
学校教育
について

6 要望

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和8年
1月から給食費無償化することを要望する。

-

引き続き国の動向を注視し、検
討していく。

済

R7/4 16 平川　博文 都市政策研究会 学校教育部 教育総務課
学校教育
について

1 本答弁

1.宮本泰介市長＆荒木勇前市長の人事権を考える。懲役1年執
行猶予3年の市役所公務員が普通退職している。懲戒免職処分
ではない、なぜなのか。令和7年9月6日の読売新聞報道では、
習志野市のいじめ重大事態の再調査委員会の後藤弘子千葉大
学副学長の調査結果報告書が掲載された。9月10日の小熊教育
長答弁では、教育委員会職員、教職員の処分を精査するとし
ていた。どう精査したのか。
Q5令和7年4月22日付けで市役所公務員が懲戒免職処分となっ
ている。県内の18歳未満の被害者1名に対して、不適切な行為
を行った。令和7年4月17日に、小熊教育長、三角学校教育部
長、上原生涯学習部長、渡辺学校教育部次長で構成する4名の
習志野市教育委員会人事審査会において審議。4月21日に開催
した令和7年習志野市教育委員会第1回臨時会の議決により、
教育委員会公務員の懲戒免職処分を決定している。今度は、
令和7年9月6日の読売新聞報道で、習志野市のいじめ重大事態
の再調査委員会の後藤弘子千葉大学副学長の調査結果報告書
が掲載された。9月10日の小熊教育長答弁では、教育委員会職
員、教職員の処分を精査するとしていた。懲戒処分をどう精
査したのか。

いじめ問題再調査委員会から対応について指摘を受けている学校の教職員のいじめ問題への
対応については、任命権者である千葉県教育委員会へ報告、連携し、現在、調査、確認を進
めているところである。なお、教職員に対する懲戒処分は本市教育委員会ではなく任命権者
である千葉県教育委員会が行うものである。なお、本市教育委員会は、県教育委員会の決定
を受け、服務監督者として指導措置を行う立場である。また、いじめ問題再調査委員会から
対応について指摘を受けている本市教育委員会職員についても、併行して調査、確認を進め
ているところである。今後、調査等の結果を踏まえて、必要な措置を講じていく。

調査等の結果を踏まえて、必要
な措置を講じていく。

済

R7/4 18 鴨　哲登志 民意と歩む会 生涯学習部 生涯スポーツ課
生涯学習
について

1 (1)
①
②

再質問5

1.市長の政治姿勢
(1)高齢者施策について
①習志野市と武蔵野市との比較
②習志野市と流山市との比較
武蔵野市や流山市では高齢者を対象とした文化活動や生涯ス
ポーツ活動を元気な高齢者と支援が必要な高齢者向けに分け
隔てなく実施している。習志野市でも一体的に高齢者事業を
実施する必要があると考える。
高齢者が参加しているサークルで主にどのような活動が行わ
れているか伺う。

公民館で活動するサークルの多くに高齢者が参加され、文化活動や健康づくり、趣味・交流
を目的とした多様な活動が行われている。具体的には、管弦楽や合唱などの音楽サークル、
編み物や陶芸といった手工芸、油彩・水彩などの絵画、書道などの文化系、ヨガ等の体操や
ダンス、バドミントン、卓球といったスポーツ系など、幅広い分野で活発に活動されてい
る。

- -

R7/4 18 鴨　哲登志 民意と歩む会 生涯学習部 生涯スポーツ課
生涯学習
について

1 (1)
①
②

再質問6

市民カレッジの現状（開催、参加状況及び６５歳以上の割
合）について

習志野市民カレッジは、平成7年度から、コロナ渦であった令和2年度を除き、毎年開催して
おり、仲間づくりをしながら、習志野について学び、卒業後は、地域でいきいきと活動でき
る礎をつくることを目的として実施している。市民カレッジは、2年制としており、令和7年
11月末時点の受講生は、1年目の方が38名、2年目の方が30名である。受講生の合計68名のう
ち、65歳以上の方は、63名であり、全体の約93パーセントとなっている。 - -

R7/4 18 鴨　哲登志 民意と歩む会 生涯学習部 生涯スポーツ課
生涯学習
について

1 (1)
①
②

再質問7

スポーツ奨励大会において高齢者が参加している事業はどの
ようなものがあるのか。

スポーツ奨励大会は、生涯スポーツの推進を図り、健康・体力の増進や地域のコミュニティ
づくりを目的に、習志野市スポーツ推進委員をもって組織する「習志野市スポーツ推進委員
連絡協議会」により実施されている。今年度は、5つの事業を計画しており、具体的には、6
月の「オール習志野歩け歩け大会」7月の「ニュースポーツフェスティバル」、10月の
「パークゴルフのつどい」、11月の「みんなでモルック」そして2月に「コミュニティバ
レーボール大会」を予定している。これらの事業では、参加年齢に関する制限は設けておら
ず、中でも、6月の「オール習志野歩け歩け大会」では、91歳の参加者が8キロメートルを完
歩されたほか、11月30日に実施した「みんなでモルック」には、あじさいクラブ連合会に加
入している方の参加もあり、小学生から80歳代の方までが、一緒に、楽しくプレーされてい
た。なお、事業の企画にあたっては、スポーツへの参加機会の提供、市民が気軽に参加でき
るスポーツ、多くの世代が楽しめる、競技性を重視しない、などを念頭に置き、検討がなさ
れている。

今後も動向を注視していく。

済
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R7/4 18 鴨　哲登志 民意と歩む会 生涯学習部 生涯スポーツ課
生涯学習
について

2 本答弁

2.秋津サッカー場の天然芝の有効活用について
人工芝化した後、天然芝がどのように活用されたのか伺う。

秋津サッカー場は、現在、移植などの有効活用を考慮しながら天然芝の撤去と表層土の掘
削、埋設される排水設備工事を行っている。天然芝の状況を申し上げるとはがした時点で、
根が活着しておらず崩れてしまうような移植に適さない芝が全体の3割程度で、それ以外の
芝については有効活用しており、全体の5割程度について、隣接する多目的広場の他、こど
も園や幼稚園、保育所、学校、花の実園、茜浜緑地に移植が完了している。この他、全体の
2割程度については、撤去作業時において施工上、重機が乗って移動しなくてはならないこ
とから、通路となる場所の鉄板養生の代わりとして活用している。このように、天然芝は有
効に活用している。

- -

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 本答弁

2.鹿野山少年自然の家について
(1)現状、課題、今後の取組について

鹿野山少年自然の家は昭和48年に建設され、現在建築後52年目を迎えている。施設の状況と
しては、平成26年度に耐震補強改修工事、令和元年には、房総半島を直撃した台風被害から
の大規模な修復工事を行っている。不具合が出た際には、迅速に修繕の対応を行っており、
所員が日々施設だけでなく周りの環境にも目を配り、注意していることから児童が宿泊学習
を行うにあたっての大きな支障はないものの、やはり老朽化は確実に進んでいると認識して
いる。また、バリアフリー化や空調機器の整備など時代の変化に対応できていない状況もあ
る。施設の外に目を向けると、ハイキングコースの一部は私有地であり、近年開発が進み、
周辺環境が変化したことでハイキングコースの変更や再整備を余儀なくされた場所が出てき
ている。更に、ハイキングコース内には管理の行き届いていない箇所があり、所員が安全確
保や整備を行っている。加えて近年の気候変動に伴う大雨等の自然災害の影響で、少年自然
の家に向かう県道が崩落する等の被害が出ている。活動の期間についても暑さ指数の高い期
間が長く続き、これまで活動が可能だった時期に熱中症予防の観点から自然体験学習が実施
できないという課題も生じている。このように、設立から半世紀以上が経過し、様々な状況
が発生している中ではあるが、習志野の教育の大きな財産として、安全にセカンドスクール
を実施できるよう、周辺環境の変化や危険個所の把握と対応に努めているところである。

- -

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 再質問1

鹿野山少年自然の家の目的について問う 鹿野山少年自然の家の設置目的としては、集団宿泊体験及び野外活動を通じて、少年の情操
を豊かにするとともに健康の増進を図ることを目的としている。この目的に沿って、習志野
市立幼稚園およびこども園の5歳児を対象にした日帰りでの自然体験活動、市立小学校4・
5・6年生を対象にした宿泊自然体験学習、いわゆるセカンドスクール等を実施している。ま
た、長期休業期間等施設に空きがある場合には市内外の教育団体に自然体験学習や合宿等で
もご利用いただいている。

- -

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 再質問2

維持管理費、人件費等、少年自然の家における市の負担につ
いて伺う。

令和6年度の鹿野山少年自然の家における施設の維持管理費は約3,230万円、人件費は5,710
万円、あわせて約8,940万円となっている。これに加えて、児童を学校と自然の家間を送迎
するためのバス費用等が約1,850万円となっている。すべて合計して、年間約1億800万円と
なっている。

- -

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 再質問3

改修及び建て替えをした際の費用の試算はしているのか。し
ている場合どのくらいの金額か。

令和元年度に策定した習志野市第二次公共建築物再生計画において、鹿野山少年自然の家に
ついては、長寿命化改修工事と位置づけており、その費用として、当時は約4億円と試算し
ている。しかしながら、近年の物価や人件費の上昇等を踏まえると、現在はこの金額を大き
く上回っていると想定しているところである。 - -

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 再質問4

近隣市における同様施設の保有状況を伺う。 近隣市においては、船橋市及び千葉市は県内に保有し、市内の小学5年生のみが宿泊自然体
験学習を行っている。市川市及び浦安市は市内に自然体験・青少年施設を保有しているが、
小学校の宿泊自然体験学習の際は、主に県内外の他施設を利用している。八千代市は市内に
「少年自然の家」を保有していたが、令和4年度に廃止となっている。 - -

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 再質問5

千葉県では県として同様の施設を所持しているのか。 千葉県においては、手賀の丘、君津亀山、東金、水郷小見川、鴨川の県内5か所に青少年自
然の家を保有している。他自治体においてはこれらの県有施設を利用して児童の宿泊自然体
験学習を行っている事例もある。 - -

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 再質問6

八千代市では自然の家を廃止し、県の施設を利用している。
習志野市でも同様の取組は可能か。

教育長答弁でも申し上げた通り、鹿野山少年自然の家周辺の環境に課題が生じていることか
ら、試行的に令和7年度は秋津小学校、香澄小学校の6年生が富士吉田青年の家を活用して、
1泊2日でのセカンドスクールを実施した。令和8年度には富士吉田青年の家での検証の継続
に加え、千葉県鴨川青少年自然の家においての試行を現在検討している。県施設の活用にあ
たっては、学校規模やそれぞれの施設で可能な自然体験活動のプログラム等を調査し、本市
の行ってきた宿泊自然体験の目的にかなう学習が可能であるか検証している。

他の県施設で、本市の目的にか
なう学習が可能であるか検証し
ていく。

済

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 再質問7

富士吉田青年の家での宿泊自然体験も考えられる。習志野市
でも機能の集約は考えていないのか。

先ほどの答弁でも申し上げたとおり、令和7年度に富士吉田青年の家において宿泊自然体験
学習の検証を行い、充実した活動が行えることを確認している。一方で、施設の規模として
は宿泊定員が鹿野山少年自然の家においては200名、富士吉田青年の家においては100名と
なっている。過去に富士吉田青年の家を自然体験学習で利用していた市立中学校が、生徒数
の問題で他施設をせざるを得なくなった経緯もあることから、市立小学校においても他施設
の活用が必要となる等の課題がある。機能の集約については、このような課題に加え、それ
ぞれの施設がこれまで果たしてきた役割、社会情勢等を踏まえた将来的な見通し等総合的な
観点から、検討していく必要があると考えている。

定員規模などの課題があり、機
能集約については両施設の役割
や社会情勢を踏まえ、総合的に
検討していく。

済

R7/4 20 関根　洋幸 元気な習志野をつくる会 学校教育部 学務課
学校教育
について

2 (1) 要望

鹿野山少年自然の家の今後について、廃止も含めて検討して
いただきたい。

-

他市の状況等を参考に、慎重に
判断していく。

済
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R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 本答弁

1.習志野高校の存在意義・存在価値について 習志野高校は、昭和20年代に本市の人口増加と進学需要が高まる中、市内に高校が必要との
議会からの求めを受け、初代習志野市長の白鳥義三郎氏の「習志野の王冠たれ」という理念
のもと、「地域のシンボルとして誇りある存在」になることを期待して、昭和32年に創立さ
れた。以来、多くの卒業生が様々な分野で活躍している。卒業生の中には、在学中に培った
母校への誇りや、習志野市への愛着を背景に、市内の企業や公共機関、教育現場等で働くと
ともに、文化、スポーツ、ボランティア等に関わり、地域社会を支える人材を数多く輩出し
てきている。現在の習志野高校に目を向けると、学科としては、普通科と商業科を設置する
ことにより、四年制大学進学への進学をはじめ、様々な進路選択をすることができる。特に
商業科では、情報処理検定、各種ビジネス検定を実施するなど、専門的技術の習得まで社会
人となるための幅広い教育を提供している。一方、部活動においては、全国的に優秀な成績
をおさめ、高い評価を受けており、本市の知名度向上に寄与している。全国レベルでの活躍
は、卒業生、そして市民だけでなく多くの方々に「習高」との愛称をもって応援していただ
いている。野球の大会では、野球場が満員になるなど、多くのファンに支えられている他、
サッカー部、バスケットボール部、バレーボール部、ボクシング部、柔道部、体操部など全
国大会で優秀な成績を残し、市内に限らず県内の生徒の憧れの学校でもある。さらに、吹奏
楽部においては、千葉ロッテマリーンズ公式戦におけるマリーンズ応援や、多くの演奏活
動、朝の情報テレビ番組のテーマソングの演奏を担当するなど本市の魅力発信にも大きな役
割を果たしているところである。このように、習志野高校は、68年もの歴史を紡いできた結
果、地域のブランド力の向上にも貢献し、市立高校ならではの存在を知らしめている。一
方、習志野高校がこのような特色ある活動を行うことができている理由は、市内生のみなら
ず、意欲ある生徒を幅広く受け入れていることも要因の一つである。引き続き、習志野高校
の特色と強みを十分に発揮できるよう教育環境を整備し、市立高校としての魅力を高めてい
く。

引き続き、習志野高校の特色と
強みを十分に発揮できるよう教
育環境を整備し、市立高校とし
ての魅力を高めていく。

済

R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 再質問1

運営の財源、国、県からの補助、市負担の割合について 習志野高校の運営に係る経費について、令和6年度決算額で申し上げると、教職員の人件費
を含めた歳出は、約8億8千万円、これに対し授業料などの歳入は、約1億2千万円であり、差
し引き約7億6千万円が市の負担となっている。市立高等学校の運営費に関しては、国、県か
らの補助金などはないが、市の負担分のうち、約5億6千万円が普通交付税算定の過程で基準
財政需要額に算入されている。 - -

R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 再質問2

市内生、市外生の生徒の割合と、在籍する他市上位3位までに
ついて伺う。

普通科、商業科を合わせた学校全体における市内生、市外生の割合としては、令和5年度入
学生は、市内生20.3％、市外生79.7％令和6年度入学生は、同じく市内生が20.3％、市外生
79.7％、令和7年度入学生は、市内生19.4％、市外生80.6％となっている。市外生の上位3市
は、令和5年度、6年度、7年度ともに1番目が船橋市、2番目が千葉市、3番目が八千代市と
なっておりその割合は、3年間の平均で、船橋市が16％、千葉市が15％、八千代市が8％と
なっている。これらの状況は、各市の総人口や習志野高校から距離的に船橋市境は敷地が隣
接し、千葉市と八千代市と約1㎞ほどしか離れておらず、大変近いことが関係していると考
えられる。なお、習志野高校の全校生徒に占める市内生の割合は過去5年間、20％前後と
なっており、変わっていない数値となっている。

- -

R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 再質問3

市外在住者を受け入れるメリットについて伺う。 開校当時は付近に高校がなく、希望する市民を受け入れ、定員を満たしてきたが、周辺の人
口増に伴い、学校の数も増え、かつ、現在は少子化によってということもあるが、結果的に
本市在住者だけでは学校経営の理想を果たすために設定した定員を満たせない状況が常態化
している。しかしながら、市外から習志野高校に習志野市の学校との認識のもとで入学をし
てくる生徒と一緒に生徒全員が切磋琢磨してきたことで、生徒同士がお互いを高め合い、広
く友情を育む伝統が芽生え定着している。現在では、特に部活動では各地から生徒が集ま
り、部内で競い合い、協力し合うことで、チーム力・人間力を向上させることができてい
る。そして、多くの卒業生が様々な分野で活躍している。卒業生の中には、在学中に培った
母校への誇りや、習志野市への愛着を背景に、市内の企業や公共機関、教育現場等で働くと
ともに、文化、スポーツ、ボランティア等に関わり、地域社会を支える人材を数多く輩出し
ており、習志野市を支えていただいている。　このように、様々な地域から多様な人材が集
まることによって習志野高校の歴史が積み上げられ、そしてその学校が市立であることによ
り習志野市のブランド力向上にも寄与しているものと考えている。

市外在住者受け入れは今後も、
定員確保や学校の活力維持、地
域への人材還元と市のブランド
力向上に資するものとして継続
していく方針である。

済

R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 再質問4

市内生についての優遇はあるか。ある場合はその内容につい
て伺う。

習志野高等学校では、普通科の入学者選抜において、市内生を優先的に選抜する制度を設け
ている。具体的には、入学許可候補者の選抜にあたって、まず最初に、募集定員の20％を市
内在住の受検者で総得点の上位の生徒から合格としていくものである。この内容はホーム
ページでも公表している。このような取組の結果として、普通科における市内生の割合は、
令和5年度入学生が23.3％、令和6年度入学生が24.2％、令和7年度入学生が22.9％となって
いる。なお、受検者の合否発表後に本人の希望があった場合、本人に対して自身の点数を開
示している。

- -

R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 再質問5

習志野高校及び、津田沼高校、実籾高校の倍率について伺
う。

習志野高校の普通科の受検倍率は令和5年度1.10倍、令和6年度1.22倍、令和7年度1.05倍、
商業科の倍率は令和5年度1.25倍、令和6年度1.51倍、令和7年度1.10倍となっている。県立
の津田沼高校の受検倍率は、令和5年度、6年度はともに1.43倍、令和7年度1.37倍となって
いる。　県立の実籾高校の受検倍率は令和5年度1.18倍、令和6年度1.24倍、令和7年度1.26
倍となっている。

- -
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R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 再質問6

県立高校に移管することのデメリットについて伺う。 市立高校においては、教育課程や募集定員、通学区域、部活動の運営など独自性のある教育
を推進することが可能である。このことは習志野高校に限らず、市立船橋や市立柏、他県で
は市立川口や市立和歌山といった高等学校がそれぞれ個性を持ち独自の設備や人材を駆使し
ながら学校を経営し、その活躍を全国的に知らしめている要因でもある。教育長答弁でもお
答えしたとおり、習志野高校は、約68年の歴史を紡いできた結果、地域のブランド力の向上
にも貢献し、市立高校ならではの存在を知らしめている。デメリットについては今ほど述べ
たメリットを活かせないことと捉えている。

市立ならではの独自性や地域ブ
ランドへの貢献を維持するた
め、市立としての強みを生かす
方向で検討していく。

済

R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 再質問7

次年度私立高校授業料無償化になり市で運営するメリットに
ついて伺う。

令和8年4月から、国が進める私立高校授業料無償化がはじまることにより、公立高校の運営
に影響を及ぼすと言われている。これまで習志野高校は約68年の歩みの中で、一貫して人材
の育成を続けてきている。吹奏楽部の部員は、市内外出身の分け隔てなく、習志野市小・中
学校管楽器講座に参加する市立小・中学校の児童生徒を指導しており、卒業生の中には市立
学校の教員として活躍している方もいる。また、児童生徒は指導する吹奏楽部部員の姿に憧
れを抱き、習志野高校へ進学を希望する生徒もいる。更に卒業生の90パーセント以上が大
学、専門学校へ進学しており、進学後に身に付けたスキルを活かし、社会人として市役所や
市内企業において活躍されている方が多くいる。習志野高校を通じて習志野市への愛着や関
わりが高まり、卒業後にもあらゆることに波及し、成果が現れている中、あえて習志野高校
に入りたい人を拒む理由はないと考えている。先ほどの答弁の繰り返しとはなるが、習志野
高等学校は全国に習高という名を響かせ、地域ブランド力の向上に寄与している。また市長
が主権者教育や部活動の激励等で積極的に多くの生徒と直接関わっており、またその活躍を
積極的に紹介し、魅力度アップを図っている。今後とも習志野高校の魅力向上と教育環境の
充実に努め、地域の期待に応えていくことが必要と考えている。

私立高校授業料無償化後も、市
立としての強みと地域への貢献
を生かしながら習志野高校の魅
力向上と教育環境の充実に引き
続き取り組む方針である。

済

R7/4 21 佐野　正人 民意と歩む会 学校教育部 学務課
学校教育
について

1 要望

習志野高校は市のシティセールスに大きく貢献しており、今
後も市立として魅力向上のための全体的な戦略・構想を持っ
て取り組むべきである。私立高校無償化で競争が激しくなる
中、工業科など新たな学科の検討や、制服デザインの改善な
ど、生徒募集に効果のある取り組みも柔軟に考えてほしい。
また、卒業後に市へ関わり続ける関係人口の創出にもつなが
る学校づくりを進め、市内中学生の入学割合を高められるよ
う魅力強化を求める。

-

学校の魅力発信や環境整備に関
する取り組みについて、関係機
関と情報を共有しながら、その
必要性や効果を慎重に見極めて
いく。 済
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報 告 事 項（２） 

 

臨時代理の報告について 

（令和７年度教育費予算案（１２月補正追加分）について） 

 

 

習志野市教育委員会行政組織規則第４条第１項の規定により、令和７年度教育費

予算の補正を行うにあたり臨時代理したので、同条第３項の規定により、別紙のとおり

報告する。 

 

 

 

令和８年１月２８日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



報告事項(２)

（１）歳出概要及び財源内訳 （単位：千円）

国庫支出金 地 方 債 その他の財源 一般財源

1 1,516 1,516 0 0 0

2 0 47,574 0 △ 47,574 0

3 0 77,865 0 △ 77,865 0

1,516 126,955 0 △ 125,439 0

　臨時代理の報告について（令和７年度教育費予算案（１２月補正追加分）について）

令和７年度教育費予算案（１２月補正追加分）説明書

No． 款・項・目 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　概　　　　要　　　　等
事業費

（申入れ額）
財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　

１０．７．１
（保健体育安全課）

保健体育安全課事務費

　物価高騰による子育て世帯の負担を軽減するため、国の物価高騰対応重
点支援地方創生臨時交付金を活用し、市立小学校及び中学校の学校給食
費について令和８年２月及び３月分を全額公費負担することから、需用費に
ついて増額補正を行うものである。

１０．７．４
（学校給食センター）

給食センター賄材料費

　物価高騰による子育て世帯の負担を軽減するため、国の物価高騰対応重
点支援地方創生臨時交付金を活用し、市立小学校の学校給食費について令
和８年２月及び３月分を全額公費負担することから、賄材料費について財源
を特定財源（給食費）から国庫支出金に振り替えるものである。

１０．７．５
（保健体育安全課）

単独校給食賄材料費

　物価高騰による子育て世帯の負担を軽減するため、国の物価高騰対応重
点支援地方創生臨時交付金を活用し、市立小学校及び中学校の学校給食
費について令和８年２月及び３月分を全額公費負担することから、賄材料費
について財源を特定財源（給食費）から国庫支出金に振り替えるものである。

合　　　　　　　　　　計



 

 

議 案 第 １ 号 

 

習志野市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

習志野市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を別記のように制定す

る。 

 

 

 

令和８年１月２８日提出 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

複雑化するいじめ・不登校問題に対し、迅速に専任に対応する課を創設す

ることで、いじめ・不登校問題への未然防止、早期発見 ・早期対応 、解決に

至るまでを組織的・継続的に支援する体制を整えることを目的として、令和８年

４月１日付けで教育委員会事務局の機構改革を実施するため、改正するものである。 

 



  令和８年第１回教育委員会会議 

議案第１号資料 

学校教育部教育総務課 

1 
 

令和８年４月１日付け 
習志野市教育委員会行政組織規則等の改正概要 

 
 

１．機構改革を行う理由及び内容 

（１）学校現場における多様化・複雑化する問題の早期把握と即時対応を可能にし、被害

の深刻化や長期化を防ぐため、いじめ・不登校問題等を専任で対応する児童生徒指導

課を新設するとともに、学務課、保健体育安全課、指導課の事務分掌を整理し、課の

名称を変更します。 

 

（２）青少年センターは、保健体育安全課の防犯安全機能に併せ、学校教育部に設置されて

いますが、青少年センターは、青少年の健やかな育成を支えることを目的として設置され

ており、問題行動の未然防止及び啓発活動を推進する社会教育団体との一層の連携を

図ることが必要であることから、生涯学習部に移管します。 

 
２．機構改革に伴う改正 

以下、機構改革に伴い、（１）～（４）のように事務分掌を改正します。 

 

（現 教育委員会機構図）          （新 教育委員会機構図） 
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（１）児童生徒指導課の新設 【学校教育部】 

複雑化するいじめ・不登校問題等に対し、早期発見、早期対応、解決に至るまで、組

織的・継続的な支援を専任に対応する課を新設します。 

 

（２）学務課を学校教育課へ名称変更 【学校教育部】 

学務課の主な事務分掌である児童生徒の学籍管理に加え、保健体育安全課の保健及び

給食に関する所掌事務を移管し、課の名称を学務課から学校教育課へ変更します。 

 

（３）指導課を学習指導課への名称変更 【学校教育部】 

指導課の主な事務分掌である学習指導及びいじめ・生徒指導のうち、いじめ・生徒指

導に関する事務分掌は、児童生徒指導課に移管することから、課の名称を指導課から学習

指導課へ変更します。 

 

（４）青少年センターの所管部の変更 【学校教育部・生涯学習部】 

青少年センターは、青少年の健やかな育成を地域全体で支えることを目的として設置

されており、問題行動の未然防止及び啓発活動を推進する社会教育団体との一層の連携

を図ることが必要であることから、学校教育部保健体育安全課所管から生涯学習部社会

教育課所管へ変更します。 

 

 

３．その他 

新たな事務への対応や文言整理等に伴い改正します。 
 

【習志野市教育委員会行政組織規則】                

【学校教育部】教育総務課 

・ いじめ問題対策委員会の事務局を位置付けるため、事務分掌を追加します。 

(追加) 

→ （２５） いじめ問題対策委員会に関すること。 

 

【生涯学習部】社会教育課 

・ 青少年センターを生涯学習部へ移管するため事務分掌を追加します。 

(追加) 

→ （２５） 青少年センターに関すること。 
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習志野市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和  年  月  日 

習志野市教育委員会 

教育長 
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習志野市教育委員会規則第  号 

習志野市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

習志野市教育委員会行政組織規則（昭和４７年教育委員会規則第１１号）の一部を

次のように改正する。 

第９条の表学校教育部の部学務課の項中「学務課」を「学校教育課」に改め、「学務

係」の次に「、保健給食係」を加え、同部保健体育安全課の項中「保健体育安全課」を

「児童生徒指導課」に、「保健体育安全係、給食係」を「児童生徒指導係」に改め、同部

指導課の項中「指導課」を「学習指導課」に、「学習・生徒指導係、教育支援係」を「学習

指導係、特別支援教育係」に改める。 

第１０条の表学校教育部の部教育総務課の項第１２号中「学務課」を「学校教育課」

に改め、同項に次の１号を加える。 

(25)  いじめ問題対策委員会に関すること。 

第１０条の表学校教育部の部学務課の項中「学務課」を「学校教育課」に改め、同項

に次の５号を加える。 

(13) 学校保健及び学校安全に関すること。 

(14) 幼児、児童、生徒及び学校職員の健康等に関すること。 

(15) 学校職員の安全衛生管理に関すること。 

(16) 学校給食に関すること。 

(17) 学校給食センターに関すること。 

第１０条の表学校教育部の部保健体育安全課の項中「保健体育安全課」を「児童生

徒指導課」に改め、同項第１号中「学校体育、学校保健及び学校安全」を「いじめ防止

対策及び教育機会の確保等」に改め、同項第２号中「幼児、児童、生徒及び学校職員

の健康等」を「生徒指導」に改め、同項中第３号から第８号までを削り、同部指導課の項

中「指導課」を「学習指導課」に改め、同項第３号及び第４号中「（保健体育安全課の所

掌に係る事務を除く。）」を削り、同項第５号中「、生徒指導」及び「（保健体育安全課の

所掌に係る事務を除く。）」を削り、同項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から

第１３号までを１号ずつ繰上げ、同項第１４号中「文化部活動の地域移行」を「部活動の

地域展開」に改め、同号を同項第１３号とし、同項に次の２号を加える。 

(14) 日本語指導に関すること。 

(15) 学力の学習調査に関すること。 

第１０条の表生涯学習部の部社会教育課の項に次の１号を加える。 

(25) 青少年センターに関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（習志野市立袖ケ浦西小学校分教室設置規則の一部改正） 

２ 習志野市立袖ケ浦西小学校分教室設置規則（令和７年教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

第５条第４項第２号中「学務課長」を「学校教育課長」に改め、同項第３号中「保健
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体育安全課長」を「児童生徒指導課長」に改め、同項第４号中「指導課長」を「学習指

導課長」に改める。 

（習志野市教育機関組織規則の一部改正） 

３ 習志野市教育機関組織規則（昭和４７年教育委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条の２の表学校給食センターの項中「保健体育安全課」を「学校教育課」に改

め、同表青少年センターの項中「学校教育部保健体育安全課」を「生涯学習部社会

教育課」に改め、同表少年自然の家の項中「学務課」を「学校教育課」に改める。 
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習志野市教育委員会行政組織規則（昭和４７年教育委員会規則第１１号）新旧対照表 

現行 改正後 

（部、課及び係の設置） （部、課及び係の設置） 

第９条 事務局に次の表に掲げる部、課及び係を置く。 第９条 事務局に次の表に掲げる部、課及び係を置く。 

部 課 係 

学校教育部 略 

学務課     学務係             

保健体育安全課 保健体育安全係、給食係 

指導課     学習・生徒指導係、教育支援係 

生涯学習部 略 
 

部 課 係 

学校教育部 略 

学校教育課 学務係、保健給食係 

児童生徒指導課 児童生徒指導係         

学習指導課 学習指導係、特別支援教育係   

生涯学習部 略 
 

（事務分掌） （事務分掌） 

第１０条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。 第１０条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。 

学校教育部 学校教育部 

教育総務課 教育総務課 

(１)～(11) 略 (１) ～(11) 略 

(12) 職員（学務    課の所掌に属するものを除く。次号におい

て同じ。）の任免に関すること。 

(12) 職員 （学校教育課の所掌に属するものを除く。次号において

同じ。）の任免に関すること。 

(13)～(24) 略 (13)～(24) 略 

追加 (25) いじめ問題対策委員会に関すること。 

学務課     学校教育課 

(１)～(12) 略 (１)～(12) 略 
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追加 (13) 学校保健及び学校安全に関すること。 

追加 (14) 幼児、児童、生徒及び学校職員の健康等に関すること。 

追加 (15) 学校職員の安全衛生管理に関すること。 

追加 (16) 学校給食に関すること。 

追加 (17) 学校給食センターに関すること。 

保健体育安全課 児童生徒指導課 

(１) 学校体育、学校保健及び学校安全    に関すること。 (１) いじめ防止対策及び教育機会の確保等に関すること。 

(２) 幼児、児童、生徒及び学校職員の健康等に関すること。 (２) 生徒指導              に関すること。 

(３) 学校職員の安全衛生管理に関すること。 削る 

(４) 通学路及び通園路に関すること。 削る 

(５) 部活動の地域移行の総括に関すること。 削る 

(６) 青少年センターに関すること。 削る 

(７) 学校給食に関すること。 削る 

(８) 学校給食センターに関すること。 削る 

指導課     学習指導課 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 教育職員に対する専門的事項の指導助言に関すること（保

健体育安全課の所掌に係る事務を除く。）。 

(３) 教育職員に対する専門的事項の指導助言に関すること    

                                      。 

(４) 教育課程の指導助言に関すること（保健体育安全課の所掌

に係る事務を除く。）。 

(４) 教育課程の指導助言に関すること                      

                    。 

(５) 学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること （保健体育安

全課の所掌に係る事務を除く。）。 

(５) 学習指導          及び進路指導に関すること          

                                。 
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(６) いじめ防止対策及び教育機会の確保等に関すること。 削る 

(７)～(13) 略 (６)～(12) 略 

(14) 文化部活動の地域移行に関すること。 (13)     部活動の地域展開に関すること。 

追加 (14) 日本語指導に関すること。 

追加 (15) 学力の学習調査に関すること。 

生涯学習部 生涯学習部 

社会教育課 社会教育課 

(１)～(24) 略 (１)～(24) 略 

 (25) 青少年センターに関すること。 
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習志野市立袖ケ浦西小学校分教室設置規則（令和７年教育委員会規則第１号）新旧対照表 

現行 改正後 

（運営委員会） （運営委員会） 

第５条 略 第５条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 委員長は学校教育部長を、副委員長は学校教育部次長を、委員は次に

掲げる者をもって充てる。 

４ 委員長は学校教育部長を、副委員長は学校教育部次長を、委員は次に

掲げる者をもって充てる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 学務課長     (２) 学校教育課長 

(３) 保健体育安全課長 (３) 児童生徒指導課長 

(４) 指導課長     (４) 学習指導課長 

(５) 略 (５) 略 

５～１０ 略 ５～１０ 略 
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習志野市教育機関組織規則（昭和４７年教育委員会規則第１号）新旧対照表 

現行 改正後 

（教育機関の所管） （教育機関の所管） 

第１条の２ 教育機関の所管は、次のとおりとする。 第１条の２ 教育機関の所管は、次のとおりとする。 

教育機関 所管 

略 

学校給食センター 学校教育部保健体育安全課 

青少年センター 学校教育部保健体育安全課 

少年自然の家 学校教育部学務課 

略 
 

教育機関 所管 

略 

学校給食センター 学校教育部学校教育課 

青少年センター 生涯学習部社会教育課 

少年自然の家 学校教育部学校教育課 

略 
 

 



 

 

議 案 第 ２ 号 

 

習志野市附属機関設置条例制定に対する教育委員会の意見について 

 

 

習志野市附属機関設置条例制定への意見聴取に対し、別紙のとおり回答する。 

 

 

 

令和８年１月２８日提出 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

習志野市附属機関設置条例案を、市長が令和８年習志野市議会第１回定例会に提

案するにあたり、教育委員会に係る改正内容について意見聴取の申し出があったこと

から、教育委員会から別紙のとおり回答するものである。 
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習志野市附属機関設置条例制定に伴う教育委員会関係の改正概要 

 

 習志野市附属機関設置条例案を、市長が令和８年習志野市議会第１回定例会に提案す

るにあたり、教育委員会に係る改正内容について意見聴取の申し出があったことから、提

出条例案について教育委員会会議にて審議するものです。 

 

1．制定しようとする条例 

習志野市附属機関設置条例 

 

２．施行期日 

令和８年４月１日 

 

３．条例制定理由 

現在個別に条例に規定している「地方自治法」第１３８条の４第３項の附属機関の設

置等について、必要な事項を一括して規定するため、新たに制定する。 

 ※附属機関とは、執行機関に置くことのできる、調停、審査、諮問又は調査等を行う機関 

 

４．条例制定により教育委員会に係る改正内容 

（1） 附属機関設置条例に規定される附属機関（個別条例は改正、廃止） 

① 習志野市通学区域審議会 

② 習志野市いじめ問題対策委員会 

③ 習志野市いじめ問題再調査委員会 

④ 習志野市教育支援委員会 

⑤ 習志野市青少年センター運営協議会 

⑥ 習志野市公民館運営審議会 

⑦ 習志野市文化財審議会 

⑧ 習志野市史編さん委員会 

⑨ 習志野市スポーツ推進審議会 

（2） 業務の見直しにより統合する協議会 

① 習志野市青少年問題協議会と習志野市いじめ問題対策連絡協議会（統合） 

名称を「習志野市いじめ問題・青少年問題対策連絡協議会」とし、両協議会

を統合する。これまで両協議会は、２５名の委員で構成され、双方の委員を

兼ねる形で運営してきたが、いじめ問題、青少年問題は関連する議題も多く、

今後は一体的に協議していくこととするため、両協議会を統合し運営していく。 
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５．その他 

（1） 臨時委員について 

 執行機関は、特別の事項を調査審議することを目的に、附属機関に臨時委員

を置くことが可能となる。 

（2） 専門委員について 

 執行機関は、専門の事項を調査することを目的に、附属機関に専門委員を置く

ことが可能となる。 



３ 

 

 

総 務 第 ６ ０ ３ 号    

令和８年１月２２日  

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊 隆 様 

 

習志野市長 宮 本 泰 介  

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について 

 

令和８年第１回定例会に下記のとおり条例案を提出したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条の規定により、貴委員会の意見をお聴きします。 

 

記 

 

１ 提出しようとする条例案名 

 習志野市附属機関設置条例 

 

２ 提案理由 

 現在個別の条例に規定している「地方自治法」第１３８条の４第３項の附属機関の

設置等について、必要な事項を一括して規定するため、新たに制定するもの。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

４ 提出条例案 

別紙のとおり 

【担当】 

総務課 野苅家、齋木 

内線４２８ 

 



４ 

 

教 総 第 ５７４号 

令和 年  月  日 

 

 

習志野市長 宮本 泰介 様 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小熊 隆 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

 令和８年１月２２日付総務第６０３号にて意見聴取がありました標記の件につきまして

は、提出条例案のとおり異論ない旨回答いたします。 

 

【担当】 

学校教育部教育総務課 

播摩・小杉 
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議 案 第 ００ 号 

 

 

習志野市附属機関設置条例の制定について 

 

 

 

習志野市附属機関設置条例を別記のように制定する。 

 

 

 

 

令和８年２月１７日提出 

 

 

 

 

習志野市長 宮 本 泰 介 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 案 理 由  

習志野市附属機関設置条例を制定するものである。 
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習志野市附属機関設置条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の附属

機関（以下「附属機関」という。）の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 本市は、別表に定めるところにより、附属機関を置く。 

（委員） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）は、執行機関が委嘱し、又は任命する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 執行機関は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は

委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、

その委員を解任することができる。 

（会長等及び職務代理者） 

第４条 附属機関に会長又は委員長（以下「会長等」という。）及び会長等の職務を代

理する者（以下「職務代理者」という。）を置く。 

２ 会長等は、当該附属機関の会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 職務代理者は、会長等を補佐し、会長等に事故あるとき又は会長等が欠けたときは

その職務を代理する。 

（臨時委員） 

第５条 附属機関に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的知識のある者のうちから、執行機関が

委嘱する。 

３ 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したと

きは、解任されるものとする。 

（専門委員） 

第６条 附属機関に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し専門的知識のある者のうちから、執行機関が

委嘱する。 

３ 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは

、解任されるものとする。 

（守秘義務） 

第７条 委員（臨時委員及び専門委員を含む。第１１条において同じ。）は、職務上知り

得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（会議） 

第８条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、会長等が招集し、議長となる。ただ

し、会長及びその職務を代理する者にともに事故があるとき又はこれらの者がともに

欠けたときの会議は、執行機関が招集する。 
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２ 会議は、委員（議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。）の過

半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議は、会長等が必要と認めたときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を

相互に認識しながら通話をすることができる方法により開催することができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 委員は、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。 

６ 附属機関は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第９条 附属機関は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定

める。 

（罰則） 

第１１条 第７条の規定に違反して秘密を漏らした習志野市行政不服審査会の委員及

び当該委員の職を退いた者は、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する

。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（習志野市長期計画審議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 習志野市長期計画審議会条例（昭和４４年条例第３５条） 

（２） 習志野市住居表示審議会条例（昭和４１年条例第４号） 

（３） 習志野市特別職報酬等審議会条例（昭和４０年条例第１４号） 

（４） 習志野市市有財産調査委員会条例（昭和３６年条例第７号） 

（５） 習志野市通学区域審議会条例（昭和４３年条例第３号） 

（６） 習志野市青少年問題協議会設置条例（昭和３８年条例第１０号） 

（７） 習志野市スポーツ推進審議会条例（昭和４７年条例第３０号） 

（８） 習志野市史編さん委員会条例（昭和５７年条例第８号） 

（９） 習志野市福祉問題審議会条例（昭和５４年条例第２３号） 

（10） 習志野市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第１６号） 

（11） 習志野市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例（平成１８年条

例第３号） 

（12） 習志野市新型インフルエンザ等対策審議会条例（平成２５年条例第２２号） 
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（13） 習志野市環境審議会条例（平成１７年条例第２号） 

（14） 習志野市建築審査会条例（平成２５年条例第２３号） 

（15） 習志野市都市計画審議会条例（平成１２年条例第４号） 

（16） 習志野市消防委員会条例（昭和３４年条例第９号） 

（17） 習志野市防災会議条例（昭和３８年条例第８号） 

（18） 習志野市国民保護協議会条例（平成１８年条例第２号） 

（19） 習志野市空家等対策協議会条例（平成２７年条例第１８号） 

（習志野市長期計画審議会条例等の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、前項の規定による廃

止前のそれぞれの条例（同項第１号、第６号及び第１０号に掲げる条例を除く。）の規

定により設置されていた附属機関は、この条例の各相当規定により設置された附属

機関となり同一性をもって存続するものとする。 

４ 施行日の前日において、附則第２項の規定による廃止前の同項第１号及び第１０号

に掲げる条例の規定により設置されていた次の表の左欄に掲げる附属機関は、当該

条例の廃止にかかわらず、当該右欄に掲げる附属機関となり同一性をもって存続す

るものとする。 

習志野市長期計画審議会 習志野市総合計画審議会 

習志野市子ども・子育て会議 習志野市こども若者会議 

５ 施行日の前日において、附則第２項の規定による廃止前のそれぞれの条例（同項

第６号に掲げる条例を除く。）の規定により設置されていた附属機関の委員であって、

その任期が施行日を含むものにあっては、施行日以後においても、第３条第１項の規

定により設置された附属機関の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期

については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

６ 習志野市新型インフルエンザ等対策審議会及び習志野市環境審議会の委員が前

項の規定によりなお従前の例により在任する間は、習志野市新型インフルエンザ等

対策審議会及び習志野市環境審議会の定数については、別表の規定にかかわらず

、なお従前の例による。 

７ 施行日以後最初に委嘱される次の表の左欄に掲げる委員の任期は、別表の規定

にかかわらず、当該委嘱の日から当該右欄に掲げる日までとする。 

習志野市都市計画審議会 令和１０年３月３１日 

習志野市こども若者会議 令和９年６月３０日 

８ 附則第２項の規定による廃止前の習志野市建築審査会条例（以下この項において「

旧条例」という。）の規定により設置されている習志野市建築審査会の委員であった

者で、その職を退いたものに係る旧条例第７条の規定は、施行日以後も、なおその

効力を有する。 

（習志野市名誉市民条例の一部改正） 
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９ 習志野市名誉市民条例（平成１６年条例第１８号）の一部を次のように改める。 

第３条第１項中「次条に規定する」を削る。 

第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条から第９条までを１条ずつ繰り上げる。 

（習志野市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

10 習志野市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第８号）の一部を次

のように改める。 

第４５条第１項中「習志野市行政不服審査法施行条例（平成２７年条例第２３号）

第３条の」を削る。 

第５０条中「習志野市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第１２号）第１０条

第１項の」を削る。 

（習志野市情報公開条例の一部改正） 

11 習志野市情報公開条例（平成９年条例第１７号）の一部を次のように改める。 

第１８条第２項中「習志野市行政不服審査法施行条例（平成２７年条例第２３号）

第３条の」を削る。 

第２１条第７項中「第９条」を「（平成２７年条例第２３号）第３条」に改める。 

（習志野市個人情報保護法施行条例の一部改正） 

12 習志野市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第１２号）の一部を次のように改

める。 

第１０条の見出しを「（諮問）」に改め、同条第１項から第４項までを削り、同条第５

項中「審議会」を「習志野市個人情報保護審議会」に改め、同項を同条とし、同条第

６項及び第７項を削る。 

（習志野市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

13 習志野市行政不服審査法施行条例（平成２７年条例第２３号）の一部を次のように

改める。 

第３条から第８条までを削り、第９条を第３条とする。 

第１０条を削り、第１１条を第４条とし、第１２条を削る。 

別表中「第９条第１項」を「第３条第１項」に改める。 

（習志野市男女共同参画推進条例の一部改正） 

14 習志野市男女共同参画推進条例（平成１６年条例第２号）の一部を次のように改め

る。 

第１５条を削り、第１６条を第１５条とする。 

（習志野市公共施設等再生基本条例の一部改正） 

15 習志野市公共施設等再生基本条例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように

改める。 
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第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 

（習志野市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

16 習志野市職員の退職手当に関する条例（昭和３６年条例第７号）の一部を次のよう

に改める。 

第１８条の見出しを「（諮問）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「審査会」を

「習志野市退職手当審査会（以下「審査会」という。）」に改め、同項を同条第１項とし

、同条中第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６項を削る。 

（習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会及びいじめ問題再調

査委員会設置条例の一部改正） 

17 習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会及びいじめ問題再

調査委員会設置条例（平成２７年条例第２５号）の一部を次のように改める。 

題名を次のように改める。 

習志野市いじめ問題・青少年問題対策連絡協議会設置条例 

目次を削る。 

第１章を削る。 

「第２章 習志野市いじめ問題対策連絡協議会」を削る。 

第１条から第４条までを次のように改める。 

（設置） 

第１条 本市に習志野市いじめ問題・青少年問題対策連絡協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

（職務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。 

（１） いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第１４条第１項に規定する

いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を

協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るための事務 

（２） 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期

するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図るための事務 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内で組織する。 

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 市議会議員 

（４） 市職員 

（５） 教育職員 

（６） その他教育委員会が必要と認める者 
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（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第３章及び第４章を削る。 

「第５章 雑則」を削る。 

第２２条中「、対策委員会又は再調査委員会」、「及び委員長」及び「それぞれ」を

削り、同条を第８条とする。 

（習志野市教育機関設置及び管理に関する条例の一部改正） 

18 習志野市教育機関設置及び管理に関する条例（昭和４７年条例第７号）の一部を

次のように改める。 

第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

第２７条を次のように改める。 

第２７条 削除 

（習志野市文化財保護条例の一部改正） 

19 習志野市文化財保護条例（昭和４５年条例第４７号）の一部を次のように改める。 

第１８条から第２２条までを削り、第２３条を第１８条とする。 

 

（習志野市営住宅等の設置及び管理に関する条例） 

20 習志野市営住宅等の設置及び管理に関する条例（昭和３５年条例第２号）の一部

を次のように改める。 

第８条第４項中「規則で定める入居者選考委員会」を「習志野市営住宅入居者選

考委員会」に改める。 

（習志野市国民健康保険条例の一部改正） 

21 習志野市国民健康保険条例（昭和３４年条例第８号）の一部を次のように改める。 

目次中「第２章 国民健康保険運営協議会（第２条・第３条）」を「第２章 削除」に

改める。 

第２章を次のように改める。 

第２章 削除 

第２条及び第３条 削除 

（習志野市介護保険条例の一部改正） 

22 習志野市介護保険条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように改める。 

第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

第１６条を次のように改める。 
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第１６条 削除 

（習志野市からだ・心・歯の健康づくりを推進し、地域社会全体で個人の健康を支え

守るための社会環境の整備に取り組むまちづくり条例の一部改正） 

23 習志野市からだ・心・歯の健康づくりを推進し、地域社会全体で個人の健康を支え

守るための社会環境の整備に取り組むまちづくり条例（平成２４年条例第２１号）の一

部を次のように改める。 

第１５条を削り、第１６条を第１５条とする。 

（習志野市産業振興基本条例の一部改正） 

24 習志野市産業振興基本条例（平成１６年条例第２６号）の一部を次のように改める。 

第６条を削る。 

（習志野市中小企業資金融資条例の一部改正） 

25 習志野市中小企業資金融資条例（昭和４５年条例第１８号）の一部を次のように改

める。 

第９条から第１４条までを削る。 

第１５条の見出しを「（審査）」に改め、同条中「委員会に諮問し、その答申に基づき

」を「その内容を審査し、」に改め、同条ただし書を削り、同条を第９条とする。 

第１６条を第１０条とし、第１７条から第１９条までを６条ずつ繰り上げる。 

（習志野市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正） 

26 習志野市自転車等の放置防止に関する条例（昭和５６年条例第２６号）の一部を次

のように改める。 

第１７条を削り、第１８条を第１７条とする。 

（習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例の一部改正） 

27 習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例（平成２５年条例第６号）の一

部を次のように改める。 

第１８条を次のように改める。 

第１８条 削除 

（習志野市防災地区の指定に関する条例の一部改正） 

28 習志野市防災地区の指定に関する条例（昭和４８年条例第３７号）の一部を次のよ

うに改める。 

第７条から第１１条までを削り、第１２条を第７条とする。 

（習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例の一部改正） 

29 習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例（平成１６年条例第１号）の一部

を次のように改める。 
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目次中「第１３条」を「第１２条」に、「第１４条・第１５条」を「第１３条・第１４条」に改

める。 

第１２条を削り、第１３条を第１２条とする。 

第３章中第１４条を第１３条とし、第１５条を第１４条とする。 

（習志野市交通安全推進に関する条例の一部改正） 

30 習志野市交通安全推進に関する条例（昭和４０年条例第１５号）の一部を次のように

改める。 

第４条から第９条までを削り、第１０条を第４条とし、第１１条を第５条とする。 

 

（習志野市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

31 習志野市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例第１８号）

の一部を次のように改める。 

第１５条第４項中「次項の規定による習志野市職員の退職手当に関する条例（昭

和３６年条例第７号）第１８条第１項の規定により設置された」を削り、同条第５項を削

り、同条第６項中「第１８条第２項」を「（昭和３６年条例第７号）第１８条第１項」に改め

、同項を同条第５項とし、同条中第７項から第９項までを削り、第１０項を第６項とし、

第１１項を第７項とする。 

（一部改正に伴う経過措置）  

32 施行日の前日において、附則第９項から附則第２９項まで（附則第１５項、第１７項、

第１８項（習志野市教育機関設置及び管理に関する条例中第９条の改正規定を除く。

）、第２３項、第２５項、第２６項及び第２９項を除く。）の規定による改正前のそれぞれ

の条例の規定により設置されていた附属機関は、この条例の各相当規定により設置

された附属機関となり同一性をもって存続するものとする。 

33 施行日の前日において、附則第１５項、第１８項（習志野市教育機関設置及び管理

に関する条例中第２７条の改正規定に限る。）、第２３項、第２６項及び第２９項の規

定による改正前のそれぞれの条例の規定により設置されていた次の表の左欄に掲

げる附属機関は、当該条例の改正にかかわらず、当該右欄に掲げる附属機関となり

同一性をもって存続するものとする。 

公共施設等再生推進審議会 習志野市公共施設等再生推進審議会 

青少年センター運営協議会 習志野市青少年センター運営審議会 

健康なまちづくり審議会 習志野市健康なまちづくり審議会 

習志野市自転車等放置防止対策協議会 習志野市自転車等放置防止対策審議会 

習志野市安全で安心なまちづくり協議会 習志野市安全で安心なまちづくり審議会 

34 施行日の前日において、附則第９項から附則第２９項まで（附則第２５項を除く。）の

規定による改正前のそれぞれの条例の規定により設置されていた附属機関の委員

であって、その任期が施行日を含むものにあっては、施行日以後においても、第３条
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第１項の規定により設置された附属機関の委員とみなす。この場合において、当該

委員の任期については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

（習志野市個人情報保護法施行条例の一部改正に伴う経過措置） 

35 附則第１２項の規定による改正前の習志野市個人情報保護法施行条例（以下この

項において「旧条例」という。）の規定により設置されている習志野市個人情報保護

法施行条例の委員であった者で、その職を退いたものに係る旧条例第１０条第６項

の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 

 

（習志野市行政不服審査法施行条例の一部改正に伴う経過措置） 

36 附則第１３項の規定による改正前の習志野市行政不服審査法施行条例（以下この

項において「旧条例」という。）の規定により設置されている習志野市行政不服審査

会の委員であった者で、その職を退いたものに係る旧条例第５条第５項（第７条第４

項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定は、施行日以後も、な

おその効力を有する。 

37 前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行

日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

 （習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会及びいじめ問題再調

査委員会設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

38 附則第１７項の規定による改正前の習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ

問題対策委員会及びいじめ問題再調査委員会設置条例（以下この項において「旧条

例」という。）の規定により設置されている習志野市いじめ問題対策委員会及び習志

野市いじめ問題再調査委員会の委員であった者で、その職を退いたものに係る旧条

例第１６条（旧条例第２０条において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後も

、なおその効力を有する。 

 

 （習志野市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置） 

39 附則第２２項の規定による改正前の習志野市介護保険条例（以下この項において「

旧条例」という。）の規定により設置されている習志野市介護保険運営協議会の委員

であった者で、その職を退いたものに係る旧条例第１６条第７項の規定は、施行日以

後も、なおその効力を有する。 

 

 （習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

40  附則第２７項の規定による改正前の習志野市特定建築行為に係る手続等に関す

る条例の規定により設置されている特定建築行為紛争調停委員会の委員であった

者で、その職を退いたものに係る旧条例第１８条第５項の規定は、施行日以後も、な

おその効力を有する。 
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別表（第２条） 

附属機関

の 属 す る

執行機関  

附 属 機関  担 任する事務  委 員の構成  委 員 の定

数  

委 員 の 任

期 

市長 習志野市総合計画審議

会 

本市の総合計画の策定について

調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 市議会議長 

３  各常任委員

会の委員長 

４ 公募に応じた

市民 

１５人以内 ２年 

習志野市市有財産調査

委員会 

１ 市有財産の処分について調査

審議すること。 

２ その他市有財産に関し必要な

事項を調査審議すること。 

１ 財産に関し識

見を有する者 

２ 市議会議員 

３  農業委員会

委員 

１０人以内 ２ 年 （ その

職にあるた

め委員とな

った者にあ

っては、在

職 期 間 又

は２年のい

ずれか短い

期間） 

習志野市公共施設等再

生推進審議会 

公共施設等（公共施設等再生基

本条例第２条第１号に規定する公

共施設等をいう。以下同じ。）の再

生（同条第２号に規定する再生を

いう。以下同じ。）に関する事項を

調査審議すること。 

１  公共施設等

の再生に関し

識見を有する

者 

２ 公募に応じた

市民 

６人以内 ２年 

習志野市住居表示審議

会 

住居表示整備事業の実施に関す

る事項を調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２  関係行政機

関又は公益的

機関の職員 

３ 市議会議員 

４ その他市長が

必要と認める

者 

１０人以内 委 嘱 の 日

から諮問事

項に係る調

査 審 議 が

終了する日

まで 

習志野市名誉市民選考

委員会 

名誉市民の選考等について調査

審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 市議会議員 

３ その他市長が

必要と認める

者 

１０人以内 委 嘱 の 日

から諮問事

項に係る調

査 審 議 が

終了する日
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まで 

習志野市行政不服審査

会 

行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第８１条第１項に規定す

る同法の規定によりその権限に属

する事項 

審査会の権限に

属する事項に関

し公正な判断を

することができ、

かつ、法律及び

条例又は行政に

関して識見を有

する者 

５人以内 ２年 

習志野市いじめ問題再

調査委員会 

いじめ防止対策推進法（平成２５年

法律第７１号）第３０条第２項の規

定により同法第２８条第１項の規

定による調査の結果について調査

審議すること。 

１ 学識経験者 

２ その他市長が

必要と認める

者 

５人以内 委 嘱 の 日

から諮問事

項に係る調

査 審 議 が

終了する日

まで 

習志野市表彰候補者選

考委員 

市政の発展、市民の福祉の増進

に顕著な功績又は模範として推奨

に値する功績若しくは善行のあっ

たものの表彰に関する事項を調査

審議すること。 

１  習志野市社

会福祉協議会

を代表する者 

２  習志野商工

会議所を代表

する者 

３ 市長 

４ 副市長 

５ 教育長 

６ 消防長 

６人以内 在 任 又 は

在職期間 

習志野市国民保護協議

会 

武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置に関する法律（

平成１６年法律第１１２号）第３９条

第２項に規定する事務に関するこ

と。 

武力攻撃事態等

における国民の

保護のための措

置に関する法律

第４０条第４項に

規定する者 

４０人以内 ２年 

習志野市防災会議 １ 災害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）第１６条第１項の規

定により地域防災計画を作成し、

及びその実施を推進すること。 

２ 災害対策基本法第１６条第１項

の規定により市の地域に係る防災

に関する重要事項を審議すること

１  自主防災組

織を構成する

者又は学識経

験者 

２ 消防団長 

３  指定地方行

政機関の職員 

４５人以内 ２年 



17 
 

。 

３ 前項の重要事項に関し、市長

に意見を述べること。 

４ その他法律又はこれに基づく政

令によりその権限に属する事務に

関すること。 

４ 千葉県職員 

５  千葉県警察

の警察官 

６  指定公共機

関又は指定地

方公共機関の

職員 

７ 市長 

８ 教育長 

９ 消防長 

１０ 市職員 

１１ その他市長

が必要と認め

る者 

習志野市特別職報酬等

審議会 

市議会の議員の議員報酬の額並

びに市長及び副市長の給料の額

を審議し、これに関し必要と認める

事項を市長に答申し、又は建議す

ること。 

１ 学識経験者 ３人 ２年 

２  公共的団体

等を代表する

者 

３人 委 嘱 の 日

から諮問事

項に係る調

査 審 議 が

終了する日

まで 

習志野市退職手当審査

会 

１ 習志野市職員の退職手当に関

する条例第１８条の退職手当の

支給制限等の処分について調

査審議すること。 

２ 習志野市企業職員の給与の種

類及び基準を定める条例（昭和

４１年条例第１８号）第１５条第５

項の退職手当の支給制限等の

処分について調査審議すること

。 

１ 学識経験者 

２ その他市長が

必要と認める

者 

３人 委 嘱 の 日

から諮問事

項に係る調

査 審 議 が

終了する日

まで 

習志野市個人情報保護

審議会 

１ 習志野市個人情報保護法施行

条例第１０条の規定による実施

機関からの諮問に応じ調査審議

すること。 

２ 習志野市議会の個人情報の保

護に関する条例第５０条の規定

個人情報保護制

度に関する識見

を有する者 

５人以内 ２年 
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による議長からの諮問に応じ調

査審議すること。 

習志野市市民協働推進

委員会 

１ 市民協働に関する施策の推進

に関する事項を調査審議するこ

と。 

２ 市民参加型補助金の補助対象

事業の審査に関すること。 

３ その他市民協働の推進に関し

必要な事項を調査審議すること

。 

１ 学識経験者 

２  市民活動団

体関係者 

３ 公募に応じた

市民 

４ 市職員 

５ その他市長が

必要と認める

者 

１０人以内 ２年 

習志野市中小企業資金

融資運営委員会 

習志野市中小企業資金融資条例

（昭和４５年条例第１８号）に基づく

融資に関する事項を審査すること

。 

１ 学識経験者 

２  習志野商工

会議所を代表

する者 

３  貸付金融機

関を代表する

者 

５人 ２年 

習志野市産業振興審議

会 

産業振興に関する事項を調査審

議すること。 

１ 学識経験者 

２ 大学関係者 

３ 産業関係者 

４ 公募に応じた

市民 

１５人以内 ２年 

習志野市農業振興地域

整備促進審議会 

１ 農業振興地域整備計画の策定

又は変更に関する事項を調査

審議すること。 

２ 農業振興地域整備計画に基づ

く事業の推進等に関する事項を

調査審議すること。 

３ その他農業振興に関し必要な

事項を調査審議すること。 

１  農業協同組

合を代表する

者 

２  習志野市農

業士等協会を

代表する者 

３ 農業に従事す

る者 

４  農業委員会

委員 

５  都市計画審

議会委員 

２０人以内 ２ 年 （ その

職にあるた

め委員とな

った者にあ

っては、在

職 期 間 又

は２年のい

ずれか短い

期間） 

習志野市男女共同参画

審議会 

１ 習志野市男女共同参画推進条

例第１０条の基本計画の策定に

関する事項を調査審議すること

１  男女共同参

画に関し識見

を有する者 

１２人以内 ２年 
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。 

２ 習志野市男女共同参画推進条

例第１３条第１項の苦情の申出

の処理に関する事項を調査審

議すること。 

３ 習志野市男女共同参画推進条

例第１０条の基本計画の推進状

況の評価に関する事項を調査

審議すること。 

４ その他男女共同参画の推進に

関する重要事項を調査協議する

こと。 

２ 公募に応じた

市民 

習志野市安全で安心な

まちづくり審議会 

市民が安全に、かつ、安心して暮

らすことができるまちづくりに関する

基本的施策及び基本的事項を調

査審議すること。 

１ 学識経験者 

２  習志野市連

合町会連絡協

議会を代表す

る者 

３  防犯関係団

体関係者 

４  市民活動団

体関係者 

５ 産業関係者 

６ 消防関係者 

７ 公募に応じた

市民 

８  関係行政機

関の職員 

９ 市職員 

１０ 教育職員 

１１ その他市長

が必要と認め

る者 

１５人以内 ２年 

習志野市空家等対策協

議会 

空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成２６年法律第１２７号）

第８条の規定により空家等対策計

画の作成及び変更並びに実施に

関する事項を協議すること。 

空家等対策の推

進に関する特別

措置法第８条第

２項に規定する

者 

１５人以内 ２年 

習志野市自転車等放置 自転車等の放置防止対策につい １ 学識経験者 １０人以内 ２年 
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防止対策審議会 て重要事項を調査審議すること。 ２  習志野市連

合町会連絡協

議会を代表す

る者 

３ 鉄道事業者 

４  一般乗合旅

客自動車運送

事業者 

５ 産業関係者 

６  習志野警察

署の職員 

７  関係行政機

関の職員 

８ その他市長が

必要と認める

者 

習志野市交通安全推進

審議会 

交通安全推進事業に関する重要

事項を調査審議すること。 

１  交通安全に

関する学識経

験者 

２  習志野市連

合町会長 

３ 電気、輸送又

は通信に関す

る事業を営む

法人の職員 

４  習志野警察

署の長 

５  関係行政機

関の長 

６ 教育長 

７ 消防長 

２３人以内 委 嘱 の 日

から諮問事

項に係る調

査 審 議 が

終了する日

まで 

習志野市国民健康保険

運営協議会 

国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第１１条第２項に規定す

る国民健康保険事業の運営に関

する事項を審議すること。 

１ 被保険者を代

表する者 

４人 ３年 

２  保険医又は

保険薬剤師を

代表する者 

４人 



21 
 

３ 公益を代表す

る者 

４人 

４  被用者保険

等保険者を代

表する者 

１人 

習志野市福祉問題審議

会 

福祉に関する基本的かつ総合的な

施策に関する事項を調査審議する

こと。 

１ 学識経験者 

２  福祉関係団

体等を代表す

る者 

３ 公募に応じた

市民 

１０人以内 ２年 

習志野市福祉有償運送

運営協議会 

１ 福祉有償運送に係る道路運送

法（昭和２６年法律第１８３号）第

７９条の規定による登録（道路運

送法第７９条の６第１項の規定

による有効期間の更新の登録

及び道路運送法第７９条の７第

１項の規定による変更登録を含

む。）の申請に係る運送の必要

性及び旅客から収受する対価に

関する事項を調査審議すること

。 

２ 福祉有償運送に係る道路運送

法第７９条の１２第１項第４号の

規定による業務の停止及び登

録の取消しに関する事項を調査

審議すること。 

３ 福祉有償運送に係る道路運送

法第７８条第２号の自家用有償

旅客運送に関する重要事項を

調査審議すること。 

道路運送法施行

規則（昭和２６年

運輸省令第７５

号）第４条の２第

１項及び第２項

第２号に規定す

る者 

 

１２人以内 ２年 

習志野市新型インフル

エンザ等対策審議会 

１ 新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成２４年法律第３１号

）第２条第１号の新型インフルエ

ンザ等（以下「新型インフルエン

ザ等」という。）の対策に係る市

１ 新型インフル

エンザ等及び

感染症に関し

専門知識を有

する者 

１５人以内 ２年 
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町村行動計画に関する事項を

調査審議すること。 

２ その他新型インフルエンザ等の

対策に関し必要な事項を調査審

議すること。 

３ 感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（

平成１０年法律第１１４号）第６

条の感染症（新型インフルエン

ザ等を除く。）その他の重篤な感

染症（以下「感染症」という。）の

対策に関する事項を調査審議す

ること。 

２ 学識経験者 

３  関係行政機

関の職員 

４ その他市長が

必要と認める

者 

習志野市健康なまちづく

り審議会 

習志野市からだ・心・歯の健康づく

りを推進し、地域社会全体で個人

の健康を支え守るための社会環境

の整備に取り組むまちづくり条例

第２条第１号の健康なまちづくり及

び同条例第１０条の基本計画に関

する事項を調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２  習志野市医

師会を代表す

る者 

３  習志野市歯

科医師会を代

表する者 

４  習志野市薬

剤師会を代表

する者 

５  救急告示医

療機関（救急

病院等を定め

る省令（昭和３

９年厚生省令

第８号）第２条

の規定により

告示された医

療機関をいう。

）の長 

６ 公募に応じた

市民 

７  関係行政機

関の長 

８ その他市長が

１５人以内 ２年 
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必要と認める

者 

習志野市予防接種健康

被害調査委員会 

予防接種による健康被害発生に

際し、当該事例について医学的見

地から調査審議すること。 

１  習志野市医

師会に所属す

る医師 

２人 ２年 

２  関係行政機

関の職員 

２人以内 

３ 市職員 １人 

習志野市障害支援区分

審査会 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（

平成１７年法律第１２３号）第２６条

第２項に規定する審査判定業務を

行うこと。 

障害者等の保健

又は福祉に関す

る学識経験者 

１０人以内 ２年 

習志野市障がい者地域

共生協議会 

１ 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法

律第８９条の３第２項の規定によ

る地域の実情に応じた体制の整

備について協議すること。 

２ 障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（平成２５

年法律第６５号）第１７条第１項

の障害者差別解消支援地域協

議会として行う障害を理由とする

差別を解消するための取組に関

すること。 

３ その他障害者の支援に関し必

要な事項を調査審議すること。 

１  指定障害福

祉サービス事

業に従事する

者 

２  相談支援事

業に従事する

者 

３  保健及び医

療関係者 

４  教育機関関

係者 

５  障害者雇用

関係者 

６  障害者団体

関係者 

７  権利擁護又

は地域福祉関

係者 

８  関係行政機

関の職員 

９ その他市長が

必要と認める

者 

３５人以内 ３年 
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習志野市障がい者基本

計画等策定委員会 

障害者基本法（昭和４５年法律第

８４号）第１１条第３項の市町村障

害者計画、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するた

めの法律第８８条第１項の市町村

障害総合福祉計画及び児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第３

３条の２０第１項の市町村障害児

福祉計画に関する事項を調査審

議すること。 

１ 学識経験者 

２  障害者当事

者又はその家

族 

３ 公募に応じた

市民 

４  障害者団体

関係者 

１３人以内 委 嘱 の 日

から諮問事

項に係る調

査 審 議 が

終了する日

まで 

習志野市介護保険運営

協議会 

介護保険事業の運営に関する事

項及び介護保険事業に係る高齢

者保健福祉施策に関する事項を

調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２  保健及び医

療関係者 

３ 福祉関係者 

４  介護保険被

保険者 

５  介護保険事

業者 

６ その他市長が

必要と認める

者 

１５人以内 ３年 

習志野市介護認定審査

会 

介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第３８条第２項に規定する審査

判定業務を行うこと。 

介護保険法第１

５条第２項に規

定する学識経験

者 

５０人以内 ２年 

習志野市地域公共交通

会議 

１ 地域の実情に応じた適切な乗

合旅客運送の態様に関する事

項を調査審議すること。 

２ 地域公共交通の検証に関する

事項を調査審議すること。 

３ その他地域公共交通に関し必

要な事項を調査審議すること。 

道路運送法施行

規則第４条の２

第１項及び第２

項に規定する者 

１５人以内 ２年 

習志野市環境審議会 １ 環境基本計画に関する事項を

調査審議すること。 

２ 環境の保全に関する事項（環

境基本法（平成５年法律第９１

号）第４４条に規定する事項を含

む。）を調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 市議会議員 

３ その他市長が

必要と認める

者 

１２人以内 ２年 
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３ 一般廃棄物の処理に関する事

項（廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年法律第１３

７号）第５条の７に規定する事項

を含む。）を調査審議すること。 

４ 自然の保護及び緑化の推進に

関する事項を調査審議すること

。 

５ 省エネルギー対策に関する事

項を調査審議すること。 

６ 地球温暖化防止対策に関する

事項を調査審議すること。 

７ その他環境施策の推進に関し

必要な事項を調査審議すること

。 

習志野市都市計画審議

会 

都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第７７条の２第１項に規定す

る同法の規定によりその権限に属

する事項及び都市計画に関する事

項を調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 公募に応じた

市民 

３  関係行政機

関の職員 

４ 市議会議員 

１５人以内 ２年 

習志野市防災地区審議

会 

防災地区の指定に関する事項を

調査審議すること。 

 

１ 学識経験者 

２  関係行政機

関の職員 

３  習志野警察

署を代表する者 

４ 副市長 

５ 消防長 

１０人以内 ２年 

習志野市特定建築行為

紛争調停委員会 

特定建築行為に伴う紛争を調停す

ること。 

法律、建築等の

分野に関する学

識経験者 

３人 ２年 

習志野市建築審査会 建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第７８条の規定により同法に

規定する同意及び同法９４条第１

項前段の審査請求に対する裁決

についての議決を行うこと並びに

同法の施行に関する重要事項を

法律、経済、建

築、都市計画、

公衆衛生又は行

政に関し優れた

経験と知識を有

し、公共の福祉

に関し公正な判

５人 ２年 
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調査審議すること。 断をすることがで

きる者 

習志野市営住宅家賃検

討委員会 

市営住宅の家賃及び駐車場の使

用料について調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 福祉関係者 

３  市営住宅入

居者 

６人以内 ２年 

習志野市営住宅入居者

選考委員会 

習志野市営住宅等の設置及び管

理に関する条例第８条第４項の住

宅困窮度の判定基準等について

調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２  習志野市社

会福祉協議会

を代表する者 

３  習志野市民

生委員児童委

員 

４  習志野市高

齢者相談員 

５人以内 ２年 

習志野市こども若者会

議 

１ こども基本法（令和４年法律第

７７号）第２条第２項に規定する

こども施策の推進並びに同法第

１０条第２項に規定する市町村

こども計画の策定及び変更につ

いて調査審議すること。 

２ 子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第７２条第１項

各号に規定する事務に関するこ

と。 

１ 学識経験者 

２ 子ども・子育

て支援に関す

る事業に従事

する者 

３ こども基本法

第２条第 １項

のこどもの保

護者 

４ 公募に応じた

市民 

５ その他市長が

必要と認める

者 

１８人以内 ２年 

習志野市医療的ケア実

施検討委員会 

１ 必要とする医療的ケアの内容

及び医療的ケア児の状況に関

する事項を調査審議すること。 

２ 保育施設等の受け入れ体制に

１ 医師 

２ 市職員 

３ その他市長が

必要と認める

５人 ２年 
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関する事項を調査審議すること

。 

３ 医療的ケア実施の可否を調査

審議すること。 

４ その他医療的ケアの実施に当

たり必要な事項を調査審議する

こと。 

者 

習志野市保育指導委員

会 

１ 障害の内容及び適切な保育に

関する事項を調査審議すること

。 

２ 保育上必要な職員体制につい

て調査審議すること。 

３ 通園及び家庭養育上の配慮に

関する事項を調査審議すること

。 

４ その他保育の実施に当たり必

要な事項を調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 医師 

３ 市職員 

４ 教育職員 

５ その他市長が

必要と認める

者 

１１人以内 ２年 

習志野市消防委員会 消防行政に関する重要事項につい

て調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 消防関係者 

３ 市議会議員 

９人 ２ 年 （ その

職にあるた

め委員とな

った者にあ

っては、在

職期間） 

教 育 委 員

会 

習志野市通学区域審議

会 

市が設置する幼稚園・小学校・中

学校及び高等学校の通学区域の

適正を期するため、通学区域につ

いて調査審議すること。 

 

１ 学識経験者 

２ 市議会議員 

３ 公立学校長 

４ 市職員 

１０人以内 ２年 

習志野市いじめ問題対

策委員会 

１ いじめの防止、早期発見及びい

じめの対処のための対策につい

て調査審議すること。 

２ いじめ防止対策推進法第２８条

第１項に規定する重大事態につ

いて調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ その他教育委

員会が必要と

認める者 

５人以内 ２年 

習志野市教育支援委員 特別な教育的支援を必要とする幼 １ 学識経験者 １３人以内 ２年 
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会 児、児童及び生徒の適正な就学及

び転学等、適切かつ継続的な支援

に関する事項について調査審議す

ること。 

２ 医師 

３  関係行政機

関の職員 

４ 教育職員 

習志野市青少年センタ

ー運営審議会 

青少年センターの運営に関し、必

要な事項を調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２  教育関係団

体を代表する

者 

３  青少年育成

団体を代表す

る者 

４ 福祉関係者 

５  習志野警察

署の職員 

６ 市職員 

７ 教育職員 

１０人以内 ２年 

習志野市公民館運営審

議会 

社会教育法（昭和２４年法律第２０

７号）第２９条第２項に規定する公

民館における各種事業の企画実

施について調査審議すること。 

１ 学識経験者 

２ 公募に応じた

市民 

３  学校教育の

関係者 

４  社会教育の

関係者 

５  家庭教育の

向上に資する

活動を行う者 

１０人以内 ２年 

習志野市文化財審議会 文化財保護法（昭和２５年法律第

２１４号）第１９０条第３項の規定に

基づき教育委員会からの諮問に応

じ文化財の保存及び活用に関する

重要事項について調査審議し、並

びにこれらの事項に関し教育委員

会に建議すること。 

文化財に関して

優れた識見を有

する者 

５人以内 ２年 

習志野市史編さん委員

会 

市史編さんに関する基本的かつ総

合的な方針に関する事項を調査審

議すること。 

１ 学識経験者 

２ 市職員 

８人以内 ４年 

習志野市青少年問題協

議会 

地方青少年問題協議会法（昭和２

８年法律第８３号）第２条第１項各

１ 学識経験者 

２  関係行政機

２５人以内 ２年 （ その

職にあるた
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号に規定する事務に関すること。 関の職員 

３ 市議会議員 

４ 市長 

５ 教育長 

６ 市職員 

７ その他教育委

員会が必要と

認める者 

め委員とな

った者にあ

っては、在

職期間） 

習志野市スポーツ推進

審議会 

スポーツ基本法（平成２３年法律第

７８号）第３１条の規定により地方

スポーツ推進計画その他のスポー

ツの推進に関する重要事項を調査

審議すること。 

１ スポーツに関

する学識経験

者 

２  関係行政機

関の職員 

１０人以内 ２年 
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附則第１７項 習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会及びいじめ問題再調査委員会

設置条例（平成２７年条例第２５号）新旧対照表 

現行 改正後 

習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会及

びいじめ問題再調査委員会設置条例 

目次 

習志野市いじめ問題・青少年問題対策連絡協議会           

                              設置条例 

削る 

第１章 総則（第１条）  

第２章 習志野市いじめ問題対策連絡協議会（第２条―第７条）  

第３章 習志野市いじめ問題対策委員会（第８条―第１７条） 

第４章 習志野市いじめ問題再調査委員会（第１８条―第２１条） 

 

第５章 雑則（第２２条）  

附則  

第１章 総則 削る 

（趣旨）  

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法 （平成２５年法律第７１号。

以下  法」という。）の規定に基づき設置する習志野市いじめ問題対策

連絡協議会、習志野市いじめ問題対策委員会及び習志野市いじめ問題

再調査委員会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

第２章 習志野市いじめ問題対策連絡協議会 削る 

（設置） （設置） 
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第２条 法第１４条第１項の規定に基づき、本市に習志野市いじめ問題 

     対策連絡協議会（以下 協議会」という。）を置く。 

第１条                本市に習志野市いじめ問題・

青少年問題対策連絡協議会（以下 協議会」という。）を置く。 

（職務） 

第３条 協議会は、法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係

する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するととも

に、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るための事務を処理する。 

（職務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。 

 

 

（１） いじめ防止対策推進法 （平成２５年法律第７１号）第１４条第１

項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推

進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の

連絡調整を図るための事務 

（２） 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な

実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図るた

めの事務 

（組織） （組織） 

第４条 略 第３条 略 

２ 協議会の委員は、習志野市青少年問題協議会設置条例 （昭和３８年条

例第１０号）に規定する習志野市青少年問題協議会の委員をもって充

てる。 

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する   

                                                      

  。 

（１）学識経験者 

（２）関係行政機関の職員 

（３）市議会議員 

（４）市職員 

（５）教育職員 

（６）その他教育委員会が必要と認める者 
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追加 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長を、副会長は市長

をもって充てる。 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長を、副会長は市長

をもって充てる。 

２・３ 略 ２・３ 略 

第３章 習志野市いじめ問題対策委員会 

（設置） 

第８条 法第１４条第３項の規定に基づき、教育委員会の附属機関とし

て習志野市いじめ問題対策委員会 （以下  対策委員会」という。）を置

く。 

（職務） 

第９条 対策委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) いじめの防止等 （法第１条に規定するいじめの防止等をいう。以

下同じ。）のための対策に関すること。 

(２) 法第２４条に規定する事案に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、いじめの防止等のために教育委員

会が必要と認める事項に関すること。 

２ 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第２８条第１項に規定す

る重大事態に関することについて調査審議する。 

（組織） 

第１０条 対策委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のう

削る 
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ちから教育委員会が委嘱する。 

（任期） 

第１１条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第１２条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により

これを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第１３条 対策委員会の会議 （以下この条及び次条において  会議」とい

う。）は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第１４条 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出

席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委員の除斥） 

第１５条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができな

い。 

（秘密を守る義務） 

第１６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を
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退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第１７条 対策委員会の庶務は、いじめ問題対策担当課において処理す

る。 

第４章 習志野市いじめ問題再調査委員会 

（設置） 

第１８条 法第３０条第２項の規定に基づき、市長の附属機関として習

志野市いじめ問題再調査委員会 （以下  再調査委員会」という。）を置

く。 

（職務） 

第１９条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第２８条第１項の規定

による調査の結果について必要な調査を行う。 

（準用） 

第２０条 第１０条から第１６条までの規定は、再調査委員会について

準用する。この場合において、第１０条第２項中  教育委員会」とある

のは、 市長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第２１条 再調査委員会の庶務は、いじめ問題再調査担当課において処

理する。 

削る 

 

 

第５章 雑則 削る 

（委任） （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、協議会、対策委員会又は再調査

委員会の運営に関し必要な事項は、会長及び委員長がそれぞれ協議会、

対策委員会又は再調査委員会に諮って定める。 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会                      

      の運営に関し必要な事項は、会長          が        協議会

                            に諮って定める。 
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附則第１８項 習志野市教育機関設置及び管理に関する条例（昭和４７年条例第７号）新旧対照表 

現行 改正後 

（運営審議会） 

第９条 公民館に習志野市公民館運営審議会（以下「運営審議会」とい

う。）を置く。ただし、各公民館に共通の一の運営審議会とする。 

２ 運営審議会の委員は１０名以内とし、学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の

中から委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第９条 削除 

（運営協議会） 

第２７条 青少年センターに青少年センター運営協議会（（以下（「運営協議

会」という。）を置く。 

２ 運営協議会は、青少年センターの運営その他重要な事項について審

議し、所長に助言する。 

３ 運営協議会の委員は１０名以内とし、任期は２年とする。ただし、補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第２７条 削除 
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附則第１９項 習志野市文化財保護条例（昭和４５年条例第４７号）新旧対照表 

現行 改正後 

（審議会の設置） 

第１８条 教育委員会の文化財に関する諮問機関として習志野市文化財

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

削る 

（委員） 

第１９条 審議会は委員５人以内で組織し、学識経験者の中から教育委

員会が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

削る 

（会長および副会長） 

第２０条 審議会に会長および副会長各１人を置く。 

２ 会長および副会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は、会務を総理し審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けた

ときはその職務を代理する。 

削る 

（会議） 

第２１条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

削る 

（庶務） 

第２２条 審議会の事務は、教育委員会事務局において処理する。 

削る 
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（委任） （委任） 

第２３条 略 第１８条 略 

 



 

 

議 案 第 ３ 号 

 

習志野市いじめ防止基本方針の改定について 

 

 

習志野市いじめ防止基本方針を別記のように改定する。 

 

 

 

令和８年１月２８日提出 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

令和６年８月改定の文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の

内容及び「習志野市いじめ問題再調査委員会からの再調査報告書」における指摘事項

を踏まえ、改定するものである。 



令和８年１月２８日(水) 教育委員会会議資料
学校教育部 指導課

津田沼小学校

習志野市いじめ防止基本方針
の改定について

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪

習志野市いじめ防止基本方針の改定

２

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y

改定の経緯、背景

習志野市いじめ防止基本方針改定へ

R６年８月 いじめの重大事態の調査に関する
ガイドラインの改定

R７年８月 習志野市いじめ問題再調査委員会
による再調査報告書の指摘事項



習志野市いじめ防止基本方針の改定

３

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改定の概要 章構成や項目立ての見直しとともに、
以下の点について内容の明確化と再整理した

いじめの定義等について、留意点を具体的に示すと
ともに記載内容を整理した。

いじめ認知後の対応を図式化し、フローチャートとし
て示した。

いじめ重大事態への対処について、調査方法や記録
の取扱い等を詳細に記載するとともに、重大事態発
生後の対応をフローチャート化した。

重大事態が発生し、第三者委員会（習志野市いじめ
問題対策委員会）による調査を行う際の学校教育部
における組織体制（いじめ重大事態対策チーム）を明
確に示した。

習志野市いじめ防止基本方針の改定

４

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改定のポイント①

いじめの定義→いじめ防止対策推進法の定義

＋「いじめの態様」の記載

いじめを判断する上での「留意点」を追加
例）
 いじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行わ
ず、いじめられた児童生徒及び保護者の立場に立つ必
要がある

 本人がいじめを否定する場合がある
 「一定の人間関係」についての説明

など、９項目の留意点等を追記



習志野市いじめ防止基本方針の改定

５

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改定のポイント②

学校におけるいじめの防止等の対策のための
組織

具体的役割を明記
例）いじめの相談、通報の窓口
情報の収集、記録、共有を行う など

いじめの解消について判断する際の留意点
を追加
国の基本方針に基づき、「いじめに係る行為が少なく
とも３か月止んでいること」、「被害本人及び保護者に
確認し、心身の苦痛を感じていないこと」

習志野市いじめ防止基本方針の改定

６

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改定のポイント③

いじめを把握してからの対応→文章表記のみ

「いじめ認知後の組織的対
応図（フローチャート）」
を追加

各学校においても
このフローチャートを
学校いじめ防止基本方針に
追加する



習志野市いじめ防止基本方針の改定

７

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改定のポイント④

いじめ重大事態への対処

調査の主体等
→調査の流れを文章化
＋重大事態対応フロー

提出する様式や県・国への
報告の手順も明記

習志野市いじめ防止基本方針の改定

８

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改定のポイント⑤

その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

調査結果等の資料の保存について
 第三者委員会の重大事態調査において、
全文筆記の会議録の作成の徹底を追加
→学校のいじめ対策組織も同様

 記録の保管期間は義務教育期間を踏まえ、
「10年間保管」を追加



習志野市いじめ防止基本方針の改定

９

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

改定のポイント⑥ 『いじめ重大事態対策チーム』

第三者委員会による
いじめ重大事態調査

事務局：教育総務課

実際のいじめ調査への指導助言を
行う立場の指導課ではない課が事
務局を担う

中立性・公平性を担保

調査・対応チーム

いじめ担当課だけでなく、学校・教
職員担当課などそれぞれの課が持
つ機能を生かし、いじめ問題に対応

習志野市いじめ防止基本方針の改定

１０

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

習志野市いじめ防止基本方針の改定への動き

令和７年１２月まで 改定案確定

令和８年 １月 教育委員会会議で提案
２月 校長会議で報告

令和８年２月下旬 ＨＰ公表
令和８年度
各学校のいじめ防止
基本方針に反映
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習志野市いじめ防止基本方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月 

習志野市・習志野市教育委員会 
 

 

 

 

 



 

1 

 

目     次 

はじめに        ・・・・・・・・・・３ 

第１章 いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念   ・・・・・・・・・・４ 

２ いじめの定義       ・・・・・・・・・・４ 

（１）いじめの定義      ・・・・・・・・・・４ 

（２）定義に基づくいじめの判断及び留意点   ・・・・・・・・・・４ 

３ いじめの理解       ・・・・・・・・・・６ 

４ いじめの防止等に関する基本的考え方    ・・・・・・・・・・６ 

（１）いじめの防止      ・・・・・・・・・・６ 

（２）いじめの早期発見      ・・・・・・・・・・６ 

（３）いじめへの対処      ・・・・・・・・・・６ 

（４）地域や家庭との連携について     ・・・・・・・・・・７ 

（５）関係機関との連携について     ・・・・・・・・・・７ 

第２章 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

１ 市・教育委員会が実施すべき施策    ・・・・・・・・・・８ 

（１）市が実施すべき基本的事項     ・・・・・・・・・・８ 

（２）いじめ防止等の対策のために市や教育委員会に設置する組織 ・・・・・・・・・・８ 

（３）教育委員会が実施すべき基本的事項    ・・・・・・・・・・８ 

（４）学校及び学校の教職員の役割    ・・・・・・・・・・９ 

（５）保護者との連携      ・・・・・・・・・１１ 

（６）市民との連携      ・・・・・・・・・１１ 

【資料①】いじめ認知後の組織的対応図（フローチャート））  ・・・・・・・・・１２ 

第３章 重大事態への対処 

１ 重大事態への対処についての基本的な方針   ・・・・・・・・・１３ 

２ 重大事態を認知した場合の対応    ・・・・・・・・・１３ 

３ 調査の主体等       ・・・・・・・・・１３ 

４ 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置  ・・・・・・・・・１４ 

５ 同種のいじめの再発防止のための調査結果の公表  ・・・・・・・・・１４ 

６ 教育委員会内「いじめ重大事態対策チーム」   ・・・・・・・・・１４ 

第４章 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

１ 調査結果等の資料の保存について    ・・・・・・・・・１５ 

２ 教職員の業務の精選について     ・・・・・・・・・１５ 

３ 「習志野市いじめ防止基本方針」の見直しについて   ・・・・・・・・・１５ 

【資料②】重大事態発生時の対応フロー    ・・・・・・・・・１６ 

【資料③】いじめ重大事態対策チームの設置について    ・・・・・・・・・１７ 

 

 



 

3 

 

はじめに 

 

いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権及び教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、心身

又は財産に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであり、いじめは決して許されるもので

はない。 

習志野市いじめ防止基本方針（以下、「市基本方針」という。）は、いじめの防止等（いじ

めの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関し、

基本理念を定め、習志野市（以下「市」という。）・習志野市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が取り組む基本的な方向を明らかにするものである。 

また、市・教育委員会が取り組むべき施策を整理し、及び積極的かつ効果的ないじめの

防止等のための対策を実施することにより、児童生徒が健やかに成長することができる環境

をつくることを目的とする。 

これらを踏まえ、市基本方針は、国及び県のいじめ防止基本方針を参酌し、いじめ防止等

のための対策を総合的かつ効果的に推進するために平成２７年１１月に策定したものであ

る。その後、令和４年度に「生徒指導提要」が改定されたことから、その内容を反映させるべ

く、令和６年１月に改定した。さらに、令和６年８月に「いじめの重大事態の調査に関するガイ

ドライン」が改定されたことや本市いじめ問題再調査委員会で指摘された点を踏まえ、いじ

めに関する関連法令等に則り、いじめへの対策を徹底するよう、市基本方針を再度改定する

こととした。 
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第１章 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

千葉県いじめ防止対策推進条例（平成２６年千葉県条例第３１号）では、以下のとおり

基本理念やいじめの禁止等について定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市基本方針では、上記の趣旨を鑑み、いじめはすべての児童生徒に関係する問題であ

り、すべての児童生徒が「いじめが絶対に許されない行為であると正しく認識すること」、

「自分がいじめを受けた場合やいじめを見つけた場合にどのように対処したらよいのかを

理解し行動できる力を身に付けること」が、学校の内外を問わず誰もがいじめの当事者と

なることのない環境を整えるための中核をなすものであると捉えている。 

そして、いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童生徒及びいじめを受けた

児童生徒を助けようとした児童生徒の生命及び心身を保護することが何よりも重要であ

り、そのために、市・教育委員会・学校・地域住民・家庭及び警察等の関係者が連携し、習

志野市民が一丸となって取り組んでいく。 

 

２ いじめの定義 

（１）いじめの定義 

市・教育委員会では、「いじめ防止対策推進法」（以下「法」という。）第２条に基づき、

次のとおり、いじめを定義する。 

 

 （２）定義に基づくいじめの判断及び留意点 

ア 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめら

れた児童生徒及び保護者の立場に立つことが必要である。 

イ いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判

断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることの

ないよう努めることが必要である。 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心

身の苦痛を感じているものをいう。 

第第三条 いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童等が自らいじめが絶

対に許されない行為であると正しく認識し、誰もがいじめの当事者となることのない環

境を整えることを基本として行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及びいじめを受けた児童

等を助けようとした児童等の生命及び心身を保護することが何よりも重要であることを

認識して、国、県、市町村（学校を設置する一部事務組合を含む。以下同じ。）、学校、地

域社会、保護者、家庭その他の関係者の連携の下、取り組まれなければならない。 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

２ 児童等は、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置すること

がないように努めるものとする。 
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ウ 本人がいじめを否定する場合が多々あることを踏まえる。 

エ いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第22条「学校におけるいじめの防

止等の対策のための組織（以下、「学校いじめ対策組織」という。）」を活用して行う。 

オ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、

塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該

児童生徒と何らかの人的関係を指す。 

カ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、所有物を隠されたり、

嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであって

も、見えないところで被害が発生している場合もあるため背景にある事情の調査を行い、

いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。 

キ インターネット上で特定の児童生徒に対する悪口が書かれていたものの、当該児童生徒

がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦

痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児童生徒に対する指導

等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。 

ク いじめの定義に該当すると判断した場合において、例外的に厳しい指導を要しない場合が

あり得る。例えば、好意から行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を

感じさせてしまったような場合がある。このような場合、学校は、行為を行った児童生徒に

悪意はなかったことを十分加味しつつ、他方でこの種の行為がストーカー行為等の規制

等に関する法律（平成１２年５月２４日法律第８１号）が定める「つきまとい等」に当たる

可能性があることを考慮した上で対応する必要がある。 

また、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして

良好な関係を再び築くことができた場合においても、学校は、「いじめ」という言葉を使わ

ず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。 

ケ 具体的ないじめの態様としては、以下のようなものがある。 

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる 

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

○ 金品をたかられる 

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

    コ 児童生徒が行った行為がいじめを意図して行った行為ではなく、また、１回のみで継続して

行われた行為ではなくても、その行為によって児童生徒が心身の苦痛を感じている場合

は、いじめとして認知して適切に対応する必要がある。また、上述のア～ケで挙げた「いじ

め」の中で、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、教育的な配慮や被

害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報し、警察と連携した対応を取るこ

とが必要である。 
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  ３ いじめの理解 

いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権の多くを著しく侵害し、その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童生徒の心に長く深

く傷を残すものである。また、「いじめは、どのこどもにも、どの学校にも起こりうるものであ

る。」という認識をもつ。 

さらに、「集団全体にいじめを許容しない雰囲気」を醸成するには、教職員の姿勢が大

きな影響を与える。教職員の振る舞いがいじめに暗黙の了解を与えたり、いじめを助長し

たりすることが起こり得ることを重く受け止める必要がある。 

 

４ いじめの防止等に関する基本的考え方 

（１）いじめの防止 

市・教育委員会は、児童生徒自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えるこ

とができる取り組みを通じて「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童生徒が

互いに良好な関係を築くことができる取り組みを通じて教育活動全体で行われる道徳教

育において、より良い人間関係や集団作りを推進する。 

また、法教育・人権教育を充実させ、他者をいじめることにより発生する責任などについ

ての具体的な指導を推進することが必要である。 

 

（２）いじめの早期発見 

年３回の定期的なアンケート調査や個別面談等により積極的にいじめの兆候を捉える

取り組みと、いじめを受けている又はいじめを認知した児童生徒が、速やかに相談できる

体制を学校内外に整備する取り組みが重要である。 

また、教職員をはじめとした、いじめからこどもたちを守る大人たちのいじめに対する感

度を高めるため、いじめ問題に直接携わる人材への研修や、市民に向けた啓発等を実施

する。 

 

（３）いじめへの対処 

いじめを受けた児童生徒及びいじめを受けた児童生徒を助けようとした児童生徒の生

命及び心身を保護することが、何よりも優先される。児童生徒を徹底して守り抜くために、

学校は組織として対応し、家庭、教育委員会等と連絡を密にし、必要に応じて警察や児童

相談所など関係機関と速やかに連携を図る。 

また、いじめを行った児童生徒に対して事実確認をするとともに、いじめが発生したクラ

スや部活動等の集団の状況を把握したうえで、適切に指導を行い、再発防止を徹底する。 
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（４）地域や家庭との連携について 

児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、地域や家庭との連携を図ることが重要

である。 

平素からいじめ防止における学校の取り組みについて、積極的な情報発信に努め、い

じめを含む問題行動等が発生した際に、迅速に協力し、対処できる体制を確立しておくこ

とが重要である。 

 

（５）関係機関との連携について 

いじめの未然防止や早期発見の観点からも学校や家庭、教育委員会と関係機関（警

察、児童相談所、法務局など）との連携を図る。 
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第２章 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

１ 市・教育委員会が実施すべき施策 

（１）市が実施すべき基本的事項 

ア 市は市立学校の設置者であることから、市立学校のいじめの防止等に関する施策を

積極的に実施する責務を有する。 

イ 市は市立学校以外の学校におけるいじめの防止等に関する施策を補完的に実施する

こととし、当該学校の要請を受けた場合には、迅速に必要な措置を行って協力するもの

とする。 

 

（２）いじめ防止等の対策のために市や教育委員会に設置する組織 

ア 法第１４条第１項に規定する、市に設置する組織 

「習志野市いじめ問題対策連絡協議会」において、市立小中学校・市立高等学校の

児童生徒のいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図るために、必要な事項

について協議する。 

イ 法第１４条第３項に規定する教育委員会の附属機関 

教育委員会に附属機関を設置し、地域におけるいじめ防止等のための対策を実効

的に行う。 

 

（３）教育委員会が実施すべき基本的事項 

ア 相談体制の充実 

教育委員会は、児童生徒をはじめ、保護者、教職員等がいじめに関して安心して相

談できるよう、各学校と総合教育センター等関係機関による相談体制の充実を図る。 

また、いじめについて児童生徒や保護者が相談できる、子どもと親のサポートセンターで

実施している「２４時間こどもＳＯＳダイヤル」や「教育相談」、国による「子どもの人権１１０

番」、県警察の少年相談窓口「ヤング・テレホン」及び市の「ならしの子どもホットライン」

等、学校の相談体制に加えて、児童生徒、保護者及び地域にこれらの相談機関について周

知する。併せて学校に対して児童生徒及び保護者への周知について指導・助言する。 

イ 情報収集・提供体制の充実 

市立小中学校及び市立高等学校において習志野市共通のいじめアンケートを年に

３回実施し、その結果を集約した上で、いじめ問題対策連絡協議会・教育委員会会議・

校長会議等の場で結果の報告を行い、必要に応じて県教育委員会に情報を提供する。 

ウ 各学校に対するいじめ防止等の取り組みの推進 

各学校が策定している「学校いじめ防止基本方針」の見直しを奨励し、方針に基づ

いたいじめ防止等の取り組みについて、点検や支援を行う。 

また、生徒総会等で「いじめ根絶宣言」を採択する、「イエローリボンキャンペーン」

「あいさつ運動」に取り組むなど、各学校の児童会・生徒会が主体となった、いじめ防止

の自主的な取り組みを推進する。 
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    エ 教職員のいじめ対応への資質向上 

管理職研修、生徒指導主任研修会、教育相談研修会、養護教諭研修会等、職層に応じ

た研修において、児童生徒の心の痛みに気付く感性や人権感覚の向上に資するため、いじ

め防止等のための対策に係る内容を計画的に実施する。 

    オ 教育委員会内のいじめ対応組織の明確化 

日頃からのいじめ対応を行う担当課といじめ重大事態の調査を行う場合等の事務局組

織を分担して対応ができる体制を整える。 

 

 （４）学校及び学校の教職員の役割 

学校及び学校の教職員は、保護者・地域・関係機関等と連携を図りつつ、学校全体で

いじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われ

るときは、迅速かつ適切に対処する必要がある。 

ア 「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）の策定 

学校は、その学校の実情に応じ、学校基本方針を策定する。学校基本方針策定の意

義は、各学校が実効性のあるいじめ問題への具体的な対応策を決定するとともに、策

定を通して、すべての教職員がいじめ問題への理解をより一層深めるという研修の側

面がある。協議等を通して全教職員の共通理解のもと方針を決定・実行し、学校ホーム

ページ等で公表するほか、入学時や年度初め等、様々な機会を活用して児童生徒、保

護者に説明することを通じて、児童生徒、保護者や地域住民の声を聞く等により、その

成果を定期的に評価・点検して必要に応じた学校基本方針の改善を行う。 

イ 学校いじめ対策組織 

学校は、いじめへの対応に当たり、学校の教職員等の間における情報の共有及び協

力体制の構築を適切に行う。また、学校には、日頃からいじめの問題等、児童生徒の指導

上の課題に対応するための組織として、学校いじめ対策組織を置く。（定例で位置付けて

いる「生徒指導部会」等、既存の組織と兼ねて活用してもよい。） 

「学校いじめ対策組織」の具体的役割は、、以下が挙げられる。 

（ア） 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成、実行、検証及び修正

の中核としての役割 

（イ） いじめの相談、通報の窓口としての役割 

（ウ） いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録及び

共有を行う役割 

（エ） いじめの疑いに係る情報を察知した場合には、情報の迅速な共有、関係のある児童生

徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定及び保護者との連携等

の対応を組織的に実施する役割 

また、学校が重大事態の調査を行う場合は、この組織を母体としつつ、当該事案の性

質に応じて適切な専門家を加える等の方法によって対応することも考えられる。 
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ウ 学校におけるいじめの防止等に関する措置 

（ア）未然防止 

いじめはどのこどもにも起こり得るという事実を踏まえ、「児童生徒自らがいじめに

関する問題を主体的かつ真剣に考え法や自校の学校基本方針について学ぶことが

できる取り組み」「児童生徒が互いに良好な関係を築くことができる取り組み」その

他いじめの予防のための対策として、少なくとも毎学期初めに「SOS の出し方教育」

を実施するとともに、道徳や特別活動の中で傍観者の中からいじめを抑止する仲裁

者やいじめを告発する相談者が現れるためのいじめ防止授業を実施するなど各学

校の実態に応じた取り組みを推進する。 

（イ）早期発見 

教職員は、児童生徒が自らSOSを発信すること、及びいじめの情報を教職員に報

告することは、当該児童生徒にとっては多大な勇気を要するものであることを認識し、

ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に

関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知するこ

ととする。教職員一人ひとりが知り得たいじめの情報は学校いじめ対策組織に報告・

共有し、学校として組織的な対応をとる必要がある。 

保護者には、いじめがあった場合の児童生徒の変化の特徴を示し、気になる点が

ある場合は、速やかに学校に相談するよう周知する。 

（ウ）いじめに対する措置 

いじめの発見・通報を受けた場合には、教育委員会が作成した生徒指導記録簿を

活用し記録したうえで、平素から報告連絡体制（いつ、どこで、だれが、何を、どのよう

に等）を徹底し、特定の教職員で抱え込まず、集約担当を位置づけ、速やかに組織

的に対応する。事案によっては、警察への通報など関係機関と速やかに連携する。 

いじめが認知された場合には、被害・加害の双方の保護者に対して、学校基本方

針に沿った対応方針を伝え、信頼関係の下に理解と協力を得られるように努める。適

切な調査に基づき、被害児童生徒、保護者には適宜状況を説明し、安心して学校に

通学するための措置を確実に行う。説明においては、被害者、加害者を問わず、事実

を正確かつ速やかに伝えることが大原則であり、いじめ被害者の安全確保を最優先

し、同時に心のケアを行うとともに、いじめ加害者には、教育的配慮の下、毅然とした

指導を行い、その保護者には指導上の助言を行う。 

    （エ）いじめの解消について判断をする際の留意点 

いじめは、児童生徒の謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消

している」状態については、国基本方針に基づき、「いじめに係る行為が少なくとも３か月

間止んでいること」「被害児童生徒本人及びその保護者に確認した上で、被害児童生

徒が心身の苦痛を感じていないこと」の２つの要件が満たされている場合とする。 

ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案

して判断する必要がある。 
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また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階にすぎず、「解消

している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏ま

え、学校教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒について、日常的に、

注意深く観察する必要がある。 

 

    （５）保護者との連携 

保護者に対して、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には適切に当該児

童生徒をいじめから保護し、市・教育委員会・学校が講じるいじめ防止等の措置へ

協力するよう働き掛ける。 

  

（６）市民との連携 

市民に対して、児童生徒に対する見守り・児童生徒の交流の機会の確保など、安

心して児童生徒が過ごすことができる環境づくりへの協力を働き掛ける。また、いじめ

を発見した場合又はいじめの疑いがあると認められる場合には、市・教育委員会・学

校その他の関係者に情報を提供するよう求める。 
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合意形成が

図れた場合 

いじめ認知後の組織的対応図（フローチャート） 

 

いじめ（疑いを含む）に係る情報がある場合には、以下のフローチャートを基に、各校のいじ

めの防止等の対策のための組織において、情報の迅速な共有を行い、関係児童生徒への聞き

取りやアンケート調査等により事実関係を把握し、迅速かつ丁寧に対応する。 

 

＊トラブル確認                                    ＊アンケート調査 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒指導上の 

トラブル等 

合意形成が 

図れない場合 

いじめの重大事態 

が疑われる場合 

いじめの重大事態が

疑われない場合 

いじめである 

いじめである いじめの判断が 

難しい 

生徒指導上の 

トラブル等 

教職員は、いじめに関する児童生徒からの相談・
教育相談アンケート及び教育相談・周りの児童生
徒からの情報・保護者からの訴え等について、い
じめ・生徒指導等事案記録簿に記録する。児童生
徒への聞き取りなどは各学級の生徒指導ノート等
へ記録する。 

いじめアンケート結果 
「いじめあり」 

集約担当はいじめ・生徒指導記録簿等を毎日確認し、以下の対応を行う。 

担任がアンケートをもとに該当児童に聞き取り
を行い、記録を取り（アンケート用紙に書き込
む）、いじめ・生徒指導等事案記録簿にも記載
する。保護者にも必ず連絡を入れる 

学年の教職員で 

経過観察をしていく 

学校いじめ対策組織を

校長が招集し協議 

速やかに校長が 

いじめの認知を行う 

 

該当学年の担任及び学年主任と生

徒指導主任で対応を練る 

 

 

学校いじめ対策組織を 

校長が招集し、対応を検討する 

関係児童生徒への聞き取り
と指導を行う。指導の内容
は、生徒指導ノート等に記録
し、担任が保護者にも伝え
る。 

管理職が入り 

対応する 

校長が教育委員会に

報告する 

 

合意形成が

図れた場合 

教職員全員で継続指導・経過観察 

３か月を目安に解消判断 

いじめの重大事態 

として判断 

保護者からいじめ重大事態調査の申し入れがあった

場合は、校長が直ちに認知し教育委員会に報告する。 

P.16 の重大事態フローチャートへ 

【資料①】 
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第３章 重大事態への対処 

 １ 重大事態への対処についての基本方針 

重大事態への対処については、令和６年８月に改定された文部科学省の「いじめの重

大事態の調査に関するガイドライン」に則り、対応することを基本とする。 

〈重大事態〉 

1 号事案 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な 

被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

例えば、以下のケースが想定される。 

・児童生徒が自殺を企図した場合 

・身体に重大な傷害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合 

２号事案いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを 

余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

 

２ 重大事態を認知した場合の対応 

重大事態と認められる（疑いも含む）場合、学校は、下記の方法により、電話等で速や

かに報告を行い、その後、文書による報告（様式１【資料④】）を行う。 

〔学校→習志野市教育委員会→市長〕 

※教育委員会は、教育事務所を経由して、県教育委員会に情報を提供する。 

 

３ 調査の主体等【取扱いフローは資料②に掲載】 

法律上、調査は、教育委員会または学校が主体となって行うものとされており、教育委

員会が個別の重大事態の状況に応じて、調査の主体を決定する。当該事案の指導経過

や特性、いじめを受けた児童生徒や保護者の訴えなどを踏まえ、学校主体の調査では当

該重大事態への対応および同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果が得られな

いと判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、教育

委員会において調査を実施する。その場合、教育委員会の附属機関を活用する。 

なお、不登校重大事態については、これまでも詳細な事実関係の確認や再発防止の検

討だけでなく、対象児童生徒の学校復帰や学びの継続に向けた支援につなげることを調

査の目的として位置付けており、学校内の様子や教職員・児童生徒の状況は対象児童生

徒が在籍している学校が最も把握していることを踏まえて、原則として学校主体で調査を

行うこととする。 

重大事態調査を行う前には対象児童生徒・保護者への説明が必要であり、調査目的

の理解を得るとともに、調査事項や調査組織の構成等について認識のすり合わせを丁寧

に行い、円滑な調査の実施につなげる。 
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調査結果は、調査報告書本体または概要版資料を対象児童生徒・保護者に提示また

は提供し、対応の検証、当該事案への対処及び再発防止策等を口頭で説明する。なお、

この調査結果については、教育委員会が速やかに市長に報告する。 

 

４ 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置 

市内各学校におけるいじめの重大事態について、市長は、必要があると認める場合は、

附属機関を設けて調査を行う等の方法により、学校等による調査の結果について再調査

を行う。この場合は、児童生徒への心理的な負担や調査の重複の問題等を十分考慮する。 

 

５ 同種のいじめの再発防止のための調査結果の公表 

社会全体でいじめ問題を考える契機とし、教育委員会及び学校が当事者として厳しく

事実に向き合い公正かつ適切ないじめ指導体制の構築と教育行政の推進に役立てるた

めに、調査結果の概要を習志野市ホームページで公表する。公表内容及び実施の判断は、

教育委員会が別途定めるガイドラインに従い、当該児童生徒及びその保護者の意向を踏

まえて決定する。 

 

  ６ 教育委員会内「いじめ重大事態対策チーム」（資料③） 

     学校においていじめ重大事態（疑い含む）が発生した際、教育委員会内の各課が連携

し、学校と協力しながら、迅速かつ組織的に対応し、被害児童生徒及び保護者の安全・安

心を確保するとともに、公正な調査と再発防止策の確実な実行のため、「いじめ重大事対

策チーム」を編成する。 
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第４章 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

１ 調査に関する資料等の保存について 

いじめ重大事態の調査に関して第三者委員会で会議を開催する際には、会議を録音し

た上で全文筆記による会議録の作成を行う。各学校においても、いじめ重大事態の調査

のために、学校いじめ対策組織による会議を開催する場合には、証拠性を担保するため、

メモ書きで記録を残すのではなく、全文筆記による会議録を必ず作成することとする。また、

いじめ重大事態に係る調査報告書や会議録、いじめアンケート、関連記録については、義

務教育期間を踏まえ、１０年間保管し、その適正な保存・管理を徹底すること。 

 

２ 教職員の業務の精選について 

教職員が、児童生徒と直接かかわる時間を十分確保することは、いじめ問題のみなら

ず、教育活動の成果を高める根源的な問題である。 

学校・教育委員会・関係部局は業務を点検し、事務の効率化を図る。 

 

３ 「習志野市いじめ防止基本方針」の見直しについて 

「習志野市いじめ防止基本方針」は、習志野市ホームページ等で公表し、必要があると

認められるときは改善のための見直しを実施する。内容に変更があった場合はホームペー

ジ等を活用し、遅滞なく市民に周知する。 
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【資料②】 

【重大事態発生時の対応フロー】 

Ⅰ重大事態の発生報告【鑑・様式１（資料④）】（学校から報告を受理） →教育長へ報告 

 ①事務局が対策委員に報告 

   →Ⅰを市長へ報告→事務局が県へ報告→県が国に報告 

教育委員会会議（議題） ②事務局が教育委員に説明 

 
③校内いじめの重大事態調査会を開催(対策委員、市教委参加) 

「調査主体」と「調査方針」を確認・決定 

Ⅱ重大事態の調査開始報告【鑑・様式２（資料⑤）】（学校から報告を受理） →教育長へ報告 

   →Ⅱを市長へ報告→事務局が県へ報告→県が国に報告 

調査 ④調査主体が方針等を当事者に説明 

 ⑤調査主体が当事者に「中間報告」を適宜説明 

 （④⑤必要に応じて、対策委員を適宜派遣し指導・助言） 

 
⑥調査主体が当事者に「調査結果」を説明 

（当事者は必要に応じて意見書を提出することができる） 

 ⑦事務局が「公表の方針」を当事者に説明 

Ⅲ重大事態の調査結果報告（調査主体から報告を受理） 

   当事者から意見書が提出された場合は意見書も添える 
→教育長へ報告 

   →Ⅲを市長へ報告→事務局が県へ報告→県が国に報告 

教育委員会会議（議題） ⑧事務局は教育委員に説明 ⑨市のＨＰに概要版を公表 

（当事者＝被害児童及び保護者、対策委員＝いじめ問題対策委員、事務局＝教育総務課） 

 

教育委員会会議について  

・ 会議資料は、発生報告【様式１】（写し）、調査結果報告書（写し・氏名は黒塗）と

する。 

→個人情報が含まれるため習志野市教育委員会会議規則第１３条第１項第３ 
号により非開示 

・ 再発防止について意見聴取し、対応策を市長に報告する。 

公表版の公表について  

・ 「公表ガイドライン」により事務局が当事者に説明する。 

→公表の意義と弊害を説明して当事者の意向を確認 

・ 「概要版」を担当部局が作成し対策委員が適正性を検討する。 

・ 当事者の意向により市ＨＰに「概要版」を６か月間公表する。 
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【資料③】 
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【資料④】 
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【資料⑤】 
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習志野市いじめ防止基本方針 新旧対照表 

現行 改定後（案） 

１ はじめに １ はじめに 

この方針は、           （以下「市基本方針」と

いう。）いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権及び教育

を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の

形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、心身又は財産

に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであり、いじめは決し

て許されるものではないという視点に立ち、習志野市いじめ防止

基本方針（以下、「市基本方針」という。）は、いじめの防止等

（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以

下同じ。）のための対策に関し、基本理念を定め、習志野市（以下

「市」という。）・習志野市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が取り組む基本的な方向を明らかにするものである。 

また、市・教育委員会が取り組むべき施策を整理し、及び積極的

かつ効果的ないじめの防止等のための対策を実施することにより、

児童生徒が健やかに成長することができる環境をつくることを目的

とする。 

これらを踏まえ、市基本方針は、国及び県のいじめ防止基本方

針を参酌しいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進

するために平成２７年１１月に策定したものである。その後、令

和４年度に「生徒指導提要」が改定されたことから、その内容を

反映させるべく、令和６年１月に改定した。さらに、令和６年８

月に「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」が改定さ

れたことや本市いじめ問題再調査委員会で指摘された点を踏ま

え、いじめに関する関連法令等に則り、いじめへの対策を徹底す

るよう、市基本方針を再度改定することとした。 

 

この習志野市いじめ防止基本方針（以下「市基本方針」とい

う。は、いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権及び教

育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格

の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、心身又は財

産に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであり、いじめは決し

て許されるものではない。という視点に立ち習志野市いじめ防止

基本方針（以下、「市基本方針」という。）は、いじめの防止等

（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以

下同じ。）のための対策に関し、基本理念を定め、習志野市（以下

「市」という。）・習志野市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が取り組む基本的な方向を明らかにするものである。 

また、市・教育委員会が取り組むべき施策を整理し、及び積極的

かつ効果的ないじめの防止等のための対策を実施することにより、

児童生徒が健やかに成長することができる環境をつくることを目的

とする。 

これらを踏まえ、市基本方針は、国及び県のいじめ防止基本方

針を参酌し、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推

進するために平成２７年１１月に策定したものである。その後、

令和４年度に「生徒指導提要」が改定されたことから、その内容

を反映させるべく、令和６年１月に改定した。さらに、令和６年

８月に「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」が改定

されたことや本市いじめ問題再調査委員会で指摘された点を踏ま

え、いじめに関する関連法令等に則り、いじめへの対策を徹底す

るよう、市基本方針を再度改定することとした。 
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第１章 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する

事項 

（１）いじめの防止等の対策に関する基本理念 

千葉県いじめ防止対策推進条例（平成２６年千葉県条例第３１

号）では、以下のとおり基本理念やいじめの禁止等について定め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市基本方針では、上記の趣旨を鑑み、いじめはすべての児童生

徒に関係する問題であり、すべての児童生徒が「いじめが絶対に

許されない行為であると正しく認識すること」、「自分がいじめを

受けた場合やいじめを見つけた場合にどのように対処したらよい

のかを理解し行動できる力を身に付けること」が、学校の内外を

問わず誰もがいじめの当事者となることのない環境を整えるため

の中核をなすものである。と捉えている 

そして、いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童

生徒及びいじめを受けた児童生徒を助けようとした児童生徒の生

命及び心身を保護することが何よりも重要であり、そのために、

市・教育委員会・学校・地域住民・家庭及び警察等の関係者が連

携し、習志野市民が一丸となって取り組んでいく必要がある。 

第１章 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する

事項 

（１）１ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

千葉県いじめ防止対策推進条例（平成２６年千葉県条例第３１

号）では、以下のとおり基本理念やいじめの禁止等について定め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市基本方針では、上記の趣旨を鑑み、いじめはすべての児童

生徒に関係する問題であり、すべての児童生徒が「いじめが絶対

に許されない行為であると正しく認識すること」、「自分がいじめ

を受けた場合やいじめを見つけた場合にどのように対処したらよ

いのかを理解し行動できる力を身に付けること」が、学校の内外

を問わず誰もがいじめの当事者となることのない環境を整えるた

めの中核をなすものであると捉えている。 

そして、いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童

生徒及びいじめを受けた児童生徒を助けようとした児童生徒の生

命及び心身を保護することが何よりも重要であり、そのために、

市・教育委員会・学校・地域住民・家庭及び警察等の関係者が連

携し、習志野市民が一丸となって取り組んでいく必要がある。 

第三条 いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童等

が自らいじめが絶対に許されない行為であると正しく認識し、誰

もがいじめの当事者となることのない環境を整えることを基本と

して行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及び

いじめを受けた児童等を助けようとした児童等の生命及び心身を

保護することが何よりも重要であることを認識して、国、県、市

町村（学校を設置する一部事務組合を含む。以下同じ。）、学校、

地域社会、保護者、家庭その他の関係者の連携の下、取り組まれ

なければならない。 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

２ 児童等は、他の児童等に対して行われるいじめを認識しなが

らこれを放置することがないように努めるものとする。 

第三条 いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童等

が自らいじめが絶対に許されない行為であると正しく認識し、誰

もがいじめの当事者となることのない環境を整えることを基本と

して行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及び

いじめを受けた児童等を助けようとした児童等の生命及び心身を

保護することが何よりも重要であることを認識して、国、県、市

町村（学校を設置する一部事務組合を含む。以下同じ。）、学校、

地域社会、保護者、家庭その他の関係者の連携の下、取り組まれ

なければならない。 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

２ 児童等は、他の児童等に対して行われるいじめを認識しなが

らこれを放置することがないように努めるものとする。 
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（２）２ いじめの定義 

（１）いじめの定義 

市・教育委員会では、「いじめ防止対策推進法」（以下「法」と

いう。）第２条に基づき、次のとおり、いじめを定義する。 

 

 （２）定義に基づくいじめの判断及び留意点 

ア 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面

的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場

に立つことが必要である。 

イ いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象とな

るいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の

苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されるこ

とのないよう努めることが必要である。 

ウ 本人がいじめを否定する場合が多々あることを踏まえる。 

エ いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第 22

条「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織（以下、

「学校いじめ対策組織」という。）」を活用して行う。 

オ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学

校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当

該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、

当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。 

カ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたか

られたり、所有物を隠されたり、嫌なことを無理矢理させ

られたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いで

あっても、見えないところで被害が発生している場合もあ

るため背景にある事情の調査を行い、いじめられた児童生

徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。 

いじめとは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校

に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童

生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象とな

った児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

（２）２ いじめの定義 

（１）いじめの定義 

市・教育委員会では、「いじめ防止対策推進法」（以下「法」と

いう。）第２条に基づき、次のとおり、いじめを定義する。 

 

 （２）定義に基づくいじめの判断及び留意点 

ア 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面

的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒及び保

護者の立場に立つことが必要である。 

イ いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象とな

るいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の

苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されるこ

とのないよう努めることが必要である。 

ウ 本人がいじめを否定する場合が多々あることを踏まえる。 

エ いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第 22

条「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織（以下、

「学校いじめ対策組織」という。）」を活用して行う。 

オ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学

校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当

該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、

当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。 

カ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたか

られたり、所有物を隠されたり、嫌なことを無理矢理させ

られたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いで

あっても、見えないところで被害が発生している場合もあ

るため背景にある事情の調査を行い、いじめられた児童生

徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校

に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等

が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 
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キ インターネット上で特定の児童生徒に対する悪口が書かれ

ていたものの、当該児童生徒がそのことを知らずにいるよ

うな場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦

痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を

行った児童生徒に対する指導等については法の趣旨を踏ま

えた適切な対応が必要である。 

ク いじめの定義に該当すると判断した場合において、例外的

に厳しい指導を要しない場合があり得る。例えば、好意か

ら行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛

を感じさせてしまったような場合がある。このような場

合、学校は、行為を行った児童生徒に悪意はなかったこと

を十分加味しつつ、他方でこの種の行為がストーカー行為

等の規制等に関する法律（平成１２年５月２４日法律第８

１号）が定める「つきまとい等」に当たる可能性があるこ

とを考慮した上で対応する必要がある。 

また、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝

罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことが

できた場合等においても、学校は、「いじめ」という言葉

を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能であ

る。 

ケ 具体的ないじめの態様としては、以下のようなものがある。 

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる 

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られ

たりする 

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

○ 金品をたかられる 

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられた

りする 

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させ

られたりする 

○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等 

  コ 児童生徒が行った行為がいじめを意図して行った行為では

キ インターネット上で特定の児童生徒に対する悪口が書かれ

ていたものの、当該児童生徒がそのことを知らずにいるよ

うな場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦

痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を

行った児童生徒に対する指導等については法の趣旨を踏ま

えた適切な対応が必要である。 

ク いじめの定義に該当すると判断した場合において、例外的

に厳しい指導を要しない場合があり得る。例えば、好意か

ら行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛

を感じさせてしまったような場合がある。このような場

合、学校は、行為を行った児童生徒に悪意はなかったこと

を十分加味しつつ、他方でこの種の行為がストーカー行為

等の規制等に関する法律（平成１２年５月２４日法律第８

１号）が定める「つきまとい等」に当たる可能性があるこ

とを考慮した上で対応する必要がある。 

また、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝

罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことが

できた場合等においても、学校は、「いじめ」という言葉

を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能であ

る。 

ケ 具体的ないじめの態様としては、以下のようなものがある。 

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる 

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られ

たりする 

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

○ 金品をたかられる 

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられた

りする 

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させ

られたりする 

○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等 

  コ 児童生徒が行った行為がいじめを意図して行った行為では
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なく、また、１回のみで継続して行われた行為ではなくても、

その行為によって児童生徒が心身の苦痛を感じている場合

は、いじめとして認知して適切に対応する必要がある。また、

上述のア～ケで挙げた「いじめ」の中で、犯罪行為として取

り扱われるべきと認められる場合は、教育的な配慮や被害者

の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報し、警察と

連携した対応を取ることが必要である。 

なく、また、１回のみで継続して行われた行為ではなくても、

その行為によって児童生徒が心身の苦痛を感じている場合

は、いじめとして認知して適切に対応する必要がある。また、

上述のア～ケで挙げた「いじめ」の中で、犯罪行為として取

り扱われるべきと認められる場合は、教育的な配慮や被害者

の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報し、警察と

連携した対応を取ることが必要である。 

（３）３ いじめの認識 

いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権の多くを著し

く侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を

及ぼし、いじめを受けた児童生徒の心に長く深く傷を残すもので

ある。また、「いじめは、どの子供 にも、どの学校にも起こりう

るものである。」という認識をもつ。 

さらに、「集団全体にいじめを許容しない雰囲気」を醸成するに

は、教職員の姿勢が大きな影響を与える。教職員の振る舞いがい

じめに暗黙の了解を与えたり、いじめを助長したりすることが起

こり得る問題を重く受け止める必要がある。 

（３３） いじめの理解 

いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権の多くを著し

く侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を

及ぼし、いじめを受けた児童生徒の心に長く深く傷を残すもので

ある。また、「いじめは、どのこどもにも、どの学校にも起こりう

るものである。」という認識をもつ。 

さらに、「集団全体にいじめを許容しない雰囲気」を醸成するに

は、教職員の姿勢が大きな影響を与える。教職員の振る舞いがい

じめに暗黙の了解を与えたり、いじめを助長したりすることが起

こり得ることを重く受け止める必要がある。 

２４ いじめの防止等に関する基本的考え方 

（１）いじめの防止 

市・教育委員会は、児童生徒自らがいじめに関する問題を主体

的かつ真剣に考えることができる取り組みを通じて「いじめは決

して許されない」ことの理解を促し、児童生徒が互いに良好な関

係を築くことができる取り組みを通じて教育活動全体で行われ

る道徳教育において、より良い人間関係や集団作りを推進する。 

また、法教育・人権教育を充実させ、他者をいじめることによ

り発生する責任などについての具体的な指導を推進することが

必要である。 

 

（２）いじめの早期発見 

年３回の定期的なアンケート調査や個別面談等により積極的に

いじめの兆候を捉える取り組みと、いじめを受けている又はいじ

めを認知した児童生徒が、速やかに相談できる体制を学校内外に

２４ いじめの防止等に関する基本的考え方 

（１）いじめの防止 

市・教育委員会は、児童生徒自らがいじめに関する問題を主体

的かつ真剣に考えることができる取り組みを通じて「いじめは決

して許されない」ことの理解を促し、児童生徒が互いに良好な関

係を築くことができる取り組みを通じて教育活動全体で行われ

る道徳教育において、より良い人間関係や集団作りを推進する。 

また、法教育・人権教育を充実させ、他者をいじめることによ

り発生する責任などについての具体的な指導を推進することが

必要である。 

 

（２）いじめの早期発見 

年３回の定期的なアンケート調査や個別面談等により積極的に

いじめの兆候を捉える取り組みと、いじめを受けている又はいじ

めを認知した児童生徒が、速やかに相談できる体制を学校内外に
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整備する取り組みが重要である。 

また、教職員をはじめとした、いじめから子供 たちを守る大

人たちのいじめに対する感度を高めるため、いじめ問題に直接携

わる人材への研修や、市民に向けた啓発等を実施する。 

 

（３）いじめへの対処 

いじめを受けた児童生徒及びいじめを受けた児童生徒を助け

ようとした児童生徒の生命及び心身を保護することが、何よりも

優先される。児童生徒を徹底して守り抜くために、学校は組織と

して対応し、家庭、教育委員会等と連絡を密にし、必要に応じて

警察や児童相談所など関係機関と速やかに連携を図る。 

また、いじめを行った児童生徒に対して事情確認をするととも

に、いじめが発生したクラスや部活動等の集団の状況を把握した

うえで、適切に指導を行い、再発防止を徹底する。 

 

（４）地域や家庭との連携について 

児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、地域や家庭との

連携を図ることが重要である。 

平素からいじめ防止における学校の取り組みについて、積極的

な情報発信に努め、いじめを含む問題行動等が発生した際に、迅

速に協力し、対処できる体制を確立しておくことが重要である。 

整備する取り組みが重要である。 

また、教職員をはじめとした、いじめからこどもたちを守る大

人たちのいじめに対する感度を高めるため、いじめ問題に直接携

わる人材への研修や、市民に向けた啓発等を実施する。 

 

（３）いじめへの対処 

いじめを受けた児童生徒及びいじめを受けた児童生徒を助け

ようとした児童生徒の生命及び心身を保護することが、何よりも

優先される。児童生徒を徹底して守り抜くために、学校は組織と

して対応し、家庭、教育委員会等と連絡を密にし、必要に応じて

警察や児童相談所など関係機関と速やかに連携を図る。 

また、いじめを行った児童生徒に対して事実確認をするととも

に、いじめが発生したクラスや部活動等の集団の状況を把握した

うえで、適切に指導を行い、再発防止を徹底する。 

 

（４）地域や家庭との連携について 

児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、地域や家庭との

連携を図ることが重要である。 

平素からいじめ防止における学校の取り組みについて、積極的

な情報発信に努め、いじめを含む問題行動等が発生した際に、迅

速に協力し、対処できる体制を確立しておくことが重要である。 

第２章 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

３１ 市・教育委員会が実施すべき施策 

（１）市が実施すべき基本的事項 

①  市は市立学校の設置者であることから、市立学校のいじめ

の防止等に関する施策を積極的に実施する責務を有する。 

②   市は市立学校以外の学校におけるいじめの防止等に関する

施策を補完的に実施することとし、当該学校の要請を受けた

場合には、迅速に必要な措置を行って協力するものとする。 

 

（２）いじめ防止等の対策のために市や教育委員会に設置する組織 

①  法第１４条第１項に規定する、市に設置する組織 

「習志野市いじめ問題対策連絡協議会」において、市立小

第２章 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

３１ 市・教育委員会が実施すべき施策 

（１）市が実施すべき基本的事項 

ア① 市は市立学校の設置者であることから、市立学校のいじめ

の防止等に関する施策を積極的に実施する責務を有する。 

イ②  市は市立学校以外の学校におけるいじめの防止等に関する

施策を補完的に実施することとし、当該学校の要請を受けた

場合には、迅速に必要な措置を行って協力するものとする。 

 

（２）いじめ防止等の対策のために市や教育委員会に設置する組織 

ア① 法第１４条第１項に規定する、市に設置する組織 

「習志野市いじめ問題対策連絡協議会」において、市立小
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中学校・市立高等学校の児童生徒のいじめ防止等に関係する

機関及び団体の連携を図るために、必要な事項について協議

する。 

②  法第１４条第３項に規定する教育委員会の附属機関 

教育委員会に附属機関を設置し、地域におけるいじめ防止

等のための対策を実効的に行う。 

 

（３）教育委員会が実施すべき基本的事項 

 

ア① 相談体制の充実 

教育委員会は、児童生徒をはじめ、保護者、教職員等がい

じめに関して安心して相談できるよう、各学校と総合教育セ

ンター等関係機関による相談体制の充実を図る。 

また、いじめについて児童生徒や保護者が相談できる、

子どもと親のサポートセンターで実施している「２４時間

子供ＳＯＳダイヤル」や「教育相談」、国による「子ども

の人権１１０番」、県警察の少年相談窓口「ヤング・テレ

ホン」及び市の「いじめ１１０番」等、学校の相談体制に

加えて、児童生徒、保護者及び地域にこれらの相談機関に

ついて周知する。併せて学校に対して児童生徒及び保護者

への周知について指導・助言する。 

イ② 情報収集・提供体制の充実 

市立小中学校及び市立高等学校において習志野市共通のい

じめアンケートを年に３回実施し、その結果を集約した上で、

いじめ問題対策連絡協議会・教育委員会会議・校長会議等の

場で結果の報告を行い、必要に応じて県教育委員会に情報を

提供する。 

 

ウ③ 各学校に対するいじめ防止等の取り組みの推進 

各学校が策定している「学校いじめ防止基本方針（以下、

「学校基本方針」という）」の見直しを奨励し、方針に基づい

たいじめ防止等の取り組みについて、点検や支援を行う。 

また、生徒総会等で「いじめ根絶宣言」を採択する、「イエ

中学校・市立高等学校の児童生徒のいじめ防止等に関係する

機関及び団体の連携を図るために、必要な事項について協議

する。 

イ② 法第１４条第３項に規定する教育委員会の附属機関 

教育委員会に附属機関を設置し、地域におけるいじめ防止

等のための対策を実効的に行う。 

 

（３）教育委員会が実施すべき基本的事項 

 

ア① 相談体制の充実 

教育委員会は、児童生徒をはじめ、保護者、教職員等がい

じめに関して安心して相談できるよう、各学校と総合教育セ

ンター等関係機関による相談体制の充実を図る。 

また、いじめについて児童生徒や保護者が相談できる、子

どもと親のサポートセンターで実施している「２４時間子供

ＳＯＳダイヤル」や「教育相談」、国による「子どもの人権

１１０番」、県警察の少年相談窓口「ヤング・テレホン」及

び市の「ならしの子どもホットライン」等、学校の相談体制

に加えて、児童生徒、保護者及び地域にこれらの相談機関に

ついて周知する。併せて学校に対して児童生徒及び保護者へ

の周知について指導・助言する。 

イ② 情報収集・提供体制の充実 

市立小中学校及び市立高等学校において習志野市共通のい

じめアンケートを年に３回実施し、その結果を集約した上で、

いじめ問題対策連絡協議会・教育委員会会議・校長会議等の

場で結果の報告を行い、必要に応じて県教育委員会に情報を

提供する。 

 

ウ③ 各学校に対するいじめ防止等の取り組みの推進 

各学校が策定している「学校いじめ防止基本方針」の見直

しを奨励し、方針に基づいたいじめ防止等の取り組みについ

て、点検や支援を行う。 

また、生徒総会等で「いじめ根絶宣言」を採択する、「イエ
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ローリボンキャンペーン」「あいさつ運動」に取り組むなど、

各学校の児童会・生徒会が主体となった、いじめ防止の自主

的な取り組みを推進する。 

  エ④ 教職員のいじめ対応への資質向上 

     管理職研修、生徒指導主任研修会、教育相談研修会、養

護教諭研修会等、職層に応じた研修において、児童生徒の

心の痛みに気付く感性や人権感覚の向上に資するため、い

じめ防止等のための対策に係る内容を計画的に実施する。 

オ⑤ 教育委員会内のいじめ対応組織の明確化 

日頃からのいじめ対応を行う担当課といじめ重大事態の調

査を行う場合の事務局組織を分担して対応ができる対応がで

きる体制を整える。 

 

（４）学校及び学校の教職員の役割 

ア①「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）

の策定 

学校は、その学校の実情に応じ、学校基本方針を策定する。

学校基本方針策定の意義は、各学校が実効性のあるいじめ問

題への具体的な対応策を決定するとともに、策定を通して、

すべての教職員がいじめ問題への理解をより一層深めるとい

う研修の側面がある。協議等を通して全教職員の共通理解の

もと方針を決定・実行し、学校ホームページ等で公表するほ

か、入学時や年度初め等、様々な機会を活用して児童生徒、

保護者に説明することを通じて、児童生徒、保護者や地域住

民の声を聞く等により、その成果を定期的に評価・点検して

必要に応じた学校基本方針の改善を行う。 

イ② 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

学校は、いじめへの対応に当たり、学校の教職員等の間に

おける情報の共有及び協力体制の構築を適切に行う。また、

学校には、日頃からいじめの問題等、児童生徒の指導上の課

題に対応するための組織として、学校におけるいじめの防止

ローリボンキャンペーン」「あいさつ運動」に取り組むなど、

各学校の児童会・生徒会が主体となった、いじめ防止の自主

的な取り組みを推進する。 

  エ④ 教職員のいじめ対応への資質向上 

     管理職研修、生徒指導主任研修会、教育相談研修会、養護

教諭研修会等、職層に応じた研修において、児童生徒の心の

痛みに気付く感性や人権感覚の向上に資するため、いじめ防

止等のための対策に係る内容を計画的に実施する。 

オ⑤ 教育委員会内のいじめ対応組織の明確化 

日頃からのいじめ対応を行う担当課といじめ重大事態の

調査を行う場合等の事務局組織を分担して対応ができる体

制を整える。 

 

（４）学校及び学校の教職員の役割 

ア①学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）

の策定 

学校は、その学校の実情に応じ、学校基本方針を策定する。

学校基本方針策定の意義は、各学校が実効性のあるいじめ問

題への具体的な対応策を決定するとともに、策定を通して、

すべての教職員がいじめ問題への理解をより一層深めるとい

う研修の側面がある。協議等を通して全教職員の共通理解の

もと方針を決定・実行し、学校ホームページ等で公表するほ

か、入学時や年度初め等、様々な機会を活用して児童生徒、

保護者に説明することを通じて、児童生徒、保護者や地域住

民の声を聞く等により、その成果を定期的に評価・点検して

必要に応じた学校基本方針の改善を行う。 

イ② 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

学校は、いじめへの対応に当たり、学校の教職員等の間に

おける情報の共有及び協力体制の構築を適切に行う。また、

学校には、日頃からいじめの問題等、児童生徒の指導上の課

題に対応するための組織として、学校におけるいじめの防止
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等の対策のための組織学校いじめ対策組織を置く。（定例で

位置付けている「生徒指導部会」等、既存の組織と兼ねて活

用してもよい。） 

「学校いじめ対策組織」の具体的役割は、以下が挙げら

れる。 

（ア） 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の

作成、実行、検証及び修正の中核としての役割 

（イ） いじめの相談、通報の窓口としての役割 

（ウ） いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに

係る情報の収集と記録及び共有を行う役割 

（エ） いじめの疑いに係る情報を察知した場合には、情報の迅

速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指

導や支援の体制・対応方針の決定及び保護者との連携等

の対応を組織的に実施する役割 

また、学校が重大事態の調査を行う場合は、この組織を母体と

しつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家を加える等の方法

によって対応することも考えられる。 

 

ウ③ 学校におけるいじめの防止等に関する措置 

 

（ア）未然防止 

いじめはどの子供にも起こり得るという事実を踏まえ、「児

童生徒自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考え法

や自校の学校基本方針について学ぶことができる取り組み」

「児童生徒が互いに良好な関係を築くことができる取り組

み」その他いじめの予防のための対策として、少なくとも毎

学期初めに「SOS の出し方教育」を実施するとともに、「道

徳や特別活動の中で傍観者の中からいじめを抑止する仲裁者

やいじめを告発する相談者が現れるためのいじめ防止授業を

実施するなど各学校の実態に応じた取り組み」を推進する。 

（イ）早期発見 

教職員は、児童生徒が自ら SOSを発信すること及び、いじ

めの情報を教職員に報告することは、当該児童生徒にとって

等の対策のための組織学校いじめ対策組織を置く。（定例で

位置付けている「生徒指導部会」等、既存の組織と兼ねて活

用してもよい。） 

「学校いじめ対策組織」の具体的役割は、以下が挙げられ

る。 

（ア） 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の

作成、実行、検証及び修正の中核としての役割 

（イ） いじめの相談、通報の窓口としての役割 

（ウ） いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに

係る情報の収集と記録及び共有を行う役割 

（エ） いじめの疑いに係る情報を察知した場合には、情報の迅

速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指

導や支援の体制・対応方針の決定及び保護者との連携等

の対応を組織的に実施する役割 

また、学校が重大事態の調査を行う場合は、この組織を母体と

しつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家を加える等の方法

によって対応することも考えられる。 

 

ウ③ 学校におけるいじめの防止等に関する措置 

 

（ア）未然防止 

いじめはどのこどもにも起こり得るという事実を踏まえ、

「児童生徒自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考

え法や自校の学校基本方針について学ぶことができる取り組

み」「児童生徒が互いに良好な関係を築くことができる取り組

み」その他いじめの予防のための対策として、少なくとも毎

学期初めに「SOS の出し方教育」を実施するとともに、「道

徳や特別活動の中で傍観者の中からいじめを抑止する仲裁者

やいじめを告発する相談者が現れるためのいじめ防止授業を

実施するなど各学校の実態に応じた取り組み」を推進する。 

（イ）早期発見 

教職員は、児童生徒が自ら SOSを発信すること、及びいじ

めの情報を教職員に報告することは、当該児童生徒にとって
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は多大な勇気を要するものであることを認識し、ささいな兆

候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段

階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりす

ることなく、いじめを積極的に認知するように努める。こと

とする。教職員一人ひとりが知り得たいじめの情報は学校の

いじめの防止等の対策のための組織に報告・共有するし、学

校として組織的な対応をとる必要がある。 

保護者には、いじめがあった場合の児童生徒の変化の特徴

を示し、気になる点がある場合は、速やかに学校に相談する

よう周知する。 

（ウ）いじめに対する措置 

いじめの発見・通報を受けた場合には、教育委員会が作成

した生徒指導記録簿を活用し記録したうえで、平素から報告

連絡体制（いつ、どこで、だれが、何を、どのように等）を

徹底し、特定の教職員で抱え込まず、集約担当を位置づけ、

速やかに組織的に対応する。事案によっては、警察への通報

など関係機関と速やかに連携する。 

いじめが認知された場合には、被害・加害の双方の保護者

に対して、学校基本方針に沿った対応方針を伝え、信頼関係

の下に理解と協力を得られるように努める。適切な調査に基

づき、害児童生徒、保護者には適宜状況を説明し、安心して

ガッコに通学するための措置を確実に行う。説明において

は、被害者、加害者を問わず、事実を正確かつ速やかに伝え

ることが大原則であり、いじめ被害者の安全確保を最優先

し、同時に心のケアを行うとともに、いじめ加害者には、教

育的配慮の下、毅然とした指導を行い、その保護者には指導

上の助言を行う。 

  （エ）いじめの解消について判断をする際の留意点 

いじめは、児童生徒の謝罪をもって安易に解消とするこ

とはできない。いじめが「解消している」状態について

は、国基本方針に基づき、「いじめに係る行為が少なくと

も３か月間止んでいること」「被害児童生徒本人及びその

保護者に確認した上で、被害児童生徒が心身の苦痛を感じ

は多大な勇気を要するものであることを認識し、ささいな兆

候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段

階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりす

ることなく、いじめを積極的に認知するように努める。こと

とする。教職員一人ひとりが知り得たいじめの情報は学校の

いじめの防止等の対策のための組織に報告・共有するし、学

校として組織的な対応をとる必要がある。 

保護者には、いじめがあった場合の児童生徒の変化の特徴

を示し、気になる点がある場合は、速やかに学校に相談する

よう周知する。 

（ウ）いじめに対する措置 

いじめの発見・通報を受けた場合には、教育委員会が作成

した生徒指導記録簿を活用し記録したうえで、平素から報告

連絡体制（いつ、どこで、だれが、何を、どのように等）を

徹底し、特定の教職員で抱え込まず、集約担当を位置づけ、

速やかに組織的に対応する。事案によっては、警察への通報

など関係機関と速やかに連携する。 

いじめが認知された場合には、被害・加害の双方の保護者

に対して、学校基本方針に沿った対応方針を伝え、信頼関係

の下に理解と協力を得られるように努める。適切な調査に基

づき、被害児童生徒、保護者には適宜状況を説明し、安心し

て学校に通学するための措置を確実に行う。説明において

は、被害者、加害者を問わず、事実を正確かつ速やかに伝え

ることが大原則であり、いじめ被害者の安全確保を最優先

し、同時に心のケアを行うとともに、いじめ加害者には、教

育的配慮の下、毅然とした指導を行い、その保護者には指導

上の助言を行う。 

  （エ）いじめの解消について判断をする際の留意点 

いじめは、児童生徒の謝罪をもって安易に解消とすること

はできない。いじめが「解消している」状態については、国

基本方針に基づき、「いじめに係る行為が少なくとも３か月

間止んでいること」「被害児童生徒本人及びその保護者に確

認した上で、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこ
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ていないこと」の２つの要件が満たされている場合とす

る。 

ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、

必要に応じ、他の事情も勘案して判断する必要がある。 

また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくま

で、一つの段階にすぎず、「解消している」状態に至った場合

でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏ま

え、学校教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童

生徒について、日常的に、注意深く観察する必要がある 

と」の２つの要件が満たされている場合とする。 

ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、

必要に応じ、他の事情も勘案して判断する必要がある。 

また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくま

で、一つの段階にすぎず、「解消している」状態に至った場合

でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏ま

え、学校教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童

生徒について、日常的に、注意深く観察する必要がある。 

 【資料①】いじめ認知後の組織的対応図 追記 

４   重大事態への対処 

 

 １ 重大事態への対処についての基本方針 

重大事態への対処については、令和６年８月に改定された文部

科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に

則り、対応することを基本とする。 

〈重大事態〉 

一号事案 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心

身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めると

き。 

例えば、以下のケースが想定される。 

・児童生徒が自殺を企図した場合 

・身体に重大な傷害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合 

 

二号事案いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期

間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め

るとき。 

 （１） 重大事態を認知した場合の対応 

重大事態と認められる（疑いも含む）場合、学校は、下記の方

第３章 重大事態への対処 

 

 １ 重大事態への対処についての基本方針 

重大事態への対処については、令和６年８月に改定された文

部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」

に則り、対応することを基本とする。 

〈重大事態〉 

1号事案 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心

身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めると

き。 

例えば、以下のケースが想定される。 

・児童生徒が自殺を企図した場合 

・身体に重大な傷害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合 

 

２号事案いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期

間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め

るとき。 

２ （１）重大事態を認知した場合の対応 

重大事態と認められる（疑いも含む）場合、学校は、下記の方
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法により、電話等で速やかに報告を行い、その後、文書による報

告（様式１【資料④】）を行う。 

〔市立学校→習志野市教育委員会→市長〕 

※教育委員会は、教育事務所を経由して、県教育委員会に情

報を提供する。 

法により、電話等で速やかに報告を行い、その後、文書による報

告（様式１【資料④】）を行う。 

〔市立学校→習志野市教育委員会→市長〕 

※教育委員会は、教育事務所を経由して、県教育委員会に情

報を提供する。 

 （２）調査の主体等【取扱いフローは資料②に掲載】 

法律上、調査は、教育委員会または学校が主体となって行うも

のとされており、ことが原則であるが、教育委員会が個別の重大

事態の状況に応じて、調査の主体を決定する。当該事案の指導経

過や特性、いじめを受けた児童生徒や保護者の訴えなどを踏まえ、

学校主体の調査では当該重大事態への対応および同種の事態の発

生の防止に必ずしも十分な結果が得られないと判断する場合や、

学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、教

育委員会において調査を実施する。その場合、教育委員会の附属

機関を活用する。 

なお、不登校重大事態については、これまでも詳細な事実関係

の確認や再発防止の検討だけでなく、対象児童生徒の学校復帰や

学びの継続に向けた支援につなげることを調査の目的として位

置付けており、学校内の様子や教職員・児童生徒の状況は対象児

童生徒が在籍している学校が最も把握していることを踏まえて、

原則として学校主体で調査を行うこととする。 

重大事態調査を行う前には対象児童生徒・保護者への説明が必

要であり、調査目的について理解を得るとともに、調査事項や調

査組織の構成等について認識のすり合わせを丁寧に行い、円滑な

調査の実施につなげる。 

 調査結果は、調査報告書本体または概要版資料を対象児童生

徒・保護者に提示または提供し、対応の検証、当該事案への対

処及び再発防止策等を口頭で説明する。なお、この調査結果に

ついては、教育委員会が速やかに市長に報告する。 

３ （２）調査の主体等【取扱いフローは資料②に掲載】 

法律上、調査は、教育委員会または学校が主体となって行うも

のとされており、ことが原則であるが、教育委員会が個別の重大

事態の状況に応じて、調査の主体を決定する。当該事案の指導経

過や特性、いじめを受けた児童生徒や保護者の訴えなどを踏まえ、

学校主体の調査では当該重大事態への対応および同種の事態の発

生の防止に必ずしも十分な結果が得られないと判断する場合や、

学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、教

育委員会において調査を実施する。その場合、教育委員会の附属

機関を活用する。 

なお、不登校重大事態については、これまでも詳細な事実関係

の確認や再発防止の検討だけでなく、対象児童生徒の学校復帰や

学びの継続に向けた支援につなげることを調査の目的として位

置付けており、学校内の様子や教職員・児童生徒の状況は対象児

童生徒が在籍している学校が最も把握していることを踏まえて、

原則として学校主体で調査を行うこととする。 

重大事態調査を行う前には対象児童生徒・保護者への説明が必

要であり、調査目的について理解を得るとともに、調査事項や調

査組織の構成等について認識のすり合わせを丁寧に行い、円滑な

調査の実施につなげる。 

 調査結果は、調査報告書本体または概要版資料を対象児童生

徒・保護者に提示または提供し、対応の検証、当該事案への対

処及び再発防止策等を口頭で説明する。なお、この調査結果に

ついては、教育委員会が速やかに市長に報告する。 

４ （３）調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置 ４ （３）調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置 

５ （４）同種のいじめの再発防止のための調査結果の公表 ５ （４）同種のいじめの再発防止のための調査結果の公表 
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６ 教育委員会内「いじめ重大事態対策チーム」（資料②） 

   学校においていじめ重大事態（疑い含む）が発生した際、教育

委員会内の各課が連携し、学校と協力しながら、迅速かつ組織的

に対応し、被害児童生徒及び保護者の安全・安心を確保するとと

もに、公正な調査と再発防止策の確実な実行のため、「いじめ重大

事対策チーム」を編成する。 

 ６ 教育委員会内「いじめ重大事態対策チーム」（資料③） 

   学校においていじめ重大事態（疑い含む）が発生した際、教育

委員会内の各課が連携し、学校と協力しながら、迅速かつ組織的

に対応し、被害児童生徒及び保護者の安全・安心を確保するとと

もに、公正な調査と再発防止策の確実な実行のため、「いじめ重大

事対策チーム」を編成する。 

５   その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 第４章 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

１ （１）調査結果等の資料の保存について 

いじめに関する調査結果等の資料については、それぞれの設置

者の定める文書の保存に関する規則に従い適切に取り扱う。 

いじめ重大事態の調査に関して第三者委員会で会議を開催す

る際には、会議を録音した上で全文筆記による会議録の作成を行

う。各学校においても、いじめ重大事態の調査のために、学校い

じめ対策組織による会議を開催する場合には、証拠性を担保する

ため、メモ書きで記録を残すのではなく、全文筆記による会議録

を必ず作成することとする。また、いじめ重大事態に係る調査報

告書や会議録、いじめアンケート、関連記録については、義務教

育期間を踏まえ、１０年間保管し、その適正な保存・管理を徹底

すること。 

１ （１）調査に関する資料等の保存について 

いじめに関する調査結果等の資料については、それぞれの設置

者の定める文書の保存に関する規則に従い適切に取り扱う。 

いじめ重大事態の調査に関して第三者委員会で会議を開催す

る際には、会議を録音した上で全文筆記による会議録の作成を行

う。各学校においても、いじめ重大事態の調査のために、学校い

じめ対策組織による会議を開催する場合には、証拠性を担保する

ため、メモ書きで記録を残すのではなく、全文筆記による会議録

を必ず作成することとする。また、いじめ重大事態に係る調査報

告書や会議録、いじめアンケート、関連記録については、義務教

育期間を踏まえ、１０年間保管し、その適正な保存・管理を徹底

すること。 

２ （２）教職員の業務の精選について ２ （２）教職員の業務の精選について 

３ （３）「習志野市いじめ防止基本方針」の見直しについて ３ （３）「習志野市いじめ防止基本方針」の見直しについて 

 【資料②】重大事態発生時の対応フロー 追記 

 【資料③】いじめ重大事態対策チームの設置について 追記 

 【資料④】様式１ いじめ重大事態の発生に関する報告について 追

記 

 【資料⑤】様式２ いじめ重大事態調査の開始に関する報告について 

追記 

 



 

 

協 議 第 １ 号 

 

習志野市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画 

の策定について 

 

 

習志野市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定

について、別紙のとおり協議する。 

 

 

 

令和８年１月２８日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が
教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（改正）のポイント

令和７年６月に成立した改正給特法に基づき、服務を監督する教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して「業務量管理・健康確保措置
実施計画」を定めることとされたことを受け、給特法第７条に基づき文部科学大臣が定める指針に、働き方改革の更なる推進に向けて、国として、
教育委員会が計画を策定する際に踏まえるべき内容等を新たに位置づけるもの。

概 要

改正のポイント

１． 働き方改革の目的や働き方改革を
進める上での基本的観点の追加

【働き方改革の目的】
・ 教育職員の「働きやすさ」と「働きがい」を
両立し、子供たちによりよい教育を行う
ことが目的

【基本的観点】
・ 国、教育委員会、地方公共団体、学校、地域、
保護者など教育に関わる全ての関係者が、
その権限と責任に基づき連携・協働しなが
ら取組を実施

２． 在校等時間や上限時間 ※改正なし

【在校等時間】
・ 「超勤４項目」以外の業務を行う時間も含め、教育職
員が学校教育活動に関する業務を行っている時間と
して外形的に把握することができる時間を「在校等時
間」とし、勤務時間管理の対象とする

【上限時間】
・ １か月の時間外在校等時間について、４５時間以内
・ １年間の時間外在校等時間について、３６０時間以内

※ 休憩時間や休日の確保等に関する労働基準法の規
定を遵守

３． 「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定

○ 服務監督教育委員会は、本指針に即して「業務量管
理・確保措置実施計画」（以下「実施計画」）を定める

○ 実施計画、毎年の実施状況を公表。総合教育会議に
も報告。地方公共団体との連携を図りつつ、取組の
更なる改善につなげる

【目標】
・ 政府として令和11年度までに教育職員の１箇月時間
外在校等時間を平均30時間程度に削減することを
目標にしており、時間外在校等時間が80時間を超え
る教育職員を早急になくさなければならないものと
して、それぞれ以下の水準を満たしている必要

１箇月時間外在校等時間が45時間以下の教職員の割合

→ 100％とすることを目指す
１年間における教育職員の１箇月時間外在校等時間の平均時間

→ 平均で30時間程度となることを目指す

１年間時間外在校等時間

→ 360時間以下とすることを目指す
※ 可能な限り、教育職員のワーク・ライフ・バランスや働きがい等に
関する目標を、地方公共団体の実情に応じて設定

【内容】
・ 実施計画には、４．に掲げる措置に関する具体的な取
組内容等を記載するものとする

※ 具体的な業務量管理・健康確保措置の実施内容及び
実施方法は、地域の実情に応じて決めるもの

４． 服務監督教育委員会が講ずべき措置の内容等

○ 教育職員の勤務状況等に関する状況を把握し、その状況
を踏まえ、業務分担の見直しや適正化、必要な環境整備等
の在校等時間の長時間化を防ぐための取組を実施

【学校と教師の業務の３分類】

・ 今日の学校や教師を取り巻く状況や、教師の負担・働きが
いの観点を踏まえてアップデートの上、本指針に位置づけ

① 学校以外が担うべき業務
② 教師以外が積極的に参画すべき業務
③ 教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務

・ 服務監督教育委員会は、学校運営協議会等での協議を経て、
円滑に役割分担の見直しが行われるよう、地域の実情に応
じた運用に努め、管理職や職員相互の連携・協働、事務処
理の精選・効率化等のための共同学校事務室の設置等に
も努める

【学校業務の適正化 等】
・ 標準を大きく上回る授業時数の指導体制に見合った見直し
や、年間授業週数の実態に応じた1日及び１週間当たりの
授業時数の平準化、学校行事の精選

・ 放課後の児童生徒の活動時間（補習、部活動を含む。）の、
教育職員の勤務時間内での設定

・ デジタル技術を活用した校務の効率化
・ 勤務時間外の外部対応を抑制する環境整備（留守番電話の
設置 等）

○ 勤務間インターバルの確保や、早出遅出勤務、テレワーク
等、柔軟な働き方の推進のための環境整備

○ 計画の策定等に当たり人事委員会と認識を共有し、専門
的な助言を求める等連携を図ること 等

５． 留意事項等

・ 実際の時間より短い虚偽の時間を記録することはあってはならない
・ 業務の持ち帰りは行わないことが原則。上限時間の遵守や計画目標の達成のみを目的として
持ち帰り業務を増加させることは厳につつしむ必要。仮に持ち帰りの実態がある場合、その実態把握ととも
に、縮減に向けた取組を進める

・ 学校運営協議会の設置及び活用の推進 ・都道府県教育委員会は市町村教育委員会に対して指導・助言等
・ 校長等の管理職は、業務の精選等、組織マネジメントを実施し、教育職員一人一人が働きやすい職場環境を構築
・ 管理職の人事評価の評価項目や研修内容に働き方改革に資するマネジメントを追加
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学校と教師の業務の３分類

➢ 教師が教師でなければできない業務に専念できるよう、服務監督教育委員会は、これらを踏まえて、
それぞれの地域における業務の見直しについて、優先的に対応するものから「業務量管理・健康確保措置実施計画」に反映。

➢ 学校は、学校運営協議会等での議論を経て、優先順位を定めながら、各校の実情に応じた運用を行う。
 これらの代表例のほか、地域・学校ごとの議論を踏まえて、業務を不断に見直すことが必要。

登下校時の通学路における
日常的な見守り活動等

放課後から夜間などにおける
校外の見回り、
児童生徒が補導された時の対応

学校徴収金の徴収・管理
（公会計化等）

地域学校協働活動の関係者間
の連絡調整等

保護者等からの過剰な苦情や
不当な要求等の学校では対応
が困難な事案への対応

調査・統計等への回答｜学校への依頼を減らし、

デジタル技術を活用しつつ、事務職員を中心に実施

学校の広報資料・ウェブサイトの作成・
管理｜学校が行う場合は事務職員等が積極的に参画

ICT機器・ネットワーク設備の日常的な保
守・管理｜教育委員会と連携を図りながら、事務職

員等を中心に実施しつつ、地域の実情に応じて外部委
託も積極的に検討

学校プールや体育館等の施設・設備
の管理｜教師は授業等に付随して行う日常点検

を担い、外部委託等も積極的に検討

校舎の開錠・施錠｜副校長・教頭に固定せず、

機械警備、役割分担の見直し等を促進

児童生徒の休み時間における安全へ
の配慮｜地域住民等の支援や、輪番等を促進

校内清掃｜児童生徒への清掃指導は、地域住

民等の支援を得て、回数・範囲の合理化等を促進

部活動｜部活動の地域展開・地域連携を推進

給食の時間における対応｜食に関する

指導については、栄養教諭等が対応

授業準備｜教材の印刷など補助的業務を教員

業務支援員等の支援スタッフを実施、デジタル技術の
活用を促進

学習評価や成績処理｜採点作業等のうち

補助的業務を教員業務支援員等の支援スタッフを中
心に実施、自動採点等のデジタル技術の活用を促進

学校行事の準備・運営｜関係機関との日程

調整や物品の準備等について、事務職員や支援スタッフと
の協働を促進しつつ、必要に応じて外部委託等も検討

進路指導の準備｜就職先に関する情報収集

等について、事務職員や支援スタッフとの協働を促進

支援が必要な児童生徒・家庭
への対応｜専門スタッフとの協働等を促進

※朝の時間帯や下校時間の後に、学校施設で預かり活動
を行う必要がある場合は、学校以外の管理体制を構築
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※  専門スタッフとの協働、デジタル技術の活用や外部委託の促進については、地方公共団体の関係機関が積極的に参画

学校以外が担うべき業務
教師以外が積極的に参画すべき業務

教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務

まず取り組めること・

取り組むべきことは何か、

話し合うことが大切です。
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１．計画の趣旨、現状 

（１）計画の趣旨 

本計画は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 

第８条」及び「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務

を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措

置に関する指針」に基づき、策定するものである。 

習志野市で勤務する教育職員が、勤務状況を改善することで、心身ともに健康

で誇りと希望を持ち、児童生徒の教育に邁進できるようにすることは、習志野市

の掲げる「小さな町の大きな教育」、そして教育振興基本計画の達成には不可欠

である。 

本計画がめざす「働き方改革」により教育職員が事務作業の効率化、デジタル

化を一層進め、創出された時間で児童生徒や保護者と向き合う時間や授業改善の

時間を確保できるようにする。 

 

（２）習志野市の現状 

習志野市では、学校の教育職員の在校等時間の上限を定める方針として、令和 

６年２月に習志野市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正し、業務量の適切

な管理について定め、教育職員の在校等時間の管理及びその時間の縮減に取り組

んできた。 

こうした取組の結果、本市における教育職員の時間外在校等時間の状況につい 

て、令和６年度は次のとおりであった。 

【令和６年度の時間外在校等時間の状況】 

 年平均 月４５時間を上回る割合 月８０時間を上回る割合 

小学校 月３０．５時間 ３３．６％ ２．６％ 

中学校 月３８．３時間 ３８．１％ １０．０％ 

 

２．目標 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

ア １箇月時間外在校等時間が４５時間以下の割合を１００％にする。 

イ １年間における１箇月時間外在校等時間の平均時間を３０時間以下にする。 

ウ １年間における時間外在校等時間の平均時間を年間３６０時間以下にする。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

ア 年間の年次有給休暇の平均取得日数を１８日以上にする。 

【令和６年度の本市の平均取得日数１５．４日】 

イ ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を１０％以下にする。 

【令和６年度の本市の割合 １２．６％】全国１０．０％ 

ウ ストレスチェックにおける健康リスクの値を８５以下とする。        

【令和６年度の本市の値 ８６】全国１００  

（１００を基準として小さいほどよい状況） 

エ ストレスチェックにおける働きがいなどに関する質問項目への肯定的な回答

の割合を４５．０％以上とする。                             

【令和６年度の本市の割合 ４３．０％】 
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（３）校務の効率化に関する目標 

  ア「ＧＩＧＡスクール構想の下での校務ＤＸチェックリスト」に基づいた自己

点検の達成状況を、６０％以上とする。 

  【令和６年度の状況 ４１．９％】 

 

３．計画の期間 

令和８年度～令和１１年度 

 

４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

（１）「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

ア 学校以外が担うべき業務 

① 登下校時の通学路における日常的な見守り活動 

・保護者、地域住民による通学路の見守り活動を推進する。 

・各学校の実情を踏まえつつ、部活動における朝練習の回数の見直し等、児

童生徒が学校に登校する時間の適正化を検討する。 

 

② 放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導された時の対応 

・放課後から夜間における見回りについては、警察や地域住民が行っている

見回りに委ねることとし、学校が主催して行う見回りは原則行わないこと

とする。 

・学校警察連絡協議会において、補導された児童生徒の引き取りについて

は、保護者が第一義的な責任を負うことについて認識を共有する。 

 

③ 学校徴収金の徴収・管理 

・学習教材の精選・共用品化、旅行費用徴収方法の改善等、学校徴収金とし

て学校が集める費用を減らしていく。（令和８年度中） 

・すでに公会計化している学校給食費を除く学校徴収金について、徴収金業

務の標準化や集金業務の一元化ができるシステムの導入を検討する。 

  

④ 地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等 

・地域学校協働活動の実施状況等に応じ、地域学校協働活動推進員等が中心

となり行うものとする。その際、児童生徒の地域行事等への参加に伴う連

絡調整についても、地域学校協働活動推進員等が中心となって行う。この

場合において、当該地域学校協働活動推進員等と学校との連絡調整につい

ては、教頭に責任や負担が集中しないよう、教職員間の適切な役割分担を

行うものとする。 

 

⑤ 保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対

応 

・保護者に対して、習志野市教育委員会内に相談窓口を設置し、その周知徹

底を図るとともに、学校が弁護士等の専門家を活用できる環境を整備する

こと等により、教育委員会等の行政機関の責任において当該苦情等に対応

できる体制を構築する。 
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イ 教師以外が積極的に参画すべき業務 

① 調査・統計等への回答 

・教育委員会内から学校への発出文書の精選を進める。 

・校務支援システム及び学習eポータルの機能等を活用することによって、

市から学校に発出される調査の回答に係る事務負担を軽減する。 

 

② 学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理 

・当該業務を学校において行う場合は、事務職員等が積極的に行う。 

 

③ ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理 

・教育委員会及び保守・管理委託業者と連携を図りながら、事務職員及び  

ＩＣＴ支援員が中心となって行う。 

 

④ 学校プールや体育館等の施設・設備の管理 

・学校プールの管理については、一部の小学校がすでに実施している民間施

設を活用した水泳学習を拡大する。 

・体育館の休日における地域開放の管理業務については、引き続き学校開放

委員会が担っていく。 

 

⑤ 校舎の開錠・施錠 

・機械警備やデジタル技術で当該業務の効率化を図る設備の導入を検討する。 

・職員間の役割分担を見直し、教頭等の特定の職員に責任や負担が集中しな 

い環境を整備する。 

 

⑥ 児童生徒の休み時間における安全への配慮 

・休み時間の時間帯に応じた巡回指導・安全点検等の必要措置を予め行った

上で、学級担任等の特定の教師のみが対応するのではなく、学校の職員等

の輪番等による負担軽減を促進する。 

 

⑦ 校内清掃 

・学級担任等の教育職員は児童生徒に対する指導を中心に担うものとし、校

内清掃の実施回数や範囲の合理化、学校の職員等の輪番等による負担軽減

を促進する。 

 

⑧ 部活動 

・スポーツ庁及び文化庁が別に定めるところにより、部活動の地域展開・地

域連携を推進する。 

 

ウ 教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務 

① 給食の時間における対応 

・給食時における児童生徒の食育指導については、児童生徒の発達の段階や

実態を踏まえつつ、学級担任のみならず教職員等による緊急時に備えた組

織的な体制を構築した上で実施する。 
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② 授業準備 

・授業準備や採点作業等を補助するスクール・サポート・スタッフの全校配

置を継続するとともに、校務支援システム・ＡＩ型デジタルドリル・市内

共有サーバの活用を推進する。 

 

③ 学習評価や成績処理 

・自動採点システムの活用を推進する。 

・児童生徒のスタディログ及び教育データの利活用を図る。 

・校務支援システムの機能を活用し成績処理等に係る事務負担を軽減する。 

 

④ 学校行事の準備・運営 

・修学旅行その他の学校行事に係る関係機関との日程調整、物品の準備等業務

について、教師と事務職員及びスクール・サポート・スタッフ等の支援スタ

ッフとの協働を促進するとともに、必要に応じ、業務委託その他の方法も検

討する。 

 

⑤ 進路指導の準備 

・校務支援システムを活用し、学校間、校内における進路指導に関する情報の

デジタル化、共有化を推進し負担軽減を図る。 

 

⑥ 支援が必要な児童生徒・家庭への対応 

・児童生徒や家庭の状況に応じ、養護教諭のほか、スクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカー、支援員、医療若しくは福祉に関する専門的な人

材又は日本語指導に係る職員等による効果的な支援が期待される業務につい

て、これらの人材と教師の協働を促進する。特に、不登校児童生徒への対応

にあっては、教育支援センターの機能強化や教育相談員等による効果的な支

援を促進する。 

・こども家庭課等の関係機関に対して、これらに必要な体制の確保に積極的に

参画するよう促す。 

 

（２）学校における措置の推進 

ア 各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たり授業時数について

は、年度当初の計画段階で真に必要な時数となるよう設定する。特に、標準

授業時数を大幅に上回って（小４以上は年間で１、０８６単位時間以上）編

成されている場合には、指導体制に見合うものとなるよう見直す。 

 

イ 当初のねらいが形骸化し十分な効果が見込めない活動等の見直し、清掃時

間・頻度の見直し、放課後の活動時間の勤務時間内での設定など、日課表の

工夫を行う。 

 

ウ デジタル技術の活用により、職員間における情報共有や服務管理などの校

務を効率化する。 

 

  エ 電話の録音機能の導入を検討する。 
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（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

ア １箇月時間外在校等時間が１００時間を超えた教育職員に産業医による面接 

指導を実施する。 

 

イ ４９人以下の学校も含め、全職員がストレスチェックを受検できるよう配

慮及び勧奨を行う。また、実施後の集団分析の結果等も活用して職場環境の

改善を推進する。 

 

ウ 年次有給休暇についてまとまった日数を連続して取得できるよう、各学校

に対して取得を促進する。 

 

エ 令和８年度から、学校における定時退校日を月４回以上設定するよう推進

し、長期休業等の期間中に５日間の一斉閉校期間の設定を行う。 

 

オ 早出遅出勤務、フレックス勤務等の勤務環境整備について検討する。 

 

５．関連する取組、今後のフォローアップについて 

（１）取組の着実な実行を図るため、市内各学校の教育職員の在校等時間の状況を把 

握し、毎年度本市のＨＰで公表するとともに、教育委員会会議及び総合教育会議

において報告する。 

 

（２）学校での児童生徒等の支援を行う専門的な知見を有する人材の確保に当たり、

関係部局・関係機関とともに取り組む。 

 

（３）時間外在校等時間にかかる目標の達成状況については、出退勤システムで把

握し、ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標については、本市

で導入しているストレスチェックの結果から把握する。 

 

（４）教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題

が見られるときは、当該学校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在

校等時間が長時間となっている教育職員がいる学校や、業務の持ち帰りや休憩

時間の確保が課題となっている学校に対しては、当該年度中にも速やかに状況

が改善されることを目指し、当該学校に対する個別の支援・指導を実施する。 

 

（５）各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本

計画の周知を行うとともに、県教育委員会が管理職向けに主催するマネジメン

ト等に関する研修を周知し、受講を促進する。各学校においては、校長をはじ

めとした管理職のリーダーシップのもと、学校運営協議会における協議等も踏

まえつつ、本計画に基づき、教職員の働き方改革に向けた取組を実施する。 

 

（６）保護者、地域の理解を促進するため、市長部局と連携し、保護者や地域の町

会自治会等に対して、本市における「業務の３分類」をはじめとする業務量管

理・健康確保措置の内容について周知を行うとともに、具体の項目について協

力を得られるようまちづくり会議等を通して働きかけを行う。 

 


